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は
じ
め
に

わ
が
国
に
お
い
て
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
等
の
銅
鏡
研
究
は
き
わ
め
て
盛
ん
で

あ
る
。
高
橋
健
自
氏
や
富
岡
謙け

ん
ぞ
う蔵

氏
、
ま
た
梅
原
末
治
氏
、
小
林
行
雄
氏
と
相

次
ぎ
、
さ
ら
に
樋
口
隆
康
氏
や
岡
村
秀
典
氏
、
さ
ら
に
森
浩
一
氏
・
松
本
清
張

氏
・
奥
野
正
男
氏
そ
の
他
、
近
来
の
各
名
を
あ
げ
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ

ど
の
盛
況
を
示
し
て
き
た
。
日
本
考
古
学
界
の
一
中
心
研
究
部
門
と
称
し
て
も

過
言
で
は
あ

(1)

る
ま
い
。

け
れ
ど
も
、そ
の
基
礎
を
な
す
「
銘
文
」
な
い
し
「
図
様
」
や
「
鈕
孔
」
そ
の

も
の
の
様
態
（
事
実
関
係
）
の
確
認
、
と
い
う
基
礎
作
業
は
果
た
し
て
十
二
分

に
行
わ
れ
て
き
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

 

「
す
で
に
論
ず
る
ま
で
も
な
し
」
と
い
う
、
考
古
学
界
の
大
方
の
空
気
は 

も
ち
ろ
ん
万
般
承
知
の
上
で
、
な
お
か
つ
改
め
て
精
査
し
、
再
査
す
べ
き
諸
点

を
、
各
銅
鏡
、
こ
と
に
問
題
の
焦
点
を
な
す
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
に

対
す
る
研
究
調
査
の
中
で
わ
た
し
は
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
よ
っ
て 

簡
明
に
、
か
つ
的
確
に
新
た
な
問
題
点
を
叙
述
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た

い
。

〈
前
篇
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

中
国
の
銅
鏡
の
歴
史
に
お
い
て
図
様
は
銘
文
に
先
立
っ
て
存
在
し
た
。

た
と
え
ば
、
青
海
省
海
南
州
貴
南
県
朶だ

ば
だ
い

馬
台
出
土
の
銅
鏡
（
写
真
1
、
以
下

写
真
は
口
絵
に
掲
載
）
は
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
（
C
・
14
測
定
法
）
頃
と
さ
れ

る
、
中
国
最
古
の
「
図
様
を
も
つ
」
銅
鏡
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
字
は
な
い
。 

は
じ
め
「
八
星
鏡
」
と
呼
ば
れ
、
あ
る
い
は
「
七

(2)

角
星
紋
鏡 

」
の
名
で
中
国

側
の
銅
鏡
関
係
図
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
わ

(3)

た
し
た
ち
が
現
地
に
お
い
て
当
鏡
を
眼
前
に
し
、
精
視
し
、

精
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
図
様
に
は
決
し
て
「
八
星
」
や
「
七
星
」
に
当
た
る

様
相
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
当
時
は
「
八
星
鏡
」
と
し
て
報
道
さ

れ
て
い
た
）。

す
な
わ
ち
、
明
確
な
、
鋭
角
的
な
様
相
の
山
形
図
様
は
、
た
だ
「
三
形
」　

の
み
で
あ
り
、他
に「
一
形
」が
”や
や
明
ら
か“
で
あ
り
、も
う
一
つ
の「
一
形
」

が
”
や
や
不
分
明
“
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
他
の
「
三
形
」（
も
し
く
は
「
二
形
」）

は
ま
っ
た
く
「
目
」
で
認
識
で
き
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
部
分
（
最

初
の
「
三
形
」
以
外
）
に
は
、別
の
紋
様
（
た
と
え
ば
斜
線
な
ど
）
が
存
在
し
、

決
し
て
「
本
来
の
”
八
星
“
や
”
七
星
“
が
、（
銅
の
さ
び
や
土
泥
な
ど
の
付

着
に
よ
っ
て
）
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
様
態
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
三
角
縁
神
獣
鏡
の
史
料
批
判
―
―
三
角
縁
人
獣
鏡
論

古
田
武
彦
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当
時
（
一
九
九
二
年
）
は
、当
鏡
の
出
土
報
道
か
ら
間
も
な
い
時
期
で
あ
り
、

海
南
州
の
資
料
館
に
お
い
て
、
ガ
ラ
ス
越
し
な
ど
で
は
な
く
、
至
近
の
場
で
、

直
接
右
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
幸
い
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
中
国
側
で
そ
の
後
、
顕
微
鏡
観
察
や
赤
外
線
撮
影
な
ど
に
よ
っ

て
右
の
様
態
（「
八
星
」
も
し
く
は
「
七
角
」）
が
確
認
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

幸
い
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
右
の
問
題
は
わ
た
し
た
ち
の
杞
憂
に
す
ぎ
ぬ
こ
と

と
な
る
か
ら
だ
。

だ
が
、「
七
角
星
紋
鏡
」
と
銘
打
た
れ
た
中
国
側
の
銅
鏡
関
係
図

(4)書
の
掲
載

写
真
を
検
証
し
て
も
、
い
ず
れ
も
（
失
礼
な
が
ら
）
き
わ
め
て
”
不
鮮
明
“
な

る
写
真
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
右
の
よ
う
な
科
学
的
検
証
を
経
た
上
で
の
、

慎
重
な
「
命
名
」
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

わ
た
し
た
ち
が
「
精
視
」
し
、「
撮
影
」
し
、そ
の
と
き
「（
各
人
協
力
に 

よ
る
）

見
取
り
図
」
に
よ
る
限
り
、
右
の
二
つ
の
命
名
は
い
ず
れ
も
正
当
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ

(5)る
。

右
の
朶
馬
台
鏡
の
内
実
に
関
し
て
は
、
よ
り
詳
密
な
科
学
的
検
査
の
待
た
れ

る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
今
本
稿
の
冒
頭
に
こ
の
問
題
を
特
に
と
り
あ
げ

た
の
は
、
他
で
も
な
い
。

一
個
の
鏡
に
対
し
、そ
の
図
様
の
内
実
を「
精
査
」す
る
前
に
、ま
ず「 
命
名
」

が
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
研
究
に
対
し
、
思
わ
ざ
る
先
入
観
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
篇
に
入
る
前
に
こ
の
一
点
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

こ
の
朶
馬
台
鏡
と
逆
の
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
「
銘
文
」
の
み
で 

構
成
さ
れ
た
銅
鏡
も
ま
た
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、「
日
光
大
明
銅
華
重
圏
鏡
」（
写
真
9
）
と
呼
ば
れ
る
、西
漢
（
前

漢
）
時
代
の
鏡
で
あ
る
。
准
河
流
域
出
土
と
さ
れ
て
い

(6)る
。

覆
萼
鈕
と
呼
ば
れ
る
鈕
型
を
も
ち
、
並
蒂
十
二
連
鈕
座
と
い
う
「
図
様
」
を

も
つ
も
の
の
、
鏡
面
の
ほ
と
ん
ど
は
「
内
区
」
と
「
外
区
」
の
二
系
列
の
文
字

の
み
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

内
圏
銘

「
見
日
之
光
天
下
大
明
服
者
君
卿
鏡
辟
不
羊
富
於
侯
王
銭
金
満
堂
」

外
圏
銘

「
清
泉
銅
華
以
為
鏡
絲
組
為　

以
信
清
光
明
富
貴
番
昌
楽
未
央
千
秋
萬
世 

長
母
相
忘
時
来
何
傷
」

右
の
内
区
は
い
ず
れ
も
、吉
祥
句
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。「
服
す
る
は
、君
卿
」

と
言
い
、「
鏡
は
不
羊
（
祥
）
を
辟さ

（
避
）
く
」、「
侯
王
よ
り
（
於
）
富
む
」「 

銭
金
、堂
に
満
つ
」と
、い
ず
れ
も
”財
富
み
な
ぎ
る “
旨
の
詞
句
だ（
内
圏
銘
）。

こ
の
点
、
外
区
も
ま
た
、
変
る
こ
と
が
な
い
。「
銅
華
、
以
て
鏡
と
為
し
」

「 

絲
組
、　 

を
為
す
」
と
言
う
。
後
者
は
鈕
孔
に
通
す
紐
の
こ
と
を
の
べ
た
、   

貴
重
な
る
一
句
で
あ
ろ
う
。「　

」
は
見
な
れ
ぬ
文
字
だ
が
、
古
代
中
国
で
は

「
貝
貨
」
な
ど
、「
貝
」
字
が
貴
物
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（「
貴
」「
財
」

な
ど
）、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
”
貴
重
な
る
紐 

“
の
類
で
は

あ
る
ま
い
か
。
ま
た
「
富
貴
番
（
蕃
）
昌
」
と
言
い
、「
楽
、
未
だ
央
な
ら
ず
」

と
し
、さ
ら
に
「
千
秋
萬
世
」
に
「
長
く
相
忘
る
母な

し
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

恋
人
や
夫
婦
な
ど
の
縁え

に
しの

永
遠
を
祈
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
時
来
た
る
も
、    

何
ぞ
傷や

ぶ

れ
む
」
と
結
ん
で
い
る
。
物
質
上
と
精
神
上
の
幸
福
の
永
続
を
祈
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
（
外
圏
銘
）。

一
方
、「
図
様
」
と
し
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
鈕
と
鈕
座
に
表
現
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
”
瑞
兆
“
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
右

の
「
内
区
」
と
「
外
区
」
の
文
面
と
、
少
な
く
と
も
齟そ

ご齬
は
し
な
い
で
あ
ろ
う

け
れ
ど
、
ま
ず
鏡
面
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
銘
文
」
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
事
例
と
し
て
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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当
鏡
を
、
日
常
生
活
に
お
い
て
使
用
す
る
人
（
貴
人
、
富
婦
）
は
、
当
然
「 

文
字
」
を
解
し
、
そ
の
「
文
字
」
の
”
か
も
し
出
す
“
縁
起
を
楽
し
ん
で
い
た

も
の
と
考
え
て
、
お
そ
ら
く
あ
や
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三

第
三
番
目
に
扱
う
の
は
、「
図
様
」
と
「
銘
文
」
の
”
共
存
“
す
る
ケ
ー
ス

で
あ
る
。

 

「
草
葉
日
光
大
明
鏡(7)
」（
写
真
10
）
は
西
漢
時
代
の
作
で
あ
り
、
准
河
流
域  

出
土
で
あ
る
が
、「
銘
文
」
と
し
て
は
方
格
銘
帯
の
中
に
、

　
「
見
日
之
光
天
下
大
明
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

の
八
文
字
だ
け
が
あ
る
。
四
か
所
の
乳
（
突
起
）
の
左
右
に
連
畳
式
草
葉
が 

あ
り
、
銘
帯
の
四
隅
に
弁
葉
二
枚
一
組
ず
つ
、
乳
の
外
方
に
は
小
型
の
弁
葉
が

一
枚
ず
つ
連
結
し
て
い
る
。

こ
の
「
図
様
」
は
「
天
下
（
の
人
民
）」
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。そ
の
中
央
の
天
子
の
居
城
す
る
と
こ
ろ（
都
の
西
安
）が「 

方
格
」

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

要
す
る
に
、
簡
明
な
文
字
と
簡
素
な
図
様
と
、
こ
の
両
者
は
バ
ラ
ン
ス
よ
く

こ
こ
に
”
対
応
し
て
い
る
“
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四

右
の
事
例
に
対
し
、
い
わ
ば
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
の
一
要
素
が
付
加
さ
れ
た

も
の
、
そ
れ
が
左
の
「
四
螭
草
葉
日
光
大
陽
必
当
鏡(8)
」（
写
真
11
）
で
あ
る
。

方
格
銘
帯
が
鈕
座
の
周
囲
に
あ
り
、
右
回
り
で
、

　
「
見
日
之
光
天
下
大
陽
所
言
必
當
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
十
二
文
字
が
あ
る
。
前
半
の
六
文
字
に
関
し
て
は
、前
鏡
の
趣
旨
と
同
一
だ
。

だ
が
、
後
半
で
は
「
大
（
太
）
陽
」
に
関
連
し
て
何
ら
か
の
「
予
言
」
が
行
わ

れ
、そ
れ
が
「
必
ず
当
た
る
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
当
鏡
を
使
用
し
て
太
陽
の 「 

反
照
度
」
に
よ
っ
て
、
当
年
の
風
水
害
や
穀
物
の
順
・
不
順
な
ど
を
ト

う
ら
な

っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
「
ト
」
の
「
必
ず
当
た
る
」
旨
が
記
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
銘
文
」
に
対
し
、「
図
様
」
は
い
か
に
。

前
鏡
と
共
通
の
連
畳
式
の
草
葉
四
組
な
ど
と
共
に
、
前
に
は
な
か
っ
た
デ

ザ
イ
ン
が
現
わ
れ
て
い
る
。
四
か
所
の
乳
の
周
囲
に
、「
口
を
大
き
く
あ
け
、    

舌
を
だ
し
、
足
が
四
本
、
長
い
尾
を
も
つ
、
同
じ
形
の
蟠は

ん
ち螭

が
あ
る
」
の
だ(9)
。

こ
れ
は
何
か
。
思
う
に
、
ト
者
が
太
陽
と
銅
鏡
に
よ
っ
て
当
年
の
天
候
・ 

穀
物
の
順
・
不
順
な
ど
を
「
予
言
」
す
る
。
そ
れ
は
、
じ
つ
は
自
分
（
ト
者
）

の
声
に
は
非
ず
、
神
聖
な
る
蟠
螭
の
「
舌
」
に
よ
る
「
予
告
」
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、「
銘
文
」中
の「
言

う
と
こ
ろ
、
必
ず
当
た
る
」
の
一
節
と
「
図
様
」
中
の
「
長
舌
」
を
も
つ
霊
獣

（
蟠
螭
）
と
、
両
者
こ
れ
を
無
関
係
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も「
銘
文
」と「
図
様
」と
は
、両
々
相
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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〈
本
篇
〉

　
　
　
　
　
　
　
　

一

わ
が
国
出
土
の
、
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
の
中
の
代
表
を
な
す
と
さ

れ
て
き
た
秀
逸
鏡
と
し
て
、
国
分
神
社
（
大
阪
府
）
蔵
の
「
海
東
鏡
」（
写
真

13
）
と
「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」（
写
真
14
）
が
存
在
す
る(10)

。

 「
海
東
鏡
」
の
銘
文
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

A　

方
格
内
（
右
回
り
）

　
　
「
君
宜
高
官
」

B　

銘
帯
（
左
回
り
）

　
　
「
吾
作
明
竟
真
大
好
浮
由
天
下
□
（
敖
？
）
四
海
用
青
同
至
海
東
」

右
に
は
二
種
類
の
「
主
格
」
が
現
わ
れ
て
い
る
。
一
は
「
君
」（
A
）
で
あ
り
、

他
は
「
吾
」（
B
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
文
頭
に
あ
り
、
ま
ぎ
れ
よ
う
が
な
い
。

「
君
」
の
方
は
「
高
官
に
宜よ

ろ

し
」
と
い
う
述
語
部
分
が
示
す
よ
う
に
、「
豪
族
、

地
方
権
力
者
の
位
置
に
あ
る
人
」
に
対
す
る
用
法
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
吾
」
の
方
は
「
明
竟
（
鏡
）
を
作
る
」
と
い
う
述
語
部
分

が
示
す
よ
う
に
、「
鋳
鏡
者
」
す
な
わ
ち
「
鏡
師
」
の
自
称
で
あ
る
。
当
鏡
の

製
作
者
で
あ
る
。

彼
は
さ
ら
に
、
み
ず
か
ら
の
「
経
歴
」
を
述
べ
る
。
文
字
通
り
、”
経へ

て
き

た
と
こ
ろ
、
歴
巡
し
て
き
た
と
こ
ろ
“
の
叙
述
で
あ
る
。「
天
下
を
浮
由
し
」

の
「
浮
由
」
の
二
字
は
、
こ
の
作
鏡
者
の
学
的
素
養
を
示
し
て
い
る
（
通
例
は

「
浮
遊0

」）。
子
曰
、
道
不
行
、
乗
桴
浮0

於
海
、
従
我
者
其
由0

与

 （
子
曰い

わ

く
、
道
行
わ
れ
ず
、
桴い

か
だに

乗
り
て
海
に
浮
ば
ん
。
我
に
従
う
者
は
、

　
　

そ
れ
由
か
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
語
、
第
五
、
公
冶
長
篇

孔
子
は
弟
子
の
由
（
子
路
）
を
つ
れ
て
海
上
に
浮
か
び
、東
方
の
地
（
九
夷
。

日
本
列
島
は
そ
の
中
の
島
夷
に
属
す
）
へ
向
か
う
こ
と
を
夢
み
、
果
た
せ
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
た
し
（「
吾
」。
鋳
鏡
者
）
は
弟
子
と
共
に
（
中
国

か
ら
）出
て
天
下
を
巡
る
こ
と
と
な
っ
た
、と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。従
来
は
、  

こ
の
有
名
な
論
語
の
一
節
と
の
”
対
応
“
が
必
ず
し
も
注
意
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

「
四
海
に
□
（
赦
、
あ
そ
び
）」
は
、
右
の
一
句
の
敷
衍
で
あ
る
。　
　
　
　

こ
れ
も

　

子
欲
居
九
夷

　
　
（
子
、
九
夷
に
居
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
語
、
第
九
、
子
罕
篇　
　
　

が
背
景
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
九
夷
」
の
居
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
「
四
海
」

だ
か
ら
で
あ
る
。

漢
代
、
儒
教
は
「
国
教
」
と
さ
れ
、
一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
鋳
鏡

者
と
い
え
ど
も
、
そ
の
「
作
文
」
の
さ
い
、『
論
語
』
の
著
名
の
文
節
が
背
景

に
あ
り
と
見
な
す
こ
と
、何
の
不
自
然
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。「
浮
由
」「
四

海
」
共
に
、
こ
の
鋳
鏡
者
が
「
孔
子
の
国
外
（
東
方
）
脱
出
願
望
」
に
対
し
、

深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 「
青
同
（
銅
）
を
用も

っ
て
」
の
「
用
」
字
は

 「
も
っ
て
」
以
に
同
じ
。

用
、
以
也
（
一
切
経
者
義
七
、
蒼
頡
篇
）

用
、
詞
之
以
也
、
以
・
用
、
一
声
之
転
、
凡
春
秋
公
羊
伝
之
釈
レ
経
、
皆 

　

言
二
何
以
一
、
穀
梁
則
或
言
二
何
用
一
、
其
実
一
也
、（
経
伝
釈
詞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
橋
、
大
漢
和
辞
典

と
あ
る
。「
用
」
と
「
以
」
と
は
「
互
文
」（
共
用
）
の
文
字
な
の
で
あ
る
。
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キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
は
「
海
東
に
至
る
」
の
一
句
だ
。
こ
の
「
至
」
と
い
う 

動
詞
の
「
主
格
」
は
、
鋳
鏡
者
の
「
吾
」
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
こ
の
点
、  

さ
し
て
長
か
ら
ぬ
B
の
一
文
を
観
察
す
れ
ば
、
他
に
撰
択
の
余
地
が
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
点
、
一
九
七
九
年
に
わ
た
し
が
『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き—

—

邪
馬

一
国
の
考
古
学
』
で
詳
論
し
、
そ
の
二
年
あ
と
、
王
仲
殊
氏
が
（
わ
た
く
し
の

先
行
説
に
ふ
れ
ず
に
）
襲
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

今
回
の
問
題
は
、「
図
様
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
分
析
し
て
み
よ
う
。

 (

１) 

人
物
と
し
て
は
、
四
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
名
ず
つ
、
鈕
に
対
し

て
相
対
応
す
る
形
で
あ
る
。
こ
れ
を
（
α
）
二
名
と
（
β
）
二
名
と
に
区
分
し

よ
う
。

　

(

α) 「
四
海
（「
高
」
逆
回
り
）
同
青
」
の
銘
字
を
足
下
に
し
た
位
置
に

座
し
て
い
る
。

　

(

β) 「
明
寛
（「
君
」
逆
回
り
）
真
大
」
の
銘
字
を
足
下
に
し
た
位
置
に

座
し
て
い
る
。

  (

2) （
α
）
は
、向
か
っ
て
左
が
男
性
（
や
や
大
）、向
か
っ
て
右
が
女
性
（ 

や
や
小
）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
貴
人
の
冠
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
豪
族
夫
妻
で

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
（
β
）
は
、二
人
と
も
男
性
で
あ
る
。
向
か
っ
て
右
（
や
や
大
）

が
「
主
」、
向
か
っ
て
左
（
や
や
小
）
が
「
従
者
」
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
頭
上
の
帽
子
も
、「
主
」
の
方
が
や
や
立
派
で
あ
り
、「
従
者
」
の
方
が
粗
末

で
あ
る
。

  (

3) 

す
な
わ
ち
、「
α
」
は
「
君
」
に
当
た
り
、当
鏡
作
製
の
ス
ポ
ン
サ
ー

で
あ
り
、「
β
」
は
「
吾
」
に
当
た
り
、海
を
越
え
て
渡
来
し
て
き
た
鋳
鏡
者
「
主

従
」
で
あ
る
。

  (

4
）こ
の
よ
う
な
理
解
を
裏
付
け
る
も
の
、そ
れ
は「
β
」の「
主
」の（
乳

を
は
さ
ん
で
）
右
下
に
描
か
れ
た
、
一
匹
の
「
魚
」
で
あ
る
。”
波
頭
を
越
え

て
、
こ
の
海
東
に
至
っ
た
“
こ
と
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
役
割
を
も
っ
た

「 

生
き
た
証
人
」
と
し
て
の
刻
入
な
の
で
あ
る
。

  (

5) 「
α
」と「
β
」と
の
間（
両
側
）に
一
匹
ず
つ
霊
獣
が
描
か
れ
て
い
る
。

海
陸
の
守
護
神
的
な
存
在
で
あ
ろ
う
。

以
上
、「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
の
両
者
は
緊
密
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

二

次
に
「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」
の
「
銘
文
」
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

「
新
作
明
竟
幽
耕
三
剛
銅
出
徐
州
師
出
洛
陽
彫
文
刻
鏤
皆
作
文
章
配
徳
君

子
清
而
且
明
左
龍
右
虎
轉
世
有
名
獅
子
辟
邪
集
會
并
王
父
王
母
游
戯
聞
□

□
（
長
？
）
宜
子
孫
」　

 

「
新
た
に
明
竟
（
鏡
）
を
作
っ
た
」
と
述
べ
、「
幽
耕
三
剛
」
と
、
鋳
銅
製

錬
の
常
套
句
を
付
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
有
名
な
「
銅
は
徐
州
に
出
で
、
師
は
洛
陽
に
出
づ
」
の
両
句
が 

現
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
前
句
の
「
徐
州
」
に
つ
い
て
、
か
つ
て
富
岡
謙
蔵
氏
は
「
徐
州
（
府
）

の
故
場
（
伯
山
県
付
近
）」
と
見
な
し
た
。
洛
陽
の
東
域
に
当
た
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
、
王
仲
殊
・
樋
口
隆
康
氏
ら
は
批
判
を
加
え
、
徐
州

府
の
南
端
、
揚
子
江
の
北
岸
に
近
い
、
江
都
・
儀
徴
な
ど
の
銅
産
地
の
諸
県
を

こ
れ
に
擬
す
る
こ
と
、
学
界
の
大
勢
と
な
っ
た
か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
章
は
、
天
下
の
大
勢
を
示
す
「
一
般
論
」
で
は
な
い
。 

彼
ら
（
こ
の
徐
州
・
洛
陽
鏡
お
よ
び
前
述
の
海
東
鏡
の
作
鏡
者
）
に
関
す
る    

「
具
体
論
」
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
後
句
の
「
師
は
洛
陽
に
出
づ
」
も
”
す
べ
て

0

0

0

の
鋳
鏡
技
術
者
（
師
）

は
洛
陽
出
身
で
あ
る
“
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
み
ず
か
ら
に 
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つ
い
て
「
洛
陽
出
身
」
で
あ
る
こ
と
を
”
誇
っ
て
“
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
（
そ
れ
も
あ
く
ま
で
「
出
身
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
後
の
変
転　

—
—

た
と
え

ば
「
呉
地
」
時
代
な
ど—

—
—

に
関
し
て
は
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
）。

同
じ
く
、
前
句
に
関
し
て
も
、
天
下
の
銅
産
出
の
「
一
般
論
」
を
述
べ
て  

”
す
べ
て
の
銅
は
徐
州
産
で
あ
る
“
と
か
、”
中
国
最
大
の
銅
産
地
は
徐
州
で

あ
る
“
と
か
、
そ
の
よ
う
な
主
張
0

0

は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ

ば
、
そ
れ
は
現
代
の
学
者
に
よ
る
「
拡
大
解
釈
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
を
あ
え
て
銅
産
地
と
し
て
（
現
在
）

著
名
の
地
で
あ
る
、
徐
州
府
南
域
の
揚
子
江
沿
い
の
地
へ
と
”
移
す
“
必
要
は

ま
っ
た
く
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
の
よ
う
な
地
を
指
し
た
い
な
ら
ば
「
銅
は
徐
州
の
南
に

出
づ
」
と
か
、「
銅
は
徐
州
・
江
都
に
出
づ
」
と
か
記
す
れ
ば
い
い
。
す
で
に

全
六
〇
文
字
も
の
長
文
で
あ
る
か
ら
、
他
の
数
文
字
を
削
り
、
四
字
対
句
の
文

を
整
え
る
こ
と
、
何
ら
困
難
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
「
錦
は
京
都
産
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
、
そ
の

京
都
は
「
京
都
市
内
か
そ
の
周
辺
」
を
指
す
の
が
通
例
で
あ
り
、
舞
鶴
な
ど
を

指
し
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
地
域
な
ら
「（
こ
の
縮ち

り
め
ん緬

は
）
丹
後
産
で
あ
る
」

と
言
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
だ
。
た
だ
「
徐
州
」
と
言
え
ば
、
聞
く
人
は

（
あ
る
い
は
見
る
人
は
）「
徐
州
（
府
）
の
故
治
県
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
、

当
然
で
あ
る
。

要
は
、
こ
の
前
句
は
銅
産
地
の
「
一
般
論
」
で
は
な
く
、「
彼
ら
（
こ
の
銅

鏡
の
鋳
鏡
技
術
者
）
の
持
参
し
た
銅
」、
も
っ
と
切
り
つ
め
れ
ば
こ
の
「
徐
州
・

洛
陽
鏡
」
作
製
に
用
い
た
、
そ
の
銅
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
れ

も
、
じ
つ
は
こ
の
一
銅
鏡
に
用
い
ら
れ
た
「
銅
」
材
料
の
一
部

0

0

で
あ
る
か
も
し

れ
ぬ
）。

富
岡
謙
蔵
氏
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
徐
州
（
府
）
の
故
治
県
は
か
っ

て「
銅
山
県
」と
命
名
さ
れ
た
地
点
の
近
く
に
あ
っ
た(11)

。
と
す
れ
ば
、た
と
え
ば
、

こ
の
「
一
銅
鏡
」
分
の
銅
産
出
も
な
く
し
て
こ
の
よ
う
な
県
名
の
つ
け
ら
れ
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
わ
た
し
の
独

断
で
あ
ろ
う
か
。「
現
在
は
銅
の
産
出
が
な
い
」と
か「
徐
州（
府
）全
体
の
中
で
、

現
在
決
し
て
銅
の
多
産
出
地

0

0

0

0

に
は
当
た
っ
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
問
題
と
、
こ

の
文
章
の
示
す
特
定
の
意
味

0

0

0

0

0

と
を
”
混
在
“
さ
せ
て
立
論
し
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

お
そ
ら
く
従
来
説
の
よ
う
な
「
当
鏡
、中
国
内0

作
製
（
舶
載
）
説
」
の
場
合
、

必
然
的
に
「
当
、
徐
州
は
中
国
内
の
産
銅
の
多
出
の
著
名
地
域
で
あ
る
」
と
の

意
義
と
し
て
解
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

反
面
、わ
た
し
の
立
説（「
海
東
鏡
」問
題
）を
襲
用
し
た
王
仲
殊
氏
の
場
合
も
、

そ
の
立
説
が
「
局
限
さ
れ
た
、
唯0

呉
鏡
系
列
説
」
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
後
句

の
「
洛
陽
」
を
も
っ
て
「
虚
詞
」
と
称
し
て
こ
の
鮮
明
の
一
句
の
も
つ
明
白
な
「 

主
張
」
を
消
さ
ん
と
さ
れ
た
た
め
、
樋
口
氏
か
ら
の
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
る
こ

と
と
な
っ
た(12)

。

わ
た
し
の
場
合
、
彼
ら
（
徐
州
・
洛
陽
鏡
お
よ
び
海
東
鏡
の
鋳
鏡
者(13)

が
「 

洛
陽
出
身
」
を
誇
っ
て
い
る
こ
と
、こ
の
事
実
を
疑
っ
た
こ
と
は
一
回
も
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
洛
陽
→
楽
浪
→
帯
方
→
日
本
列
島
（
倭
国
領
域
）」
と

い
う
メ
イ
ン
・
ル
ー
ト
の
他
に
、「
呉
地
」
な
ど
か
ら
海
上
へ
脱
す
べ
き
、
種
々

の
直
接
ル
ー
ト
（
東
シ
ナ
海
の
南
北
域
）
も
ま
た
存
在
す
る
。
こ
れ
を
決
し
て

軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
注
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
進
も
う
。

「
彫
文
し
刻
鏤
し
」
と
言
い
、「
皆
、
文
章
を
作な

す
」
と
言
う
。
こ
れ
は
注
目

す
べ
き
二
句
だ
。
な
ぜ
な
ら
、”
こ
の
鏡
の
中
に
銘
文
し
図
様
し
て
銘
刻
し
た

と
こ
ろ
は
、
す
べ
て

0

0

0

文
章
と
し
て
表
現
し
た
“
と
い
う
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
の
一
致
0

0

あ
る
い
は
相
関
0

0

の
存
在
を
、
鋳
鏡
者
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自
身
が
こ
こ
に
明
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、い
わ
ば
「
裏
書
き
」

あ
る
い
は
「
証
言
」
と
も
い
う
べ
き
一
節
が
、
当
の
鏡
面
内
に
歴
然
と
銘
刻
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
的
確
な
「
証
書
」
は
存
在
し
な
い
、
と

す
ら
わ
た
し
た
ち
は
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
貴
重
だ
。

「
配
徳
の
君
子
」
の
「
君
子
」
と
は
有
位
者
・
名
望
者
・
豪
族
な
ど
に
対
す
る

敬
称
で
あ
る
が
、「
配
徳
」
の
「
配
」
は
”
つ
れ
あ
い
、
夫
妻
“
を
指
す
。「
配

偶
者
」
の
「
配
」
で
あ
る
。「
配
偶
」
の
意
を
敬0

し
て
「
配
徳0

」
と
称
し
た
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
”
豪
族
夫
妻
0

0

“
を
指
し
て
い
る
。

 

「
清
に
し
て
且か

つ

明
」
は
、
通
例
銅
鏡
に
対
す
る
形
容
の
辞
で
あ
る
け
れ
ど
、

こ
こ
で
は
文
脈
上
、
直
前
の
「
配
徳
の
君
子
」
に
対
す
る
”
称
揚
の
美
辞
“
を

も
兼
ね
て

0

0

0

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 

「
左
龍
・
右
虎
」
と
「
獅
子
・
辟
邪
」
は
、
常
套
の
用
語
で
あ
る
が
、
そ
の

間
に
「
転
世
・
有
名
」
の
四
字
を
は
さ
み
、
こ
れ
ら
の
四
匹
が
「
著
名
の
霊
獣
」

で
あ
る
こ
と
を
、
文
章
と
し
て
特
記
し
て
い
る
。

そ
の
あ
と
「
王
父
・
王
母
」
の
語
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
疑
い
な
く
「
東0

王

父
・
西0

王
母
」
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
直
前
の
「
集
會
并
」
の
三
字
で
あ
る
。「
并
」
は

　
「
な
ら
ぶ
（
よ
り
そ
ふ
）」「
あ
ふ
（
ひ
と
つ
に
な
る
・
な
る
・
あ
つ
ま
る
）」

　
　
「
あ
は
す
（
ひ
と
つ
に
す
る
・
混
合
す
る
・
あ
つ
め
る
）」　　
　
　
　
　

　
　
「
と
も
に
。
と
も
に
す
る
（
同
じ
く
。
同
じ
く
す
る
。）」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
橋
、
大
漢
和
辞
典

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
三
字
以
前
に
あ
げ
ら
れ
た
「
配
徳
の
君
子
」
と
「
四

匹
の
霊
獣
」
が
、「
東
王
父
・
西
王
母
」
と
共
に
、
い
わ
ば
”
一
堂
に
会
し
て

い
る
“
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
図
様
」
を
検
し
よ
う
。

確
か
に
、
こ
こ
に
も
「
二
名
」
ず
つ
（
ペ
ァ
ー
）
の
人
物
が
鈕
座
を
は
さ
ん

で
二
組
描
か
れ
て
い
る
。
合
計
、
四
名
で
あ
る
。

そ
し
て
両
グ
ル
ー
プ
の
間
に
、
左
右
二
匹
ず
つ
、
合
計
、
四
匹
の
霊
獣
が 

描
か
れ
て
い
る
。

 

「
人
間
の
数
」
も
、「
霊
獣
の
数
」
も
、
銘
文
の
告
げ
る
と
こ
ろ
と
、          

ピ
ッ
タ
リ
一
致
す
る
。
こ
れ
は
果
た
し
て
偶
然
だ
ろ
う
か
。

問
題
の
核
心
は
、
左
の
両
者
の
関
係
で
あ
る
。

　
（
α
）「
出
徐
州
師
出
洛
陽
彫
文
刻
鏤
」
を
足
下
に
し
た
二
名

　
（
β
）「
遁
子
辟
邪
集
會
并
王
父
王
母
」
を
足
下
に
し
た
二
名

右
の
（
α
）
と
（
β
）
は
、
若
干
”
彫
り
の
深
さ
“
に
濃
淡
あ
る
か
に
見
え

な
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
、
ま
ず
両
者
「
相
似
形
」
で
あ
る
と
考
え
て
大
過
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
と
、
一
方
の
（
α
）
が
「
配
徳
の
君
子
」（
豪
族
の
夫
妻
）
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
方
の
（
β
）「
東
王
父
・
西
王
母
」
と
”
ソ
ッ
ク
リ
“
の

相
似
形
で
銘
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。そ
の
意
図
は
、何
か
。お
そ
ら
く
、

”
あ
な
た
た
ち
（
ス
ポ
ン
サ
ー
の
豪
族
夫
妻
）
は
、
わ
れ
わ
れ
の
故
国
で

　

有
名
な
「
東
王
父
・
西
王
母
」
ソ
ッ
ク
リ
の
お
姿
に
見
え
ま
す
。

と
い
う
「
称
揚
」、
率
直
に
言
え
ば
「
阿あ

ゆ諛
の
手
法
」
の
表
現
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

明
治
以
降
、
写
真
師
は
「
新
郎
」
な
ど
の
男
性
の
写
真
に
対
し
て
は
（
写
真

師
の
「
墨
入
れ
」
に
よ
っ
て
）「
明
治
天
皇
」
の
写
真
に
”
似
せ
た
写
真
“
に

仕
上
げ
る

0

0

0

0

こ
と
が
”
技
倆
の
優
秀
さ
“
と
さ
れ
、
注
文
者
か
ら
の
好
評
を
博
し

た
、
と
い
う
。
時
代
は
変
わ
っ
て
も
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

そ
の
さ
い
、
肝
心
の
一
点
は
、
冒
頭
部
の
「
銅
は
徐
州
に
出
で
、
師
は
洛
陽

に
出
づ
。」
と
い
う
両
句
と
の
関
係
だ
。
要
は
、

　

”
わ
た
し
た
ち
、
中
国
の
名
だ
た
る
都
邑
の
地
か
ら
来
た
も
の
の
「
目
」

　
　

に
そ
う
見
え
る
の
で
す
か
ら
あ
な
た
方
が
、
わ
が
「
東
王
父
・
西
王
母
」

　
　

と 

”
ソ
ッ
ク
リ
“
な
の
は
、
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。“

と
い
う
、
い
わ
ば
「
阿
諛
の
裏
づ
け
」
に
当
た
る
も
の
、
そ
れ
が
著
名
な
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「
銅
は
徐
州
に
出
で
、
師
は
洛
陽
に
出
づ
。」
の
一
節
の
も
つ
位
置
、
す
な
わ
ち

六
〇
字
の
全
文
脈
中
で
こ
の
八
字
の
“
に
な
っ
て
い
る
役
割
“
だ
っ
た
の
で
あ

る
。従

来
の
銅
鏡
論
、
三
角
縁
神
獣
鏡
論
に
お
い
て
、
こ
の
一
節
は
何
回
と
な
く

引
用
さ
れ
、
く
り
か
え
し
論
及
さ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
遺
憾
な
が
ら
、

こ
の「
八
字
」の
み
の
”抜
出
し  “
論
及
に
す
ぎ
ず
、全
六
〇
字
と
い
う「 

全
体
」

の
中
の
、
八
字
と
い
う
「
部
分
」
の
も
つ
位
置
、
そ
の
当
文
脈
内
の
役
割
そ
の

も
の
を
看
過
し
て
き
た
の
で
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
当
鏡
中
に
四
箇
存
在
す
る
笠
松
形
の
図
様
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お

こ
う
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
に
最
初
に
注
目
し
、「
国
産
」
の
徴
証
と
さ
れ
た
の
は  

奥
野
正
男
氏
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
王
仲
殊
氏
は
（
奥
野
氏
の
名
を
あ
げ
ず

に
）
襲
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

奥
野
氏
の
場
合
、
こ
れ
を
も
っ
て
三
国
志
の
魏
志
倭
人
伝
に
出
現
す
る    

「
黄
幢
」
に
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
も
一
着
目
点
で
は
あ
る
け
れ
ど
、

わ
た
し
は
む
し
ろ
”
さ
し
ば
“
”
き
ぬ
が
さ
“
の
類
の
「
貴
人
の
身
分
表
示
」

の
シ
ン
ボ
ル
物
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
後
述
の
よ
う
に

「
仙
人
と
仙
界
入
り
す
る
人
々
（
王
喬
・
赤
松
子
）」
に
関
す
る
図
様
に
も
ま
た
、

こ
の
図
様
は
濃
密
に
、
く
り
か
え
し
出
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

思
う
に
、
当
鏡
（
徐
州
・
洛
陽
鏡
）
中
に
出
現
す
る
「（
東
）
王
父
・（
西
）

王
母
」
は
、
中
国
に
お
い
て
は
”
解
説
“
の
必
要
な
き
有
名
人
物
で
あ
っ
た
。                

「
左
龍
・
右
虎
」
や
「
遁
（
獅
）
子
・
辟
邪
」
に
関
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
日
本
列
島
内
に
お
い
て
は
「
文
章
」
中
に
お
い
て
「
転
世
有
名
」

と
し
て
こ
と
わ
っ
た
上
、「
図
様
」
中
に
お
い
て
も
ま
た
、こ
の
「
笠
松
形
文
様
」

と
い
う
”
貴
人
の
シ
ン
ボ
ル
“
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
”
平
凡

の
人
や
獣
“
に
非
ず
、「
有
名
」
の
人
（
東
王
父
・
西
王
母
）
や
獣
（
四
霊
獣
）

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
こ
の
銘
刻
者
の
言
う
「
彫
文
・
刻
鏤
、
皆
文
章
に

作
る
」
と
い
う
記
述
と
ピ
ッ
タ
リ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
先
の
「
海
東
鏡
」
の
場
合
に
も
、
例
の
「
一
匹
の
魚
」
の
上
に
一
箇
の
簡
略

な
笠
松
形
図
様
が
描
か
れ
て
い
る
。”
貴
人
の
シ
ン
ボ
ル
物  “
で
あ
る
こ
と
は
、

同
一
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
祖
源
的
描
写
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
こ
れ
を
明
確
に

「
図
様
化
」
し
、
四
箇
の
注
目
図
様
と
し
て
用
い
た
の
は
、
や
は
り
「
徐
州
・

洛
陽
鏡
」
の
鋳
鏡
者
の
、
い
わ
ば
”
創
意  “
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。）

な
お
、
当
銘
文
中
の
「
転
世
有
名
」
の
「
転
世
」
は
、「
此
の
世
に
再
び
生

ま
れ
る
。
生
ま
れ
か
は
り
」（
諸
橋
、
大
漢
和
辞
典
）
の
意
で
あ
る
。

　

我
想
う
、
太
真
娘
娘
。
原も

と

是
れ
神
仙
の
転
世
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
生
殿
、
看
襪
）

の
ご
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
”
こ
の
地
（
日
本
列
島
）
の
「
配
徳
の
君
子
」

（
地
方
豪
族
）
は
、
あ
の
「（
東
）
王
父
・（
西
）
王
母
」
の
「
生
ま
れ
か
わ
り
」

の
よ
う
に
見
え
る
“
と
し
て
、
工
夫
さ
れ
た
「
阿
諛
の
言
」
を
述
べ
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、「
図
様
」
に
お
い
て
も
、両
者
（「
配
徳
の
君
子
」

夫
妻
と
「（
東
）
王
父
・（
西
）
王
母
」）
を
も
っ
て
ソ
ッ
ク
リ

0

0

0

0

の
相
似
形
と
し
て
、

あ
え
て
銘
刻
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
さ
に
驚
く
べ
く
、
律
儀
な
「
銘
文
と
図
様
の
一
致
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三

次
に
、
国
分
神
社
三
蔵
鏡
の
一
で
あ
る
「
青
蓋
鏡
」（
写
真
12
）
に
つ
い
て

分
析
し
よ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
で
は
な
い
け
れ
ど
、
国

分
神
社
三
蔵
鏡
の
一
で
あ
り
、
前
述
の
「
海
東
鏡
」「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」
と
同

じ
古
墳（
茶
臼
山
古
墳
）か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、注
目
に
値
し
よ
う
。

 「
銘
文
」

「
青
蓋
作
竟
四
夷
服
多
賀
國
家
人
民
息
胡
虜
殄
導
天
下
復
風
雨
時
節
五
穀
熟

長
保
二
親
傳
告
后
世
楽
母
極
」



　　　　　　　　　　20

「
青
蓋
作
竟
（
鏡
）」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
以
下
は
、
こ
の
「
青
蓋
作
竟
」

と
い
う
冒
頭
句
を
も
つ
鏡
に
多
い
”
天
下
、
国
家
の
平
穏
を
賀
す
る
“
吉
祥
句

で
あ
る
。

「
四
夷
服
す
」
と
言
い
、「
多
賀
国
家
」「
人
民
息い

こ

う
」
と
し
、「
胡
虜
殄
鎧
（
滅
）」

と
称
す
る
。
そ
の
結
果
、「
天
下
復
」
し
、「
風
雨
時
節
」
と
自
然
も
順
調
と
な

り
、「
五
穀
熟
し
」「
長
保
二
（
両
）
親
」
と
い
う
状
況
は
「
天
力
を
得
た
」
た

め
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
后
（
後
）
世
に
傳
え
告
げ
」、「
楽
し
み
は
極
ま
り
母な

し
」

と
い
う
。

 

「
図
様
」
の
方
は
、
従
来
「
盤
龍
」（
わ
だ
か
ま
っ
た
竜
）
と
見
な
さ
れ
、「 

盤
龍
鏡
」の
名
称
で
呼
ば
れ
た
。
二
匹
の
竜（
雌
と
雄
）と
見
な
す
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
を
「
龍
と
虎
」
と
見
な
し
、「
龍
虎
鏡
」
と
呼
ぶ
論
者

も
あ
る(14)
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
「
龍
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
竜
は 

”
天
子
の
シ
ン
ボ
ル
“
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
「
天
子
」
そ
れ

自
身
か
「
天
子
を
囲
む
、
守
護
神
」
で
あ
ろ
う
。

右
の
「
銘
文
」
の
”
隠
れ
た
主
語
（
中
心
者
）“
が
、他
な
ら
ず
、こ
の
「
天
子
」

で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、確
実
で
あ
る
。「
天
の
意
志
」
を
正
し
く
承
け
た
「
天

子
」
の
下
で
こ
そ
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
「
天
下
・
国
家
・
人
民
」
の
順
調
な

姿
が
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
害
を
な
す
外
敵
（
胡
虜
）
は
殲せ

ん
め
つ滅

さ
れ
、
周
辺

の
夷
蛮
（
四
夷
）
も
服
従
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、表
面
的
に
は
、ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
と
見
え
る
、こ
れ
ら
「
銘

文
」
と
「
図
様
」
は
深
く
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
代
、
南
宋
で
栄
え
た
、
い
わ
ゆ
る
「
南
画
」
と
呼
ば
れ
る
文
人
画
に
お
い

て
、
背
景
を
な
す
山
水
画
と
、
そ
の
一
隅
に
書
か
れ
た
文
章
、
た
と
え
ば
、

　

桃
李
不
言
下
自
成
蹊

　
　
　
　
（
桃
李
も
の
い
は
ず
、
下
お
の
づ
か
ら
蹊
を
成
す
。）

と
は
、
一
見
ま
っ
た
く
”
無
関
係
“
か
と
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
深
い 

契
合
性
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
山
水
世
界
の
一
角
に
、
美
果
を
も
つ
桃
李

と
そ
こ
に
至
る
小
道
の
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
「
大 

自
然
の
気
」
に
も
似
た
「
透
徹
し
た
人
格
者
」、
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
Ｐ
・
Ｒ

し
な
く
と
も
、
人
々
が
集
い
来
た
る
よ
う
な
人
格
の
人
間
的
魅
力
の
す
ば
ら

し
さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
図
」
と
「
文
」
と
の
対
応
0

0

に
よ
っ
て    

か
も
し
出
す
全
体
的
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
南
画
世
界
の
魅
力

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
「
青
蓋
作
竟
」
の
も
つ
構
成
（「
銘
文
」
と
「
図
様
」）
も
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
後
代
の
「
南
画
」
的
技
法
の
、
い
わ
ば
先
縦
を
な
す
も
の
だ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

次
い
で
「
青
蓋
」
の
二
字
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
青
羊
作
竟
」
と
共
に
「
青
蓋
作
竟
」
が 

あ
る
。「
青
羊
」「
青
蓋
」
は
、
い
ず
れ
も
「
人
名
か
商
標
名
ら
し
い
」
と
さ
れ

て
い
る(15)
。

　

青
は
、
姓
。
何
氏
姓
苑
に
出
づ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
韻　
　

と
あ
る
か
ら
、「
青
」
が
姓
、「
羊
」「
蓋
」
が
名
、と
い
う
可
能
性
は
あ
り
え
よ
う
。

け
れ
ど
も
反
面
、「
青
蓋
」
に
は
次
の
用
法
が
あ
る
。

「
漢
制
、
王
の
車
に
用
ひ
る
青
色
の
お
ほ
ひ
。」

「（
青
蓋
車
）
青
色
の
お
ほ
ひ
の
あ
る
車
。
古
、
皇
太
子
、
皇
子
ま
た
は 

王
の
乗
用
と
し
た
も
の
。」

ま
た
三
国
志
の
呉
志
三
嗣
主
伝
に
引
用
さ
れ
た
、
干
宝
晋
紀
に
、

　

青
蓋
、
当
に
洛
陽
に
入
る
べ
し
。

の
一
句
が
あ
り
、
孫
皓
（
呉
朝
の
最
後
の
天
子
）
の
乗
車
が
「
青
蓋
」
と 

表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
右
の
「
青
蓋
」
が
「
尚
方
」
に
準
ず
る
“ 

官
公
房
“
を
指
す
可
能
性
も
絶
無
で
は
な
い
。



　　21　 三角縁神獣鏡の史料批判

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
青
蓋
作
寛
」
は
、
東
漢
（
後
漢
）
鏡
と
し
て
中
国

本
土
の
古
墳
（
准
河
上
流
・
山
東
・
湖
南
・
河
南
な
ど
）
か
ら
出
土
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
分
神
社
の
茶
臼
山
古
墳
出
土
の
当
鏡
が
、「  

中
国
鏡
」
で
あ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
同
一
古
墳
出
土
の
「
海
東
鏡
」「
徐
州
洛
陽
鏡
」
の
鋳
鏡
者
の 

”
身
元
“
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四

「
銘
文
」
と
「
図
様
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
権
現
山
51
号
墳(16)
の
2
号
鏡
（
張
氏

作
三
神
五
獣
鏡
、
写
真
15
）
を
分
析
し
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」

で
あ
る
。

「
銘
文
」

「
張
氏
作
鏡
眞
大
巧　

仙
人
王
喬
赤
松
子　
遁
子
辟
邪
世
少
有　
　
　
　

渇
飲
玉
泉
飢
食
棗　

生
如
金
石
天
相
保
兮
」

右
で
は
三
人
の
「
人
間
」（
神
仙
を
含
む
）
と
二
種
の
「
霊
獣
」
が
記
せ
ら

れ
て
い
る
。
仙
人
・
王
喬
・
赤
松
子
が
「
人
間
」
型
で
描
か
れ
、
遁
（=
獅
）
子
・

辟
邪
の
二
種
が
「
獣
」
型
で
あ
る
。

右
に
対
し
、「
図
様
」
を
見
る
と
、「
赤
松
遁
子
」
の
文
字
を
脚
下
に
し
て     

「
仙
人
」
が
一
人
、
座
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
食
棗
生
如
金
石
天
」
を 

脚
下
に
し
た
二
名
が
「
王
喬
」
と
「
赤
松
子
」
と
見
ら
れ
る
。

一
方
、「
獣
」
型
は
五
匹
描
か
れ
て
い
る
。「
巨
」
を
口
に
含
ん
だ
「
辟
邪
」

と
見
ら
れ
る
霊
獣
が
三
匹
（

（イ）
「
人
王
喬
」、

（ロ）
「
邪
世
少
」、

（ハ）
「
渇
玉
泉
」

を
脚
下
に
す
る
）、「
遁
（
＝
獅
）
子
」
と
見
ら
れ
る
霊
獣
が
二
匹
（

（ニ）
「
区
画
印
・

張
」、

（ホ）
「
作
鏡
竟
」
を
脚
下
に
す
る
）
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
上
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
従
者
（
小
人
に
描
か
れ
て
い
る
）
が
「
笠
松

型
文
様
」
の
も
の
（「
さ
し
ば
」
の
類
か
。
貴
人
を
示
す
）
を
”
さ
し
出  “
し
、 

”た
て
か
け “
て
い
る
図
様
が
二
個
存
在
す
る
。
一

( ヘ )
は
、「
子
辟
」を
脚
下
に
し
、

他
( ト )
は
、「
相
保
」
を
脚
下
に
す
る
。
し
か
も
、( ヘ )
は
先
の
「
仙
人
」
に
向
け
て
、

さ
し
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、

( ト )
は
、
す
ぐ
そ
ば
の
「
王
喬
」
た
ち
に
対
し
て

0

0

0

で
は
な
く
、
同
じ
く
「
仙
人
」
の
方
向
へ
向
け
て
「
笠
松
型
文
様
」
を
さ
し
出

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
( ヘ )
と

( ト )
の
間
」
は
、「
仙
人
」
を
中
心
に
し
た
「
仙
界
」

と
見
ら
れ
る
。「
王
喬
」
と
「
赤
松
子
」
は
、
仙
界
近
く
に
来
な
が
ら
、
い
ま

だ「
仙
界
に
入
ら
ざ
る
」姿
、そ
の
直
前
の
時
期
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

王
喬
は
、
も
と
周
の
霊
王
の
王
子
で
あ
っ
た
が
、
晩
年
仙
界
に
入
っ
た
、
と

さ
れ
る
（『
逸
周
書
、太
子
晋
解
』
な
ど
）。
赤
松
子
は
神
農
の
時
の
雨
師
で
あ
っ

た
が
、
後
に
仙
界
に
入
っ
た
と
伝
え
る
（『
史
記
、
留
侯
世
家
』
な
ど
）。
こ
れ

ら
の
伝
説
を
背
景
に
、
こ
の
図
様
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
「
辟
邪
」

( イ )
は
、み
ず
か
ら
左
手
に
「
笠
松
型
文
様
」（
”
さ
し
ば  “
か
）

を
持
っ
て
、「
仙
人
」
に
侍
従
す
る
か
に
見
え
る
。
ま
た
こ
の

( イ )
と
「
仙
人
」

と
の
間
の
上
部
に
は
、
も
う
一
人
の
従
者
（
小
人
）
が
い
て
、「
羽
子
」（　

”

あ
ふ
ぎ
“
か
）
状
の
も
の
を
「
仙
人
」
に
向
か
っ
て
捧
持
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
図
様
」は
き
わ
め
て
”物
語
的 “
で
あ
り
、か
つ
”精
細  “
で

あ
る
が
、
や
は
り
「
銘
文
」
の
示
す
と
こ
ろ
、
そ
の
骨
格
と
、
よ
く
対
応
0

0

し
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
「
図
様
」
中
の
「
仙
人
」
は
”
神
仙
“
で
あ
る
け
れ
ど
、「
王
喬
・

赤
松
子
」
の
二
人
は
、”
い
ま
だ
仙
境
に
入
ら
ざ
る
前
“
の
「
人
間
」
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
あ
ら
か
じ
め
「
神
獣
鏡
」
と
称
し
て
い
た
場
合
に
は
、
単

に
「
神
人
と
神
獣
」
に
局
限
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
右
の
問
題
は
、
研
究
者
の

認
識
に
入
ら
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
図
様
の
も
つ
物
語
性
」
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る(17)
。
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五

次
は
、
有
名
な
「
景
初
三
年
鏡
」（
島
根
県
神
原
神
社
古
墳
出
土
、
写
真
2
）

に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。

そ
の
「
銘
文
」
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

「
景
□
（「
初
」
か
）
三
年
陳
是
作
鏡
自
有
□
（「
経
」
か
）
述
本
是
京
遁

（
＝
「
師
」）
杜
□
（「
地
」
か
）
□
（「
命
」
か
）
出
吏
人
繕
之
位
至
三
公

母
人　

繕
之
保
子
冝
（
＝
「
宜
」）
孫
壽
如
金
石
兮
」　　
　

右
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
意
義
を
分
析
し
よ
う
。

①
「
景
□
三
年
」
に
つ
い
て
。

右
の
第
二
字
は
不
鮮
明
で
あ
る
け
れ
ど
、
今
一
応
「
通
解
」
に
し
た
が
っ
て

「
初
」
と
し
て
み
よ
う
（
た
だ
し
「
字
形
」
上
、
三
世
紀
（
魏
朝
）
の
用
法
0

0

で

あ
る
と
い
う
”
保
証
“
は
な
い
）。

②
「
陳
是
作
鏡
」
に
つ
い
て
。
す
で
に
梅
原
末
治
氏
ら
が
説
か
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
「
是
」
は
「
氏
」
と
同
意
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
王
仲
殊

氏
の
よ
う
に
「
陳
是
」
を
「
陳
（
姓
）・
是
（
名
）」
と
見
な
す
の
も
、
ひ
と
つ

の
的
確
な
理
解
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ぬ(18)
。

③
「
自
有
（
経
）
述
」
に
つ
い
て
。

従
来
の
通
説
で
は
、
冒
頭
の
「
景
（
初
）
三
年
」
の
四
字
を
以
て
「
三
角
縁

神
獣
鏡
、
魏
鏡
」
説
の
”
ゆ
る
が
ぬ
証
拠
“
の
よ
う
に
解
し
て
き
た
。
そ
の
よ

う
に
論
じ
た
専
家
（
考
古
学
者
）
も
少
な
く
な
い
。

け
れ
ど
も
、わ
た
し
に
は
、逆
に
見
え
る
。
冒
頭
の
年
号
に
つ
づ
き
、こ
の
「 

自
有
（
経
）
述
」
の
四
字
を
見
る
と
き
、
こ
れ
は
「
魏
朝
か
ら
の
賜
遣
鏡
」
と

し
て
、
ま
っ
た
く
「
非
」
な
る
文
面
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
、「
景
初
三
年
、
陳
是
作
鏡
」
の
直
後
に
、「
魏
帝
が

倭
王
に
銅
鏡
を
賜
ふ
」
旨
の
言
辞
が
不
可
欠
で
あ
る
。「
年
号
」
と
は
、
何
よ

り
も
「
天
子
（
魏
帝
）
を
基
準
点
と
す
る
暦
」
だ
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
た
と
え

ば
「
龍
風
東
至
」
と
い
っ
た
四
字
を
刻
す
れ
ば
、
も
っ
て
足
り
る
。
当
鏡
が 

い
か
な
る
命
を
帯
び
て
作
ら
れ
た
か
、
疑
い
よ
う
も
な
く
明
示
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

そ
れ
な
し
0

0

に
、
い
き
な
り
「
自
有
（
経
）
述
」
と
い
っ
た
、
鋳
鏡
者
自
身
0

0

の
、

い
わ
ば
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
「
履
歴
」
を
語
る
、と
い
う
の
で
は
、ま
っ
た
く
「
賜

遣
鏡
」
の
証
拠
ど
こ
ろ
か
、「
非0

賜
遣
鏡
」
の
証
拠
に
他
な
ら
な
い
。
わ
た
し

の
理
性
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

④
「
本
是
京
遁
（
＝
師
）」
に
つ
い
て
。

す
で
に
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
本
是
」と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
鋳
鏡
者
は
”
現
在
は
洛
陽
に
い
な
い
“
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
が

「
魏
の
年
号
」
で
あ
る
か
ら
、こ
の
「
京
遁
」
は
洛
陽
で
あ
る
。
他
の
都
市
（
呉

地
な
ど
）
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

⑤
「
杜
（
地
か
）（
命
か
）
出
」
に
つ
い
て
。

最
後
の
「
出
」
の
一
字
は
、
前
句
の
「
本
是
京
遁
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た

動
詞
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
”
転
出
地
“
が
「
洛
陽
以
外
0

0

」
で
あ
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
”
転
出
地
“
が
「
呉
地
」
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

な
ぜ
な
ら
、当
鏡
を
は
じ
め
と
す
る
、い
わ
ゆ
る「
三
角
縁
神
獣
鏡
」が「 

呉
鏡
」

の
様
式
を
深
く
継
承
し
て
い
る
こ
と
、
早
く
は
高
坂
好
氏
の
提
唱
が
あ
り
、
森

浩
一
・
松
本
清
張
・
古
田
・
奥
野
正
男
氏
ら
を
経
て
、
近
来
の
王
仲
殊
氏
に
至

る
ま
で
、
ほ
ぼ
「
確
認
」
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
句
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
鋳
鏡

者
は
、「
現
在
、
呉
地
に
い
る
。」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
一
点
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、そ
の
さ
い
は
「
呉
の
年
号
」
を
用
い
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
共
に
、

「
か
つ
て
洛
陽
に
い
た
」
こ
と
を
”
誇
示
“
す
べ
き
必
要
性
が
な
い
か
ら
で
あ

る(19)
。

「
こ
の
鋳
鏡
者
は
、現
在
0

0

（
鋳
鏡
時
点
）
で
は
、洛
陽
に
も
、呉
地
に
も
い
な
い
。」

こ
れ
が
、
こ
の
文
面
の
率
直
に
”
指
示
“
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
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⑥
「
吏
人
繕
之
」
に
つ
い
て
。

 
「
吏
人
」
は
”
身
分
あ
る
人
“
”
公
務
を
も
つ
人
“
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、

た
と
え
「
一
村
の
里
長
」
で
あ
れ
、「
一
地
方
の
支
配
者
」
で
あ
れ
、
公
的
な

格
式
な
い
し
官
職
を
も
つ
人
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
繕
」
の
一
字
は
、
辞
書
類
（
諸
橋
の
大
漢
和
辞
典
な
ど
）
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
当
文
面
の「
文
脈
」か
ら
推
定
す
れ
ば
、こ
れ
は「（
生

ま
れ
た
子
供
の
）
名
を
つ
け
る
」
つ
ま
り
「
命
名
」
を
意
味
す
る
「
文
字
」
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か(20)
。

す
な
わ
ち
、”
子
供
が
生
ま
れ
た
さ
い
、
身
分
あ
る
人
に
、
そ
の
子
の
名
前

を
つ
け
て
も
ら
う
“
と
い
う
意
味
の
文
面
で
あ
ろ
う
。
鏡
面
に
多
い
「
銘
」
の

文
字
と
”
似
て
非
な
る
“
意
味
を
示
す
。「
銘
」
は
”
金
属
（
銅
）
面
に
文
字

を
刻
入
す
る
“
意
義
で
あ
る
が
、「
繕
」
は
そ
れ
（
子
供
の
名
前
）
を
「
言
葉
」

で
き
め
る

0

0

0

行
為
を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑦
「
位
至
三
公
」
に
つ
い
て
。

 「
三
公
」
は
、
中
国
で
天
子
の
下
の
最
高
位
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

　

㋑
周
代—

—

太
師
・
太
傳
・
太
保

　

㋺
前
漢
代—

—

丞
相
・
大
司
馬
・
御
史
大
夫

　

㋩
『
漢
書
』—

—

大
司
徒
・
大
司
馬
・
御
史
大
夫

　

㋥
後
漢
代
以
来—

—

太
尉
・
司
徒
・
司
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
橋
、
大
漢
和
辞
典

右
の
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
要
は
「
中
国
（
こ

こ
は
魏
）
の
天
子
の
下
の
、
臣
下
と
し
て
の
最
高
位
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
こ
の
時
点
で
は
「
魏
の
政
治
秩
序
の
中
の
一
環
」
に
属
す
る
表
記
で

あ
る
こ
と
、こ
の
一
点
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
も
し
生
ま
れ
た
子
供
の
名
前
を「
吏

人
」
に
命
名
し
て
も
ら
っ
た
ら
、「
位
、
三
公
に
至
る
」
こ
と
が
期
待
で
き
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

⑧
「
母
人
繕
之
」
に
つ
い
て
。

 「
母
人
」
は
、母
親
で
あ
る(21)
。”
母
親
が
生
ま
れ
た
子
供
に
名
前
を
つ
け
る
“ 

と
い
う
。
通
常
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
女
が
家
に
あ
り
、
他
か
ら
男
が
来
る
、
と

い
う
の
が
、
七
～
八
世
紀
の
万
葉
時
代
で
も
、
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
、
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、母
親
の
方
が
「
命
名
す
る
」
の
が
、一
般
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
れ
ば
、
先
項
の
「
吏
人
繕
之
」
の
方
が
”
特
殊
の
ケ
ー
ス
“
で

あ
る
け
れ
ど
、そ
の
ケ
ー
ス
（
身
分
あ
る
人
に
よ
る
命
名
）
の
方
に
”
敬
意
“
を

表
し
、
先
に
記
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
母
人
」
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
発
見
が
あ
っ
た
。
森
博
達
氏
に
よ
る

発
見
で
あ
る
。

(1)
「
母
人
」
の
用
語
は
、
通
例
の
辞
書
（
康こ

う
き煕

字
典
、
諸
橋
の
大
漢
和
辞
典

な
ど
）
に
は
出
現
し
な
い
。

(2)
と
こ
ろ
が
、
大
蔵
経
典
に
は
頻
出
す
る
。

  「
世
間
母
人
0

0

有
諸
悪
露
。
我
成
正
覚
時
。
我
仏
刹
中
母
人

0

0

有
諸
悪
露
者
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
漢
・
東
婁
迦
讖
訳
『
阿
閦
仏
国
経
」、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
蔵
経
、
巻
一
、
巻
上
七
五
二
頁
上
段
）

  「
有
一
母
人
0

0

妊
身
敷
月
。
見
仏
及
僧
有
所
至
奏
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
晋
・
竺
法
護
訳
『
仏
説
過
去
世
仏
分
衛
経
』、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
蔵
経
、
巻
三
、四
五
二
頁
上
段
）

支
婁
迦
讖
は
霊
帝
光
和
中
平
の
間
（
一
七
八
～
一
九
〇
年
）
の
訳
経
、
竺
法

護
は
「
二
六
六
～
三
〇
八
年
」
の
訳
経
、
と
い
う
か
ら
、
問
題
の
「
景
初
三
年
」

以
前
と
以
後
に
わ
た
っ
て
い
る
。
氏
は
他
に
も
、
西
晋
の
安
法
欽
訳
『
仏
説
道

神
足
無
極
変
化
経
』（
大
正
蔵
経
、
巻
一
七
）（
二
八
一
～
三
〇
六
年
）、
後
秦

（
四
〇
四
年
）鳩
摩
羅
什
訳『
小
品
般
若
波
羅
蜜
経
』（
大
正
蔵
経
、巻
八
）、北
魏
・

瞿
曇
般
若
流
支
訳
『
正
法
念
処
経
』（
大
正
蔵
経
、
巻
一
七
）
な
ど
に
も
、
多

く
の
「
母
人
」
例
を
検
出
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
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  「
不
因
母
人
0

0

胞
胎
生
。
無
有
女
人
0

0

因
福
自
然
而
生
。」

　
　
（
安
法
欽
訳
、
前
掲
経
、
巻
三
・
八
一
一
頁
下
段
）　　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
よ
う
に
、「
母
人
」
と
「
女
人
」
と
相
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
も

あ
る
。

こ
の
「
母
人
」
の
用
語
が
、
通
例
の
辞
書
に
出
現
せ
ず
、
右
の
よ
う
に
大
蔵

経
に
頻
出
す
る
の
は
、
こ
れ
が
「
白
話
」（
口
語
体
）
に
属
す
る
た
め
、
知
識

人
用
の
「
辞
書
」
類
に
出
現
せ
ず
、”
大
衆
教
化  “
の
た
め
に
「
白
話
」
を 

用

い
た
「
大
蔵
経
」
に
頻
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
た
（
伊
丹
読
売
文
化
セ

ン
タ
ー
講
演
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
月
十
日
）。
正
解
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
「
母
人
」
問
題
の
示
す
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
考
え
で
は 

次
の
よ
う
だ
。

第
一
、
当
鏡
の
鋳
鏡
者
（「
鏡
師
」）
は
、
日
本
列
島
人
で
は
な
い
（
中
国
の

「
白
話
」
を
使
う
、
渡
来
の
中
国
の
技
術
者
〈
庶
民
出
身
〉）。

第
二
、
当
鏡
は
、
魏
朝
か
ら
の
下
賜
鏡
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
（
庶
民
の
「 

白
話
」
使
用
。
こ
の
点
、
後
述
の
「
音
韻
」
問
題
を
参
照
）。

⑨
「
保
子
冝
（「
宜
」
か
）
孫
」
に
つ
い
て
。
子
孫
の
繁
栄
を
祈
る
「
常
套
句
」

で
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
「
常
套
句
」
自
体
が
、
こ
れ
ら
銅
鏡
（
い
わ
ゆ
る
「
三

角
縁
神
獣
鏡
」
を
含
む
）
が
、
単
に
「
神
仙
思
想
の
表
明
」
の
み
で
は
な
く
、

そ
れ
以
上
に
よ
り
”俗
っ
ぽ
い “
世
俗
願
望
の
表
現
を
常
に
示
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
ま
ぎ
れ
も
な
き
証
跡
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
者
（
神
仙
思
想
）
も
、
要
す

る
に
後
者
（
世
俗
願
望
）
の
道
具
0

0

で
あ
り
、
そ
の
「
一
部
」
に
す
ぎ
な
い
。

こ
と
に
当
鏡
の
場
合
、「
子
供
の
出
生
0

0

」
に
関
連
し
て
、
こ
の
「
常
套
句
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
当
鏡
作
製
」

そ
の
も
の
が
、こ
の
よ
う
な
「
子
供
の
出
生
0

0

」
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
生
じ
よ
う(22) 

。

⑩
「
壽
如
金
石
」
に
つ
い
て
。

こ
れ
も
ま
た
、「
常
套
句
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
当
銘
の
示
す
と
こ
ろ
、
こ

の
句
も
ま
た
、
当
文
脈
中
に
お
い
て
は
「
子
供
の
出
生
0

0

」
に
関
す
る
流
れ
の

中
、
そ
の
末
尾
に
お
か
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
当
時
（
古
代
）
に
お
い
て
、  

”
出
生
児
は
成
人
前
に
夭よ

う
せ
つ折

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
“
と
い
う
社
会
状
況
を
背

景
に
し
て
、（
少
な
く
と
も
当
鏡
で
は
）
こ
の
「
常
套
句
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。—

—

そ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
大
過
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
こ
の
点
、
近
来
盛
ん
な
河
上
邦
彦
氏
ら
の
「
三
角
縁
神
獣
鏡
、
葬
具
」
説
に

と
っ
て
、
や
や
不
利
な
点
は
、
当
銘
文
中
に
明
確
な
「
葬
送
」
な
い
し
「
弔
」

意
を
示
す
文
辞
が
ほ
と
ん
ど
出
現
し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
見
れ

ば
、
少
な
く
と
も
「
作
鏡
時
点
」
で
は
「
葬
送
目
的
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

可
能
性
が
高
い
）。

各
句
の
分
析
を
終
え
た
今
、
改
め
て
「
音
韻
」
問
題
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

先
に
あ
げ
た
森
博
達
氏
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

 

「
魏
鏡
論
者
の
最
後
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
『
景
初
三
年
』
鏡
（
島
根
県
神
原

　

神
社
古
墳
等
）
の
場
合
は
、
さ
ら
に
悲
惨
で
す(23)
。

　

景
初
三
年
、
陳
是
作
鏡
、
自
有
経
述0

、
本
是
京
師
、
杜
地
命
出0

、

　

吏
人
繕
之
、　

位
至
三
公
、
母
人
繕
之
、
保
子
宜
孫
、
寿
如
金
石
兮
。

第
三
句
の
「
述
」
と
第
五
句
の
「
出
」
が
隔
句
韻
を
踏
む
だ
け
で
す
。
他
は

　

ま
っ
た
く
押
韻
し
て
お
ら
ず
、
は
な
か
ら
韻
文
を
作
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た

　

の
で
す
。」

さ
ら
に
、
魏
代
が
詩
文
隆
盛
、
韻
文
の
知
識
の
深
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
有
名
な
魏
の
明
帝
の
詔
書
（
三
国
志
、
魏
志
倭
人
伝
）
を
引
用

し
た
上
で
、

「
こ
の
荘
重
な
詔
書
と
と
も
に
、『
景
初
三
年
』
鏡
な
ど
の
拙
劣
な
銘
文
を

も
つ
三
角
縁
神
獣
鏡
を
特
別
に
鋳
造
し
て
賜
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
と
す

れ
ば
、
親
魏
倭
王
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
自
身
の
権
威
を
も
著
し
く
傷
つ
け
る
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行
為
と
い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
週
刊
朝
日
』
一
九
九
八
年
一
二
月
四
日
号

と
述
べ
て
い
る
。
正
論
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

 

（
A
）
中
国
（
洛
陽
出
身
。
呉
地
の
工
房
在
任
）
か
ら
、
当
鏡
の
鋳
鏡
者
は

渡
来
し
て
日
本
列
島
に
来
た
り
、
こ
の
鏡
を
作
っ
た
。

 （
B
）
そ
の
さ
い
、「
韻
家
」（「
押
韻
」
技
能
を
も
つ
知
識
人
。
古
田
の
造
語
）

を
伴
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
代
の
鮮
や
か
な
「
韻
文
」
を
刻
銘

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

 

（
C
）
代
っ
て
当
時
（「
景
初
」
頃
）
の
、
中
国
の
「
白
話
」
に
よ
っ
て
刻

銘
し
た
（
そ
の
た
め
「
韻
文
」
と
し
て
は
、き
わ
め
て
“
不
良
“
な
も
の
と
な
っ

た
）。以

上
で
あ
る
。
従
来
の
「
銅
鏡
研
究
史
」
に
欠
如
し
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は

一
個
の
銅
鏡
に
お
け
る
「
韻
家
0

0

と
鏡
師
0

0

の
区
別
」
と
い
う
、
新
た
な
認
識
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

六

わ
た
し
が
「
森
発
言
」
に
接
し
て
、
直
ち
に
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
〇
日
）

右
の
よ
う
な
認
識
（
と
発
言
）
に
至
っ
た
の
は
、
す
で
に
左
の
よ
う
な
概
念
に

達
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
鏡
師
と
鋳
工
の
区
別
」
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、「
鈕
孔
」
の
研
究
は
、
銅
鏡
研
究
に
お
け
る
最
先
端
分
野

と
な
っ
て
い
る
。
福
永
伸
哉
氏
（
阪
大
、
考
古
学
）
の
一
連
の
研
究
が
そ
の 

先
導
と
な
っ
た
。
そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
だ
。

第
一
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
の
鈕
孔
は
、
本
来
「
長
方
形
」
型
（
厳
密
に
は
「 

長
方
形
」を
意
図
0

0

し
た
ス
タ
イ
ル
）で
あ
り
、一
般
の
中
国
鏡（「
呉
鏡
」も
含
む
）

の
よ
う
な
「
円
形
」
も
し
く
は
「
ド
ー
ム
形
」
で
は
な
い
。

第
二
、
こ
の
「
長
方
形
」
型
の
祖
型
を
な
す
銅
鏡
は
、
北
部
中
国
の
渤
海
沿

岸
に
分
布
す
る
（「
外
周
突
線
」
間
題
と
関
連
。
福
永
論
文
参
照
）。

第
三
、
し
た
が
っ
て
王
仲
殊
氏
の
「
三
角
縁
神
獣
鏡
、
呉
鏡
淵
源
説
」
は
、

妥
当
し
え
な
い
。

第
四
、
魏
朝
の
「
特
注
工
場
」
が
渤
海
沿
岸
に
あ
り
、
倭
人
の
注
文
（
特
注
）

に
対
し
て
は
、
特
に
そ
の
工
房
で
作
ら
し
め
、
倭
人
の
要
望
に
応
じ
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。

第
五
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
は
本
来
の
「
舶
載
」
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
「 

長
方
形
」
型
で
あ
っ
た
が
、の
ち
日
本
列
島
内
で
の
「
仿
製
」
期
に
な
っ
て
も
、

そ
の
鈕
孔
様
式
は
さ
ま
ざ
ま
の
”
経
緯
“
や
”
変
形
“
を
と
も
な
い
つ
つ
も
、

継
承
さ
れ
て
い
る(24)
。

以
上
だ
。
こ
の
論
旨
に
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
。

「『
三
角
縁
神
獣
鏡
』
の
典
型
な
い
し
代
表
と
さ
れ
、
重
要
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
、
国
分
神
社
の
『
海
東
鏡
』『
徐
州
・
洛
陽
鏡
』
や
島
根
県
神
原

神
社
古
墳
出
土
の
『
景
初
三
年
鏡
』
こ
そ
、『
長
方
形
』
型
の
鈕
孔
の
代
表
で

あ
ろ
う
。」

と
。そ
こ
で
こ
れ
ら
の
銅
鏡
に
対
し
、実
際
の
研
究
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

七

調
査
結
果
（
国
分
神
社
三
蔵
鏡
の
場
合
、
二
三
年
目
の
再
調
査
）
は
、       

ま
っ
た
く
わ
た
し
自
身
の
予
想
に
反
し
た
。
意
外
に
も
、
む
し
ろ
”
逆  

“
の

姿
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
そ
う
。

第
一
、「
海
東
鏡
」
の
場
合
。

写
真
4
に
示
す
よ
う
に
、
一
方
（
鈕
孔
(A)
の
拡
大
図
）
か
ら
見
る
と
、「
逆
、

梯
形
」
の
型
式
で
あ
り
、
他
方
（
鈕
孔
(B)
の
拡
大
図
）
か
ら
見
る
と
、「
正
方
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形
」
に
近
い
が
、全
体
が
向
か
っ
て
右
側
へ
と
や
や
傾
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「 
円
形
」
と
か
「
ド
ー
ム
形
」
と
か
「
長
方
形
」
と
か
、
い
ず
れ
に
も
属
せ
ざ

る
「
不
定
形
」
こ
そ
、
そ
の
実
体
な
の
で
あ
っ
た
（
福
永
氏
は
”
上
部
が
直
線

を
な
す
“
と
表
現
）。

第
二
、「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」
の
場
合
。

写
真
5
に
示
す
よ
う
に
、一
方
（
鈕
孔
(C)
拡
大
図
）
か
ら
見
れ
ば
、「
逆
、梯
形
」

に
近
い
け
れ
ど
、
第
一
の
(A)
の
型
式
と
は
、
ま
た
異
質
で
あ
る
。
他
方
（
鈕
孔

(D)
拡
大
図
）
か
ら
見
れ
ば
、「
半
月
形
」
に
近
い
け
れ
ど
、
き
わ
め
て 

”
不
体

裁
な
削さ

け
口  

“
を
な
す
。
こ
れ
も
ま
た
、「
円
形
」「
ド
ー
ム
形
」「
長
方
形
」

と
い
っ
た
”
呼
称 

“
を
も
っ
て
分
類
す
る
こ
と
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
（
福
永
氏
も
「
長
方
型
く
ず
れ
」
指
摘
）。

第
三
、「
景
初
三
年
鏡
」（
神
原
神
社
古
墳
出
土
）
の
場
合
。

写
真
6
に
示
す
よ
う
に
、一
方
（
鈕
孔
E
の
外
観
）
か
ら
見
れ
ば
、「
長
方
形
」

の
鈕
孔
が
”
左
肩
上
り
、
右
肩
下
り
“
の
型
式
で
「
開
口
」
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、他
方
（
鈕
孔
F
の
外
観
）
か
ら
見
れ
ば
、「
逆
、底
辺
（
上
部
）
の
長
い
、

逆
、
三
角
形
」
の
型
式
を
な
す
。
と
て
も
、
両
側
の
「
開
口
」
部
を
一
貫
し
て

「
何
々
形
」
と
称
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
も
、「
円
形
」「
ド
ー
ム
形
」「
長

方
形
」
の
い
ず
れ
に
も
属
せ
ざ
る
「
不
定
型
」
と
見
な
す
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

第
四
、「
鴨
都
波
１
号
墳
、
棺
内
鏡
」（
御
所
市
）
の
場
合
。

先
日
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
九
・
一
〇
日
公
開
）
展
示
さ
れ
た
、
同
古
墳
出
土

鏡
は
「
四
世
紀
中
葉
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
棺
内
鏡
（
一
面
）
は
、一
方
（ 

鈕
孔
甲
）
か
ら
見
て
も
、他
方
（
鈕
孔
乙
）
か
ら
見
て
も
、（「
ス
ッ
キ
リ
」
と
は
、

と
て
も
言
え
な
い
が
）
先
掲
の
「
海
東
鏡
」「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」
や
「
景
初
三

年
鏡
」
に
比
す
れ
ば
、は
る
か
に
、い
わ
ゆ
る
「
長
方
形
の
鈕
孔
」
な
る
も
の
に
”  

近
い
“
の
で
あ
る
（
こ
の
点
、
棺
外
鏡
〈
三
面
〉
の
中
に
は
、
さ
ら
に
”
ス
ッ

キ
リ 

”し
た「
長
方
形
」に
”近
い “
も
の
が
あ
る
）。
し
か
し
、こ
れ
ら
は「
銘
文
」

（
棺
内
鏡
の
み
）「
図
様
」
と
も
、「
早
期
の
三
角
縁
神
獣
鏡
」
に
属
さ
な
い
こ
と
、

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
銘
文
」
冒
頭
の
「
吾
有
好
同
」
の

表
記
は
、他
に
類
例
な
き
「
異
形
文
」
で
あ
る
。「
鋳
上
り
」
も
良
好
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
鈕
孔
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
典
型
を
な
す
諸
鏡
（「
海
東
鏡
」「 

徐
州
・
洛
陽
鏡
」「
景
初
三
年
鏡
」）
よ
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
「
長
方
形
」

に
”
近
い
“
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
典
型
を
な
す
銅
鏡
（
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」）
が
鈕
口

に
関
し
て
は
、
決
し
て
典
型
的
な
鈕
口
（
長
方
形
）
を
な
し
て
は
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

八

右
の
鈕
孔
調
査
の
結
果
、
わ
た
し
は
新
た
に
次
の
二
概
念
に
到
達
し
た
。

 （
α
）
定
型—

—

室
内
の
美
術
工
芸
品

　
　
　
　
　
〈
類
型
〉「
円
形
」「
ド
ー
ム
形
」

　
　
　
　
　

あ
る
い
は
「
長
方
形
」

 （
β
）
乱
型
（
不
定
型
）—

—

室
外
の
儀
礼
展
示
用
品

　
　
　
　
　

い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
に
多
し
。

中
国
で
は
、
通
例
、
貴
人
・
貴
女
た
ち
が
自
分
の
居
間
な
ど
に
お
い
て
、
自

分
の「
顔
を
う
つ
し
」た
り
、「
姿
見
に
用
い
」た
り
す
る
。
使
用
し
な
い
と
き
は
、

部
屋
の
内
部
（
の
一
隅
）
に
お
い
て
「
置
き
物
」
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
室
内
の
美
術
工
芸
品
」
で
あ
る
。

そ
の
鈕
孔
は「
円
形
」「
ド
ー
ム
形
」お
よ
び「
長
方
形
」な
ど
の
形
態
を
と
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
使
用
方
法
」、
こ
と
に
”
い
か
な
る
鈕
を
通
す
か
“
と
い
う
実

用
に
か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、「
丸
い
紐
」
を
通
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
「
丸
型
」
や
「
ド
ー

ム
型
」
が
適
切
で
あ
り
、（
騎
馬
民
族
な
ど
が—

—

水
野
孝
夫
氏
に
よ
る
）「
革

紐
」
を
通
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、「
長
方
形
」
型
の
鈕
孔
が
適
切
と
な
ろ
う
。
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あ
る
い
は
「
組
紐
」
や
「
二
本
並
べ
て
通
す
紐(25)
」
の
場
合
も
、「
長
方
形
」
型

が
有
効
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
室
内
の
美
術
工
芸
品
」と
し
て
の
側
面
を
も
つ
場
合
に
は
、

「
一
貫
し
て
、
整
然
と
し
た
定
型
」
が
使
用
者
か
ら
要
求
さ
れ
る
こ
と
、
当
然

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
太
陽
信
仰
な
ど
の
儀
礼
を
戸
外
で
行
う
た
め
の
儀
器
」
と

し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、権
力
者
や
司
祭
者
が
儀
場
に
来
た
と
き
に
は
、「
鈕
孔
」

は
、
伏
せ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

”
裏
側
“
に
存
在
し
て
い
る
た
め
、
彼
ら
に
は
「
見
え
」
な

い
。
参
列
者
に
と
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

た
だ
、
儀
礼
前
に
こ
れ
ら
の
銅
鏡
を
「
配
置
」
す
る
労
務
者
の
「
目
」
に
の

み
、
そ
れ
が
”
見
え
る
“
に
す
ぎ
な
い
。 
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
「
手
抜
き
」

が
許
さ
れ

0

0

0

て
い
る
の
で
あ
る(26)
。

逆
に
、
中
国
の
よ
う
な
「
日
常
品
」
つ
ま
り
「
室
内
の
美
術
工
芸
品
」
で 

あ
る
場
合
、
一
年
中
、
四
六
時
、
こ
の
よ
う
な
”
醜
い
乱
型  

“
の
「
開
口
」

部
を 

”
目
に
さ
ら
さ
れ
“
て
、
果
た
し
て
使
用
者
（
貴
人
・
貴
女
）
が
耐
え

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
に
は
到
底
信
じ
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、意
外
に
も
、鈕
孔
の「
定
型
」と「 

乱
型
」

問
題
こ
そ
、
中
国
産
と
日
本
列
島
産
を
峻
別
す
る
一
点
と
な
る
こ
と
が
判
明
し

た
の
で
あ
る(27)
。

　
　
　
　
　
　
　

九

こ
こ
で
「
鏡
師
と
鋳
工
」
の
区
別
問
題
が
不
可
避
の
テ
ー
マ
と
し
て
発
生
す

る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
は「
美
意
識
」の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば「
海
東
鏡
」。 

「
銘
文
」
や
「
図
様
」
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
キ
ッ
チ
リ
と
銘
刻
さ
れ
、

お
よ
そ
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
い
わ
ば
完
壁
の
技
倆
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
当
鏡
を
製
作
し
た
「
鏡
師
」
の
見
事
な
技
術
が
そ
こ
に
余
す
と
こ
ろ
な

く
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
当
人
の
整
然
た
る
「
美

意
識
」
の
的
確
な
表
現
、
と
し
て
こ
れ
を
評
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
反
し
、当
鏡
の
「
鈕
孔
」
は
前
述
の
よ
う
に
、一
方
か
ら
見
れ
ば
「
逆
、

梯
形
」、
他
方
か
ら
見
れ
ば
、「
傾
い
た
正
方
形
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
、 

”
的
確
な
梯
形
“
や
”
的
確
な
正
方
形
“
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
れ
を
「
美
意

識
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
あ
ま
り
に
も
無
残
、
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
先
の
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
の
示
し
た
「
美
意
識
」
と
は
、
と
て
も
こ
れ

を
同
一
人
の
「
美
意
識
」
と
は
言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
か
。

わ
た
し
は
百
考
の
末
、
つ
い
に
次
の
判
断
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

い
わ
く

 「
鏡
師
と
鋳
工
と
は
別
人
で
あ
る
。」

と
。
こ
の
一
言
で
あ
る
。

銅
鏡
そ
れ
自
身
が
、
そ
れ
ほ
ど
巨
大
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
わ
た
し
た
ち

は
漠
然
と
「
鏡
全
体
」
を
以
て
”
同
一
人
の
製
作
物
“
と
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
。

銅
鏡
を
め
ぐ
る
専
家
（
考
古
学
者
）
の
論
考
も
、
そ
の
見
地
か
ら
論
述
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
見
え
る
。
そ
の
点
、
鋭
く
も
「
鈕
孔
」
問
題
に
学

問
的
視
野
を
拡
げ
ら
れ
た
福
永
伸
哉
氏
の
場
合
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
今
、
一
方
の
「
銘
文
」「
図
様
」
と
他
方
の
「
鈕
孔
」
と
を
厳

密
に
比
較
し
、
精
査
す
る
か
ぎ
り
、
結
局
こ
れ
を
「
同
一
人
の
所
業
」
と
見
な

す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
先
述
の
「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」

や
「
景
初
三
年
鏡
」
の
場
合
も
、
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ
く
先
に
ふ
れ
た
「
青
蓋
鏡
」
の
場
合
に
は
、
ま
っ
た
く
事
情

を
異
に
す
る
。

い
わ
ゆ
る
「
ド
ー
ム
形
」
の
鈕
孔
が
整
然
と
「
開
口
」
し
、
左
右
い
ず
れ
か

ら
観
察
し
て
も
、
ま
っ
た
く
齟そ

ご齬
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
完
壁
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
「
室
内
の
美
術
工
芸
品
」
と
し
て
の
銅
鏡
と
し
て
何
の
問
題
も
な
い
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（no problem

）
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
式
の
「
青
蓋

鏡
」
が
中
国
各
地
で
出
土
し
て
い
る
事
実
も
、
こ
れ
を
裏
づ
け
よ
う(28)
。

で
は
、
な
ぜ
「
海
東
鏡
」「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」「
景
初
三
年
鏡
」
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
の
代
表
0

0

と
も
言
う
べ
き
「
名
鏡
」
が
、
い
ず
れ

も
”
ふ
ぞ
ろ
い
な
、
鈕
孔
“
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
の
仮
説
は
、
左
の
よ
う
だ
。

 

〈
α
〉「
鏡
師
」
の
”
責
任
分
野
“
は
「
鏡
面
」
で
あ
り
、「
鈕
孔
」
を
含
む 

”
鋳
上
が
り
“
に
関
し
て
は
、
別
人
（
鋳
工
）
に
委
ね
ら
れ
る
。

 〈
β
〉「
鋳
工
」
は
、当
鏡
の
”
使
用
状
況
“
を
知
悉
0

0

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
太
陽
信
仰
な
ど
の
儀
礼
の
場
」
で
は
、こ
の
よ
う
な
”
ふ
ぞ
ろ
い
な
鈕
孔
“
で

も
、
何
等
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
る
。

 

〈
γ
〉
そ
の
上
、
看
過
で
き
な
い
の
は
、「
技
術
上
の
問
題
」
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
技
術
水
準
か
ら
見
れ
ば
、造
作
も
な
く
見
え
る
「
整
然
た
る
鈕
孔
」「
左

右
、
一
貫
し
た
開
口
」
と
い
う
問
題
も
、
重
要
な
技
術
的
困
難
点
を
も
っ
て
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、”
あ
ら
か
じ
め
、
鈕
孔
部
に
挿
入
し
て

お
く
べ
き
も
の
（
い
わ
ゆ
る
”
中な

か
ご子

“
）  “
の
硬
度
の
問
題
で
あ
る
。

木
質
の
材
料
で
は
、
銅
の
鋳
造
時
の
高
熱
に
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。　

土
質
の
材
料
で
も
、
弥
生
式
土
器
や
土
師
器
並
み
の
硬
度
で
は
、
右
の
光
熱
に 

”
耐
え
“
切
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

お
そ
ら
く
木
質
を
「
心し

ん

」
と
し
て
周
辺
を
土
質
で
お
お
っ
て
い
た
か
も
し
れ

ぬ
。も

ち
ろ
ん
、渡
来
人
と
し
て
の「
鏡
師
」に
は
、右
に
関
す
る  「
技
術
的
知
識
」

は
存
在
し
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
ま
ち
が
い
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、「
客
分
」
た
る
渡
来
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
自
己
の
責
任
領
域
」

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
現
地
（
日
本
列
島
）
に
お
け
る
「
使
用
状
況
」  

か
ら
見
れ
ば
、「
室
内
の
美
術
工
芸
品
」
用
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に

ま
で
「
口
を
出
す
」
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
に
対
し
、
先
に
あ
げ
た
「
鴨
都
波
遺
跡
出
土
」
の
四
銅
鏡
と
も
、
時
代

は
「
四
世
紀
半
ば
」
と
さ
れ
、「
銘
文
と
図
様
」
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、右
の
「 

三
名
鏡
」
に
は
、
は
る
か
に
劣
り
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
「
鈕
孔
」
と
い
う
視
点

か
ら
見
れ
ば
、逆
に
、は
る
か
に
”
整
っ
た  “
形
に
近
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

「
銘
文
」
を
も
つ
棺
内
鏡
よ
り
、「
銘
文
」
な
き
棺
外
鏡
（
三
面
）
の
方
が
、 

時

と
し
て
”
よ
り
す
ぐ
れ
た
開
口
部
“
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
か
。
他
で
は
な
い
。

第
一
、
日
本
列
島
内
で
も
、「
室
内
美
術
工
芸
品
と
し
て
の
銅
鏡
」
が
要
求

さ
れ
は
じ
め
た
。

第
二
、
何
よ
り
も
、”
整
然
と
し
た
鈕
口
“
を
作
製
す
る
「
技
術
」
が
開
発

さ
れ
た
。

第
三
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、”
整
然
と
し
た
鈕
口
“
を
も
つ
も
の
は
「  

儀
礼
用
に
使
え
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
「
逆
命
題
」
は
ま
っ
た
く
成
立
し
な
い
。

右
の
三
点
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
意
外
に
も
、
こ
の
「
鈕
口
」
問
題
は
、
い
わ
ゆ

る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
の
「
中
国
製
か
国
内
産
か
」
を
分
か
つ
べ
き
、
重
要
な

判
別
点
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
地
に
わ
た
し
は
す
で
に
立
っ
て
い
た
か
ら
、「
景
初
三
年
鏡
」

の
「
母
人
」
問
題
を
め
ぐ
る
先
の
森
命
題
に
接
し
た
と
き
、
直
ち
に
、

 

「
韻
家
と
鏡
師
と
鋳
工
の
三
分
別
の
道
理
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

十

改
め
て
「
景
初
三
年
鏡
」
に
お
け
る
「
銘
文
と
図
様
の
関
係
」
に
つ
い
て 

述
べ
よ
う
。

当
鏡
の
「
図
様
」
は
、
は
な
は
だ
不
鮮
明
で
あ
る
。
こ
の
点
、
当
鏡
は
、  
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き
わ
め
て
著
名
の
鏡
、
い
わ
ば
「
名
鏡
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
決
し
て
「
初
鋳
鏡
」
で
は
な
く
、
何
回
か
の
”
踏
み
か
え
し
鏡
“
で
あ

り
、  
場
合
に
よ
れ
ば
「
模
鋳
鏡
」（
眼
前
の
原
鏡
を
も
と
0

0

に
し
て
、模
鋳
す
る
。  

弥
生
期
、
古
墳
期
に
も
行
わ
れ
た
手

(29)法 

）
で
あ
る
可
能
性
も
排
除
し
え
な
い

こ
と
を
、
こ
こ
に
明
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
今
、
当
鏡
の
「
図
様
」
の
実
態
を
精
視
す
る
と
き
（
従

来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
）、「
図
様
」
の
鮮
明
な
「
□
（「
正
」
か
）
始
元
年
鏡
」

と
、
ほ
ぼ
類
同
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た(32)
。

そ
の
「
正
始
元
年
鏡
」（
以
下
、
こ
の
形
で
略
記
す
る
）
に
よ
る
と
、
お
お

よ
そ
四
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
。

 （
A
）上
図—

—

当
鏡
で
は
、欠
落
。逆
に
、「
景
初
三
年
鏡
」そ
れ
自
身
に
よ
っ

て
み
れ
ば
、一
人
の
人
物
が
存
在
（
”
立
像
“
か
。
あ
る
い
は
”
座
像
“
）
し
、

両
横
に
小
人
物
が
側
侍
す
る
か
に
見
え
る
。
ま
た
そ
の
中
心
の
人
物
の
下
部
に

「
楽
器
」
の
ご
と
き
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
。

 

（
B
）
向
か
っ
て
左
図—

—

女
性
が
座
し
て
い
る
。（
鳥
舟
の
ご
と
き
も
の

が
背
景
に
存
在
す
る
）。

 

（
C
）
向
か
っ
て
右
図—

—

男
性
が
座
し
て
い
る
。（
同
じ
く
、
何
ら
か
の

座
具
の
上
）

 （
D
）下
図—

—

小
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
る
。（
冠
を
頭
上
に
着
す
。向
か
っ

て
右
に
、
従
者
の
ご
と
き
人
物
あ
る
か
）。

右
に
つ
き
、
従
来
は
左
の
よ
う
な
「
解
説
」
の
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
（
A
）
伯
牙
（
弾
琴
）（
そ
ば
に
い
る
人
物
は
、
成
連
〈
伯
牙
の
師
〉、　　

　
　
　
　

お
よ
び
鍾
子
期
〈
伯
牙
の
友
人
〉）。

　
（
B
）
西
王
母
。

　
（
C
）
東
王
父
。

　
（
D
）
黄
帝
（
あ
る
い
は
、
他
の
神
仙
）。

け
れ
ど
も
わ
た
し
に
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
右
の
解
説
は
当
を
え
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

①
（
A
）
の
「
伯
牙
」
は
、
人
間
で
あ
る
。
周
朝
（
春
秋
）
の
臣
下
0

0

で
あ
る

こ
と
、疑
い
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
（
B
）
の
「
黄
帝
」
が
”
臣
下
の
下
（
足

下
）“
に
描
か
れ
る
の
は
、
不
当
で
あ
る
。

も
し
、
先
の
「
海
東
鏡
」「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」
あ
る
い
は
「
権
現
山
1
号
墳

の
2
号
鏡
」（
仙
人
鏡
）
の
よ
う
に
、「
鈕
」
を
中
心
と
し
て
”
周
回  

“
し
て 

描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
自
身
（「
図
様
」
そ
の
も
の
）
か
ら
は
、　　

直
ち
に
、「
上
下
関
係
」
は
判
明
し
な
い
け
れ
ど
も
、
当
鏡
の
よ
う
に
「
同
一

方
向
」
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
、た
と
え
「
鈕
」
を
へ
だ
て
て
い
て
も
、

「
上
下
関
係
」
は
明
白
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
も
し
「
黄
帝
」（
も
し
く
は
、
他
の
神
仙
）
を
描
こ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
必
ず
、
彼
を
も
っ
て
「
鈕
」
の
上
位
、
す
な
わ
ち
（
A
）
の
位
置
に

お
く
べ
き
で
あ
り
、「
臣
下
」
の
伯
牙
は
、（
D
）
の
位
置
で
、
静
か
に
琴
を 

弾
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
（
あ
る
い
は
、
琴
を
脚
下
に
し
て
”
立
つ
“
も
、
可
）。

②
（
A
）
の
人
物
も
、（
膝
上
、
あ
る
い
は
脚
下
に
）「
琴
」
を
持
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
伯
牙
」
そ
の
人
で
あ
る
、
と
い
う
証
拠
は
何
ら
存
在
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
中
国
人
の
中
に
、“
琴
を
弾
き
う
る
人
物
“
は
、

決
し
て
「
伯
牙
ひ
と
り
」
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
来
は
、た
だ
そ
の
「
ネ
ー
ミ
ン
グ
・
バ
リ
ュ
ー
」
に
よ
っ
て
、「
伯
牙
そ
の
人
」

に
当
て
て
き
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、「
神
獣
鏡
」
と
い
う
“
大
前
提
“
に
立
つ
「
通
説
」
の
立
場
で
は
、

こ
の
「
伯
牙
」
は
一
人
間
に
す
ぎ
ず
、神
仙
で
な
い
こ
と
、そ
れ
は
「
自
己
矛
盾
」

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
が
「
各
論
者
が
『
伯
牙
』
を
神
獣

鏡
の
中
の
登
場
者
と
し
て
認
め
て
き
た
か
ら
」と
い
う
だ
け
で
は
、お
か
し
い
。 

”
み
ん
な
で
渡
れ
ば
、
こ
わ
く
な
い
“
式
の
、
学
問
に
非
ざ
る
便
宜
的
手
法
と

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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③ 

そ
の
点
、「
神
仙
」
と
し
て
資
格
十
分
と
さ
れ
る
「
東
王
父
・
西
王
母
」

に
つ
い
て
も
、
当
鏡
の
場
合
、
問
題
が
あ
る
。

 
（
B
）
に
登
場
す
る
人
物
は
、「
女
性
」
で
あ
る
こ
と
は
、
冠
の
形
状
か
ら

認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
果
た
し
て
「
西
王
母
」
で
あ
る
と
い
う
保
証
は

な
い
。
む
し
ろ
「
西
王
母
」
と
し
て
は
、
冠
の
形
状
が
簡
略
に
す
ぎ
よ
う
。 

た
と
え
ば
、
先
の
「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」
中
の
「
西
王
母
」
に
比
較
し
て
み
れ
ば
、

そ
の
よ
う
に
感
ず
る
。

要
す
る
に
「
神
仙
」
と
い
う
”
前
提
条
件
“
を
除
け
ば
、
単
に
「
女
性
」  

あ
る
い
は
「
身
分
あ
る
（
豪
族
の
）
女
性
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

 

（
C
）
も
、
こ
の
点
、
同
じ
で
あ
る
。「
男
性
」
あ
る
い
は
「
身
分
あ
る
男

性
」
と
は
認
め
ら
れ
て
も
、
決
し
て
「
東
王
父
」
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
の
「
冠
」
は
、（
B
）
の
女
性
よ
り
は
す
ぐ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
や
は

り
簡
略
で
あ
り
、（
D
）
の
「
小
人
物
」
に
も
冠
状
の
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
点
か
ら
、
あ
る
い
は
（
D
）
の
「
小
人
物
＝
黄
帝
」
説
が
生
ま
れ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
（
D
）
の
人
物
は
、（
A
）（
B
）（
C
）
に
比
べ
、

や
や
形
状
が
「
小
型
」
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
偉
大
な
る
「
黄
帝
」
に
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
説
の
も
つ
各
「
矛
盾
」
に
対
し
て
、
率
直
に
わ
た
し

の
判
断
を
述
べ
よ
う
。

（一 ) 

（
A
）
は
、
中
国
人
の
生
活
文
化
を
示
す
。
漢
字
で
「
楽
」
は
、
一
方
で

は
”
音
楽 “
を
示
す
と
同
時
に
、
他
方
で
は
”
た
の
し
む  “
と
訓
む
。
他
の
芸

術
の
「
画
」
や
「
書
」
や
「
彫
」
は
”
た
の
し
む
“
と
い
う
訓
み
を
も
た
な
い
。

中
国
人
の
文
化
に
お
け
る
「
音
楽
」
の
も
つ
特
別
の
位
置
、
そ
の
”
深
さ
“
を

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、「
楽
器
と
共
に
あ
る
人
間
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
鏡
の

鋳
鏡
者
が
、
出
生
し
、
生
活
し
て
い
た
中
国
（
洛
陽
や
呉
地
）
の
文
化
生
活

0

0

0

0

を

示
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
他
の
、た
と
え
ば
「
画
文
帯
神
獣
鏡
」
な
ど
に
お
け
る
「
人
間
と
琴
」
の
テ
ー

マ
も
、一
概
に「
伯
牙
ひ
と
り
」に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、そ
の「 

伯
牙
」

を
一
代
表
人
物
と
す
る
よ
う
な
、「
中
国
の
文
化
生
活

0

0

0

0

」
の
描
写
と
見
な
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(31)
。）

（二）（
Ｂ
）の
人
物
は「
母
人
」に
当
た
る
。
出
生
し
た
子
供
の
母
親
で
あ
る
。「 

霊
鳥
」
の
ご
と
き
も
の
に
座
し
た
形
な
の
も
、
そ
の
（
出
生
の
）
喜
び
を
こ
の

形
象
化
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
先
の
「
徐
州
・
洛
陽

鏡
」
の
「
西
王
母
」
像
は
、
こ
の
よ
う
な｟
霊
鳥
に
座
し
た
よ
う
な
｠形
象
を
と

も
な
っ
て
い
な
い
）。

（三）
（
C
）
の
人
物
は
「
吏
人
」
に
当
た
る
。
生
ま
れ
た
子
供
に
対
す
る
名
づ

け
親
と
し
て
の
「
吏
人
」
で
あ
る
。
彼
に
命
名
さ
れ
れ
ば
、
出
生
し
た
子
供
の

「
立
身
出
世
」（「
位
至
三
公
」）
が
約
束
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

( 四 ) 

（
D
）
の
人
物
は
、
そ
の
「
出
生
し
た
子
供
」
で
あ
る
。
先
の
（
A
）

（
B
）（
C
）
の
人
物
に
対
し
て
、
や
や
”
背
丈
が
低
く
“
描
か
れ
て
い
る
。
銅

鏡
の
「
図
様
」
で
は
、
通
例
”
小
さ
く
“
描
か
れ
る
の
は
、”
従
者
“
を
示
す
。

し
か
し
、
こ
の
（
D
）
の
人
物
も
、（
B
）
の
人
物
と
は
異
な
り
、「
冠
」
状
の

も
の
を
つ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、”従
者 “
で
は
な
い
。す
な
わ
ち
、「
位
、

三
公
に
至
る
」
べ
き
「
子
供
」（
子
孫
た
ち
）
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
は
、
よ
く
「
対
応
」

し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

十
一

関
連
の
諸
鏡
に
つ
い
て
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
し

よ
う
。
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（一）
「
□
（「
正
」
か
）
始
元
年
鏡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
群
馬
県
柴
崎
蟹
沢
古
墳
出
土
、
写
真
16
）

 「
銘
文
」

 

「
□
始
元
年　

陳
是
作
鏡　

自
有
経
述　

本
自
網
□
（「
遁
」
か
）　　
　
　

　
　

杜
地
命
出　

壽
如
金
石　

保
子
□
□
」

　

① 

全
体
と
し
て
、
先
述
の
「
景
初
三
年
鏡
」（
神
原
神
社
古
墳
出
土
）
を

「
先
範
」
と
し
て
、
そ
の
「
継
承
・
変
文
」
を
行
っ
て
い
る
。

 

「
陳
是
作
鏡
」
は
、
両
鏡
に
共
通
で
あ
る
け
れ
ど
、
各
自
の
「
経
歴
」
中
に

は
、
共
通
面
（
た
と
え
ば
「
杜
地
命
出
」）
と
差
異
面
（
一
方
は
「
本
自
京
遁

か
）」、
他
方
は
「
本
自
網
□
（「
遁
」
か
）」）
が
あ
る
か
ら
、
両
者
、
同
じ
「 

陳
是
」
の
系
列
で
あ
っ
て
も
、「
時
」
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
族

出
身
、共
に
鏡
師
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、一
方
（「
景
初
元
年
鏡
」
の
鏡
師
）

の 

”
子
供
な
い
し
門
弟
“
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

②
「
景
初
三
年
鏡
」
の
銘
文
の
よ
う
な
「
吏
人
繕
之
」「
母
人
繕
之
」
の  

二
句
は
な
い
け
れ
ど
、「
壽
如
金
石
」「
保
子
□
□
」
と
あ
る
か
ら
、“
子
孫
の

繁
栄
を
願
う
“
意
の
末
尾
部
は
共
通
し
て
い
る
。

③
一
歩
進
ん
で
、
大
胆
な
”
推
測
“
を
試
み
れ
ば
、

　
〈
そ
の
一
〉「
景
初
三
年
鏡
」
は
”
豪
族
の
室
家
（
妻
）
に
子
供
が
生
ま
れ

た
さ
い
“
の
作
鏡
。

　
〈
そ
の
二
〉「
□
始
元
年
鏡
」
は
”
そ
の
後
“
の
作
鏡
。

銘
文
の
文
意
か
ら
見
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
「
作
鏡
時
点
」
を
推
定
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
□
始
元
年
鏡
」
作
鏡
の
さ
い
は
、す
で
に
「
繕
」（ 

命
名
）
は
”
終
わ
っ
て
“
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
”
別
豪
族
“
の
た
め
に

作
る
さ
い
、「
景
初
三
年
」
鏡
を
モ
デ
ル
と
し
て
「
改
文
」
し
た
と
も
、
考
え

ら
れ
よ
う
。
出
土
古
墳
が
西
（
島
根
県
）
と
東
（
群
馬
県
）
と
相
離
れ
て
い
る

点
か
ら
見
る
と
、
後
者
の
方
の
可
能
性
が
高
い
か
も
し
れ
ぬ
。

④
「
図
様
」
に
つ
い
て
は
、「
□
始
元
年
」
鏡
の
場
合
、「
上
図
」
が
欠
け
て

い
る
か
ら
、
そ
の
内
容
が
判
別
し
が
た
い
け
れ
ど
、「
左
図
」（「
西
王
母
」
に

当
て
ら
れ
て
い
た
も
の
）
と
「
右
図
」（「
東
王
父
」
に
当
て
ら
れ
て
い
た
も
の
）

お
よ
び
「
下
図
」（
黄
帝
に
当
て
ら
れ
て
い
た
も
の
）
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
「
景
初
三
年
鏡
」
と
”
相
似
“
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、従
来
の
「
通
解
」
の
よ
う
な
「
黄
帝
」
お
よ
び
「
西
王
母
」「
東

王
父
」
説
は
、
す
で
に
述
べ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
妥
当
し
な
い
。

や
は
り
「
左
図
」
は
「
母
人
」、「
右
図
」
は
「
吏
人
」、「
下
図
」
は
「
立
身

出
世
し
た
子
供
（
子
孫
）」
の
「
図
様
」
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、「
景
初
三
年
鏡
」
の
「
図
様
」
を
”
襲
用  “
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
鏡
の
「
銘
文
」
の
「
壽
如
金
石
」「
保
子
□
□
（「
宜
孫
」
か
）」
の
文
言
と 

”
対
応
“
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
こ
の
「
図
様
」
は
、
中
国
で
も
「
画
文
帯
神
獣
鏡
」
な
ど
で
「
常
用
」
さ
れ

て
い
る
。”
子
孫
繁
栄
“
を
示
す
「
常
套
図
様
」
の
よ
う
で
あ
る
。「
景
初
三
年
」

鏡
も
ま
た
、
こ
の
「
常
套
図
様
」
を
”
襲
用
“
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。）

以
上
、
こ
こ
で
も
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
は
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

十
二

次
に
「
景
初
四
年
」
鏡
に
つ
い
て
。

 「
銘
文
」

 
「
景
初
四
年
五
月
丙
午
之
日　

陳
是
作
鏡　

吏
人
繕
之　

位
至
三
公　

母
人

　

繕
之　

保
子
宜
孫　

壽
如
金
石
兮
」

右
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。

①
文
面
は
「
景
初
三
年
」
鏡
（
甲
）
と
相
似
す
る
が
、
次
の
各
点
が
相
違
し

て
い
る
。
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〈
そ
の
一
〉「
五
月
丙
午
之
日
」
は
（
甲
）
に
は
な
い
。

　
〈
そ
の
二
〉（
甲
）
の
「
自
有
経
述
」「
本
自
京
師
」「
杜
地
命
出
」
の
三
句

が
、
当
鏡
（
乙
）
に
は
存
在
し
な
い
。

②
け
れ
ど
も
、「
吏
人
繕
之
」「
位
至
三
公
」「
母
人
繕
之
」「
保
子
宜
孫
」「 

壽
如
金
石
兮
」
の
四
句
に
つ
い
て
は
、（
甲
）
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。  

し
た
が
っ
て
当
鏡
（
乙
）
は
（
甲
）
と
同
じ
く
”
子
供
の
出
生
時 

“
に
（
そ
れ

を
祝
っ
て
）「
作
鏡
」
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
、
と
見
な
し
う
る
。

③ 

（
甲
）
で
特
徴
を
な
し
た
、（
甲
）
に
お
け
る
作
鏡
者
の
”
経
歴  

“
を   

示
す
三
句
（「
自
有
経
述
」「
本
師
京
師
」「
杜
地
命
出
」）
が
消
え
て
い
る
点
、

こ
の
鏡
師
は
、
同
じ
「
陳
氏
出
身
」
で
も
、（
甲
）
と
は
別
の
、
あ
る
い
は  

別
時
点
の
人
物
と
見
ら
れ
る
。

④ 

右
の
三
句
が
消
え
た
あ
と
、
そ
の
”
字
数
の
不
足
“
を
補
う
か
の
よ
う

に
、「
五
月
丙
午
之
日
」
の
六
字
が
補
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
（
乙
）
の
鏡
師
が
、

先
の
（
甲
）
の
鏡
師
の
”
自
己
の
経
歴
“
を
「
偽
称
」
す
る
こ
と
を
避
け
る
た

め
の
「
配
意
」
と
見
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
銘
文
の
内
実
0

0

」
は
慎
重
に
検
討

さ
れ
。
取
捨
撰
択

0

0

0

0

が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑤
こ
れ
に
対
し
、（
乙
）
の
「
図
様
」
は
（
甲
）
の
「
図
様
」
と
は
一
変
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。（
乙
）
の
場
合
、先
述
の
（「
青
蓋
鏡
」
に
見
ら
れ
た
）「
盤
竜
」

の
「
図
様
」
と
な
っ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
図
様
」
は
中
国
鏡
に
お
い
て
し
ば
し
ば 

出
現
す
る
。
中
国
の
天
子
そ
の
人
、あ
る
い
は
”
天
子
の
守
護
神
（
竜
虎
）“
を

示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、種
々
の
「
銘
文
内
容
」
と
対
応
し
う
る
性
格
を
も
つ
。

こ
こ
で
も
、（
乙
）
の
「
銘
文
」
が
述
べ
る
、

　
「
吏
人
繕
之
」「
位
至
三
公
」「
母
人
繕
之
」「
保
子
宜
孫
」「
壽
如
金
石
兮
」

の
五
句
も
、
す
べ
て
”（
魏
の
）
天
子
の
も
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
享
受

し
う
る
幸
せ
“
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
図
様
」
の
「
盤
竜
」
あ
る
い
は
「  

竜
虎
」

と
よ
く
”
対
応  

“
し
う
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
位
至
三
公
」

が
「
天
子
の
下
に
お
け
る

0

0

0

0

0

臣
下
の
最
高
位
」
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
づ
け

よ
う
。

中
国
の
天
子
を
中
心
と
す
る
「
冊
封
体
制
」
に
お
い
て
、こ
れ
は
い
わ
ば
「
万

能
の
図
様
」
の
一
つ
と
も
言
い
え
よ
う(32)

。

　
　
　
　
　
　

十
三

右
の
「
銘
文
」
中
の
「
景
初
四
年
」
の
四
字
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
こ
う
。

第
一
、中
国
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
列
島
を
通
じ
、暦
に
関
す
る
「
一
年
の 

誤
差
」

は
頻
出
し
て
い
る
。一
に
、太
陰
暦
と
自
然
の
秩
序（
運
行
）と
の
誤
差
の 

問
題
、

二
に
、
中
国
の
皇
帝
の
「
恣
意
」
に
よ
る
改
暦
の
問
題
な
ど
に
よ
り
、
き
わ
め

て
「
生
じ
や
す
い
」
問
題
な
の
で
あ
る
。

第
二
、
た
と
え
ば
、
明
確
な
「
金
石
文
」
の
事
例
と
し
て
、
百
済
の
「
武
寧

王
陵
碑
」
の
碑
文
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
王
碑
と
妃
碑
を
め
ぐ
り
、次
の
よ
う
な「
誤
差
」が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
〈
甲
〉　　

王　

碑

　

① 〈
原
刻
〉—

—

甲
辰
年  （
Ａ
Ｄ
・
五
二
四
）
崩

　

② 〈
改
刻
〉  —

—

癸
卯
年
（
Ａ
Ｄ
・
五
二
三
）
崩

　

③　
　
　
　
　
　

乙
巳
年
（
Ａ
Ｄ
・
五
二
五
）
安
葬

　
〈
乙
〉　　

妃　

碑

　

④ 　
　
　
　
　

  

丙
午
年
（
Ａ
Ｄ
・
五
二
六
）
崩

　

⑤　
　
　
　
　
　

己
酉
年
（
Ａ
Ｄ
・
五
二
九
）
合
葬

右
の
王
碑
に
お
い
て
そ
の
崩
年
が
、
最
初
「
甲
辰
年
」
と
刻
さ
れ
、
あ
と
で

こ
れ
を
「
癸
卯
年
」
と
し
て
改
刻
さ
れ
て
い
る
状
況
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
単
な
る
「
改
刻
ミ
ス
」
で
は
な
く
、「
安
葬
」
時
（
③
）

と
「
合
葬
」
時
（
⑤
）
に
お
い
て
、「
依
拠
、
暦
」
上
の
変
動
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
や
し
く
も
当
初
の
「
王
碑
」
の 
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碑
文
の
刻
入
者
が
”
軽
率
“
に
誤
刻
し
、（
そ
の
「
ミ
ス
石
材
」
を
と
り
か

え
る
こ
と
な
く
）
そ
の
上
に
不
体
裁
に
「
改
刻
」
す
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と

は 
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
（
現
在
の
「
刻
字
」
の
背
後
に
、「
原
刻
字
」
が    

”
痕
跡
“
と
し
て
見
え
て
い
る(28) 

。

や
は
り
「
安
葬
」
と
「
合
葬
」
の
間
に
「
依
拠
、
暦
」
上
の
変
動
が
生
じ

た
た
め
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、「
原
刻
字
」
と
「
改
刻
字
」    

と
の
間
に
「
一
年
の
誤
差
」
の
存
在
す
る
事
実
そ
の
も
の
は
、
い
か
に
し
て
も

疑
い
が
た
い
の
で
あ
る
。

第
二
、白
村
江
の
戦
に
つ
い
て
も
、そ
の「
時
点
」に
つ
い
て  「
一
年
の
誤
差
」

が
あ
る

　

①
六
六
二
（
龍
朔
二
年
）

　
　
　
　
　

旧
唐
書
・
新
唐
書
・
三
国
史
記

　

②
六
六
三
（
龍
朔
三
年
）

　
　
　
　
　

日
本
書
紀
（
天
智
二
年
）

右
の
い
ず
れ
が
「
正
し
い
」
か
、
と
い
う
よ
り
、
両
者
の
依
拠
し
た
「
暦
」

自
体
の
異
同
が
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
三
、
以
上
の
よ
う
な
事
例
は
、
他
に
も
多
い
け
れ
ど
、
今
の
問
題
は       

「
三
世
紀
に
お
け
る
鏡
銘
」
中
の
「
一
年
の
誤
差
」
で
あ
る
。

　

①
黄
初
四
年
（
二
二
三
）
五
月
壬
午
朔
十
四
日
乙
未
、
会
稽
師　
　
　
　

　
　
　

鮑
作
明
鏡
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　

—
—

鋳
鏡
の
師
鮑
氏
は
会
稽
の
人
。
呉
。

　

②
延
康
元
年
（
二
二
〇
）
二
月
辛
丑
朔
十
二
日
壬
子

　
　
　
　
　
　
　

—
—

浙
江
省
紹
興
出
土
、
江
南
の
製
作
。

右
は
「
黄
初
」（
魏
）
も
、「
延
康
」（
後
漢
末
）
も
、「
洛
陽
」
を
首
都
と
す

る
年
号
で
あ
る
け
れ
ど
、
い
ず
れ
も
右
の
よ
う
な
「
呉
地
・
江
南
」
製
作
鏡
の

場
合
、「
一
年
の
誤
差
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
な

「
月
日
」
が
刻
入
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
点
の
「
ず
れ
」
が
判
明
し
た
の
で

あ
る(33)
。

こ
れ
は
重
要
な
発
見
だ
。
な
ぜ
な
ら
、日
本
列
島
内
出
土
の
、い
わ
ゆ
る
「
三

角
縁
神
獣
鏡
」
の
場
合
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
「
図
様
」
が
「
呉
鏡
」
の
系
列

を
引
く
こ
と
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
今
間
題
の
「
景
初
四
年
」

鏡
も
、
そ
の
”
あ
や
ま
り
“
の
原
因
0

0

は
、
同
じ
く
「
一
年
の
誤
差
」
問
題
に
も

と
づ
く
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
こ
そ
、
自
然
（
ナ
チ
ュ
ラ
ル
）
な
理
解
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、彼
ら「
呉
地
か
ら
の
渡
来
鋳
鏡
者
た
ち
」は
、

「
一
年
の
誤
差
を
も
つ
暦
」、
い
う
な
れ
ば
「
呉
暦
」
を
持
っ
て
日
本
列
島
へ
と

渡
来
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
考
察
は
、
重
要
な
論
点
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
導
く
。

　
（
A
）「
景
初
三
年
」（
呉
暦
）
＝
「
景
初
二
年
0

0

」（
正
暦—

—

の
魏
朝
）

　
（
B
）「
正
始
元
年
」（
呉
暦
）
＝
「
景
初
三
年
」（
同
右
）

　
（
C
）「
青
竜
三
年
」（
呉
暦
）
＝
「
青
竜
二
年
」（
同
右
）

従
来
の
、こ
れ
ら
の
「
鏡
銘
」
年
号
に
対
す
る
認
識
は
、大
き
く
”
変
化
“
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
の
点
に
注
目
し
よ
う
。

現
在
の
暦
（
た
と
え
ば
「
東
方
年
表
」）
で
は
、「
後
漢
の
滅
亡
」
と
「
魏
朝

の
開
始
」
が
同
一
年

0

0

0

と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

二
二
〇　

—
—

延
康
元
年
は
「
三
月
」
ま
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　

黄
初
元
年
は
「
三
月
」
以
降
。

き
わ
め
て
”
変
格  “
で
あ
る
。
通
常
な
ら
、「
二
二
〇
」
全
体
を
「
延
康
元
年
」

と
し
、「
二
二
一
」
を
「
黄
初
元
年
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、「
漢
の
年
号
と
魏
の

年
号
」
を
ダ
ブ
ラ

0

0

0

せ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
禅
譲
の
論
理
」
と
共
に
、
相
対
立

す
る
「
蜀
」
や
「
呉
」
に
対
す
る
”
政
治
的
必
要
“
も
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
「
魏
朝
の
ひ
と
り
ぎ
め

0

0

0

0

0

」
が
、
直
ち
に
蜀
地
や 

呉
地
に
”
受
け
入
れ
“
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
き
わ
め
て
怪
し
い
。「
漢
の
献
帝
、

暗
殺
説
」
が
流
布
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
対
す
る 

”

受
け
と
り
方　
“
は
、
必
ず
し
も
「
一
定
」
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
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う
か
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
「
一
年
の
誤
差
」
は
、
呉
地
（
な
い
し
蜀
地
）
や

「
呉
地
か
ら
日
本
列
島
へ
渡
来
し
た
鋳
鏡
者
」
に
は
”
生
じ
う
る　
“
誤
差
で
は

あ
っ
て
も
、
魏
朝
の
天
子
の
”
お
膝
元
“
で
あ
る
、
洛
陽
の
官
公
房
（「
尚
方
」）

な
ど
で
生
じ
う
べ
き
「
誤
差
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
、
人
間
の
通
常
の

理
性
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か(34)
。

　
　
　
　
　
　
　
　

十
四

本
稿
に
お
け
る
論
証
の
核
心
は
簡
明
で
あ
る
。

 「
い
わ
ゆ
る『
三
角
縁
神
獣
鏡
』の『
銘
文
』と『
図
様
』は
対
応
し
て
い
る
。」

と
。
こ
の
一
点
に
尽
き
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
自
然
（
ナ
チ
ュ
ラ
ル
）
な
視

点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
「
線
文
字
B
の
解
読
」
に
お
い
て
、
そ
こ
に

書
か
れ
た
文
字
（
ギ
リ
シ
ャ
語
）
と
そ
ば
の
画
の
図
柄
と
が
「
一
致
」
し
た
。

こ
の
き
わ
め
て
通
常
の
対
応
が
、
従
来
不
可
能
と
さ
れ
て
い
た
「
線
文
字
B
」

の
解
読
を
可
能
と
し
た
。
研
究
史
上
、
有
名
な
経
験
で
あ
っ
た(35)

。

ま
し
て
、”
は
る
か
に
発
達
し
た
語
句
と
文
章  

“
す
な
わ
ち
「
銘
文
」
と
、  

”
は
る
か
に
発
達
し
た
、
高
度
の
図
柄
“
す
な
わ
ち
「
図
様
」
と
が
、
同
一
0

0

鏡

面
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
を
”
無
関
係
“
と
見
な
す
こ
と 

ほ
ど
、
不
自
然
な
見
地
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
「
不
自
然
」
が
疑
わ
れ
ず
に
き
た
の
か
。
い
い
か

え
れ
ば
「
自
然
」
な
見
地
が
実
行
さ
れ
ず
に
来
た
の
か
。

そ
の
理
由
は
次
の
四
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
に
、
本
稿
の
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
大
正
九
年

ま
で
と
い
う
、
当
鏡
の
研
究
史
上
の
初
期
段
階
に
お
い
て
、
い
ち
は
や
く
も  

「
三
角
縁
神
獣
鏡

0

0

0

」と
い
う「
命
名
」が
先
行
0

0

し
、い
わ
ば「
決
定
」を
見
た
こ
と
。

第
二
に
、
そ
の
さ
い
は
、
そ
の
後
お
び
た
だ
し
く
出
土
し
た
同
式
鏡
の
大
部

分
は
い
ま
だ
出
土
し
て
い
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
に
、本
稿
で
論
証
対
象
と
な
っ

た
よ
う
な
「
典
型
的
な
、
同
式
鏡
」
の
存
在
（
そ
の
銘
文
と
図
様
）
自
体
も
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
し
て
、
同
式
鏡
が
中
国
内
部
に
お
い
て
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
後

（
昭
和
五
〇
年
代
）、
中
国
の
王
仲
殊
氏
の
報
告
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
そ
の
「 

不
存
在
」
の
確
認
0

0

さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
認
識
が
成
立
す
る
よ
り
、

は
る
か
以
前
に
、
こ
の
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
と
い
う
「
命
名
」
の
み
が
先
行
し

0

0

0

て0

成
立
し
て
い
た
こ
と
。

第
三
に
、
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
五
〇
〇
面
近
い
同
式
鏡
が
出
土
し
た
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
は
「
保
子
宜
孫
」
と
か
「
位
至
三
公
」
と
か
、
き
わ
め
て
世
俗
的

な
欲
望
、
ハ
ッ
キ
リ
言
え
ば
「
立
身
出
世
」
や
「
人
間
的
欲
望
」
の
露
出
が
数

多
く
見
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、他
方
、そ
の「
図
様
」に
対
し
、こ
れ
は「
神
人（
神
仙
）  

と
神
獣
」

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
「
断
定
」
し
た
地
点
0

0

か
ら
出
発
し
た
た
め
、
同
一
鏡
面

中
の
「
銘
文
」
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
お
よ
そ
不
可
能
の
一
事
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
四
に
、
も
ち
ろ
ん
「
銘
文
」
中
に
「
東
王
父
・
西
王
母
」
や
「
仙
人
」
は

出
現
す
る
。
し
か
し
、そ
れ
ら
も
ひ
っ
き
ょ
う
「
人
間
の
世
俗
的
欲
望
に
よ
る

0

0

0

、

人
間
の
世
俗
的
欲
望
の
た
め
の

0

0

0

0

、
人
間
の
世
俗
的
欲
望
の0

対
象
」
と
し
て
で

あ
っ
て
、
決
し
て
「
独
自
の
高
踏
的
・
超
俗
世
界
を
特
立
す
る
」
た
め
の
も
の

で
は
な
い
。「
神
仙
」
や
「
霊
獣
」
は
、人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
、い
わ
ば　

”

手
段　
“
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
自
身
が
「
自
己
完
結
」
的
な
最
終
目
的
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
こ
そ
「
保
子
宜
孫
」
や
「
位
至
三
公
」
の
類
の
世
俗
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的
文
言
の
氾
濫
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　

十
五

一
九
四
〇
年
、
北
京
で
刊
行
さ
れ
た
『
巌
窟
蔵
鏡
」
に
お
い
て
、
著
者
の
梁

上
椿
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 （
A
）
青
銅
八
鳥
規
矩
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六
二
。
原
典
で
は
「
漢
中
、
四
一
」

「『
青
同
之
鏡
甚
大
工
上
有
山
人
食
文
』（
中
略
）
銘
の
な
か
に
は
、『
山
人
』

が
あ
る
が
、
内
区
の
図
像
に
は
そ
れ
が
な
く
、
符
合
し
な
い
。」

 （
B
）
三
羊
四
乳
禽
獣
帯
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
一
。
原
典
で
は
「
漢
中
、
五
六
」

 「『
三
羊
作
鏡
眞
大
工
上
有
山
人
不
知
老
宜
孫
子
吉
』（
中
略
）銘
文
中
に『
山

人
』
の
二
文
字
が
あ
る
が
、
図
像
に
は
普
通
み
る
怪
仙
が
い
な
い
。
昔
の
工
匠

は
銘
文
に
対
し
て
あ
ま
り
正
確
に
解
釈
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で

判
明
す
る
。」

　
　
　
　
　

—
—

い
ず
れ
も
、
田
中
琢
・
岡
村
秀
典
訳
〈
同
朋
舎
〉
に
よ
る
。

右
を
”
速
読
“
す
れ
ば
、
一
見
、
銅
鏡
に
お
い
て
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と

は
相
対
応
し
て
い
な
い
旨
、”
主
張
“
し
て
い
る
か
に
見
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
れ
を
熟
読
す
れ
ば
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

 （
A
）
に
つ
い
て
。

「
銘
文
」
中
の
「
食
文
」
は
珍
し
い
詞
句
で
あ
る
が
、「
文
」
は
「
斎
」（
齋
の

俗
字
）
の
略
字
か
。「
斎
食
」
は
”
清
め
た
る
食
物
“
の
意
。

　

盛
螢
甘
美
、
厚
供
二

齋
食
一

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顔
氏
家
訓
、
風
操

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
右
の
梁
氏
の
解
説
文
で
は
「
符
合
し
な
い
」
と
言
っ
て

い
る
。
原
典
（
漢
文
）
で
も
「
不
相
符
合
0

0

」（
相
符
号
せ
ず
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

 「
符
合
」”わ
り
ふ
が
合
ふ
。
又
、わ
り
ふ
を
合
は
せ
た
や
う
に
正
し
く
あ
ふ
。

　

ぴ
っ
た
り
あ
ふ
。“

 

「
符
」”
わ
り
ふ
。
し
る
し
。
わ
っ
ぷ
。
竹
ま
た
は
木
の
上
に
し
る
し
と
な

　

る
や
う
な
文
字
を
書
き
、
こ
れ
を
二
分
し
て
、
互
に
各
々
一
方
を
所
持
し
、

　

他
日
事
の
あ
っ
た
と
き
持
ち
寄
り
合
は
せ
て
證
據
と
す
る
。
銅
で
虎
の
形
を

　

造
り
、
こ
れ
を
両
分
す
る
の
も
あ
る
。“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
橋
、
大
漢
和
辞
典

右
の
よ
う
に
「
符
号
」
と
い
う
言
葉
を
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
す
れ
ば
、
梁
氏

の
観
察
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
の
「
銘
文
」
に
「
山
人
」、

他
方
の
「
図
様
」
に
は
、
そ
の
”
人
物
像
“
と
い
う
、
キ
ッ
チ
リ
し
た
対
応
の

な
い
0

0

こ
と
、
疑
う
余
地
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、先
述
の
「
南
画
」
の
場
合
、「
文
章
」
中
の
「
桃
」
や
「
李
」
や
「
径
」

が
、
山
水
画
中
に
一
つ
ひ
と
つ
描
か
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
符
号
」
し
て
い

な
い
の
と
、
同
じ
状
況
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
銅
鏡
（
A
）
の
場
合
、「
銘
文
」
の
所
述
と
「
図
様
」
の
表
現

と
無
関
係
か
、
と
い
え
ば
、
否
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
図
様
」
に
は
「
霊

鳥
」
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
八
羽
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
”
餌

“
を 

つ
い
ば
み
、「
霊
園
」
に
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
仙
界
」

の
描
写
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
銘
文
」
の
所
述
と
「
図
様
」
の
世
界
と
は     

”
大
ら
か
に
”
対
応
し
て
い
る
。
あ
の
「
南
画
」
の
よ
う
に
。
先
に
あ
げ
た        

「
青
蓋
鏡
」
の
場
合
以
上
に
、
こ
れ
こ
そ
”
南
画
的
対
応
“
の
手
法
で
は
あ
る

ま
い
か
。

も
う
一
つ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
梁
氏
が
こ
の
銅
鏡
（
A
）
に
つ
い

て
、
こ
と
に
「
相
符
号
せ
ず
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
事
実
は
逆
に

「
一
般
的
に
は
、『
銘
文
』
と
『
図
様
』
と
は
”
符
号
“
す
べ
き
も
の
」
と
い
う

原
則
論
の
存
在
、
そ
れ
を
ま
さ
に
明
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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 （
B
）
に
つ
い
て
。

右
に
引
用
し
た
、
梁
氏
の
解
説
文
の
前
半
（「
銘
文
中
に
…
…
怪
仙
が
い
な

い
」）
に
関
し
て
は
、
前
述
の
（
A
）
の
場
合
と
同
一
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
後
半
（「
昔
の
工
匠
は
銘
文
に
対
し
て
あ
ま
り
正
確
に
解
釈

し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
判
明
す
る
」）
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

そ
の
原
典
〈
漢
文
〉
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

「
古
工
匠
對
銘
文
之
多
不
求
甚
解
於
此
可
證
」

（
古
の
工
匠
、
銘
文
の
多
き
に
対
し
、
甚
だ
し
く
は
解
す
る
を
求
め
ず
。 

此
に
於
て
証
と
す
べ
し
。）

右
で
「
之
多
」
の
文
形
は
漢
文
（
古
典
）
で
は
珍
ら
し
い
。「
中
国
之
大
」（
中

国
が
大
き
い
こ
と
）「
包
括
在
費
用
之
内
」（
費
用
の
中
に
含
ま
れ
る
）（『
現
代

中
国
語
辞
典
』
香
坂
順
編
著
、
光
生
館
）
の
類
で
あ
ろ
う
。

次
に
、「
甚
解
」
と
こ
こ
で
呼
ん
で
い
る
の
は
、「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
を
、

一
つ
ひ
と
つ

0

0

0

0

0

、”
対
応　
“
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
解
法
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
の

「
桃
」
や
「
李
」
や
「
径
」
の
一
つ
ひ
と
つ
を
図
柄
（
山
水
画
）
の
中
に
”
見

つ
け
よ
う
“
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
こ
と
を
、

こ
こ
で
「
主
張
」
し
、
こ
の
銅
鏡
に
お
け
る
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
の
関
係
か

ら
、
そ
の
「
証
」
を
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
通
り
だ
。
何
の
疑

い
も
な
い
。

で
は
、
両
者
（
銘
文
と
図
様
）
の
間
に
は
、
何
の
関
係
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
図
様
」
に
は
、
梁
氏
の
解
説
に
し
た
が
え
ば
、

「
一
鹿
對
向
為
蟾
蜍
左
龍
右
虎
」（
一
鹿
、
対
向
し
て
蟾せ

ん
じ
ょ蜍

・
左
竜
・
右
虎

と
為
す
。）

と
さ
れ
て
い
る
。わ
た
し
た
ち
が
眼
前
に
し
て
い
る
の
は
写
真
で
あ
る
か
ら
、

必
ず
し
も
鮮
明
に
は
認
識
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
梁
氏
は
当
鏡
の
実
物
を
見
て

判
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
に
し
た
が
お
う
。

ま
ず
「
鹿
」
は
”
帝
位
の
た
と
え
“
に
も
用
い
ら
れ
る
吉
獣
で
あ
る
。

　

秦
、
其
の
鹿
を
失
い
、
天
下
共
に
之
を
逐お

う
。

　
　
　
　

集
解
に
曰
く
、
張
晏
曰
く
、
鹿
を
以
て
帝
位
に
喩
う
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

史
記
、
准
陰
侯
伝

次
に
「
蟾
蜍
」
は
”
ひ
き
が
へ
る
“
”
月
中
に
棲
む
ひ
き
が
へ
る
。
姮
娥
が

西
王
母
の
仙
薬
を
ぬ
す
み
月
中
に
走
っ
て
化
す
る
所
と
い
ふ
。
月
精
。
転
じ
て

月
を
い
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
橋
、
大
漢
和
辞
典

 「
左
竜
」「
右
虎
」
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
”
天
子
の
守
護
神 “
で
あ
る
。

 

「
銘
文
」
の
中
に
「
上
に
山
人
有
り
、
老
を
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
右
の
「（
聖
な
る
）
鹿
」
や
「
蟾
蜍
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
宜
孫
子
吉
」（
孫
子
の
吉
に
宜
し
）
と
言
っ
て
い
る
、
そ
の
背
景

に
は 

”
天
子
の
お
か
げ
“
あ
り
と
し
、
そ
の
た
め
に
「
左
竜
」「
右
虎
」
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
必
ず
し
も
「
唯
、神
仙
」
的
な
、「
非
、政
治
」

的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
の
対
応
と
相

関
に
よ
っ
て
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
梁
氏
の
解
説
の
よ
う
に
、「
一
字
と
一
画
の
対
応
」
と
い
う
よ
う
な 

”
四
角
四
面
“
の
対
応
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
、
そ
こ
に
か
え
っ
て
”
大
ら
か

な
“
対
応
が
存
在
す
る
。
ま
さ
に
、
後
代
の
「
南
画
」
的
手
法
の
先
縦
を
な
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

 　
　
　
　
　
　

十
六

本
稿
論
述
の
焦
点
を
要
約
し
よ
う
。

第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
に
お
い
て
典
型
と
さ
れ
て
き
た
諸

鏡
、「
海
東
鏡
」「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」「
景
初
三
年
鏡
（
神
原
神
社
古
墳
出
土
）」、

さ
ら
に
「
□
始
元
年
鏡
」
な
ど
に
つ
い
て
「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
は
、
対
応

し
、
一
定
の
相
関
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
”
緊
密
に
対
応
し
て
い
る
も

(36)の  

“（「
海
東
鏡
」「
徐
州
・
洛
陽
鏡
」   
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「
景
初
三
年
鏡
（
神
原
神
社
古
墳
出
土
）」「
□
始
元
年
鏡
（
柴
崎
古
墳
出
土
）」

な
ど
）
や
”
物
語
性
な
ど
の
付
加
を
行
っ
た
も
の
“（「
権
現
山
51
号
墳
、
2
号

鏡
」）
な
ど
の
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方

0

0

0

に
お
い
て
「
対
応
」

し
て
い
る
点
に
お
い
て
変
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
、「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
が
、
一
つ
ひ
と
つ
の
”
緊
密
な
対
応
“ 

で
は
な
く
、
よ
り
”
大
ら
か
な
対
応
関
係
“
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る「
三
角
縁
神
獣
鏡
」で
は
な
い
け
れ
ど
、「
青
蓋
鏡（
国
分
神
社
所
蔵
）」

や
「
青
銅
八
鳥
規
矩
鏡
」（
A
）　
「
三
羊
四
乳
禽
獣
帯
鏡
」（
B
）
な
ど
が
こ
れ

に
相
当
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
で
は
「
景
初
四
年
鏡
」（
京
都

府
広
峰
15
号
墳
出
土
）」
が
こ
れ
に
相
当
し
て
い
よ
う
。

こ
の
場
合
、「
銘
文
」
と
「
図
様
」
と
は
「
相
補
0

0

関
係
」
に
あ
る
。

第
三
に
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
の
は
「
鈕
孔
」
の
も
つ
問
題
性
で
あ
る
。 

従
来
は
「
円
形
な
い
し
ド
ー
ム
形
」
と
「
長
方
形
」
と
の
差
が
問
題
提
起
さ
れ

て
い
た
け
れ
ど
、
典
型
的
な
、
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
群
の
「
鈕
孔
」

を
克
明
に
観
察
し
、
撮
影
し
デ
ジ
タ
ル
解
析
を
加
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も 

事
実
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

代
っ
て
「
定
型
」（
円
形
・
ド
ー
ム
形
・
長
方
形
を
含
む
）
と
「
不
定
型
」           

（
よ
り
率
直
に
言
え
ば
「
乱
型
」）
と
の
差
が
重
大
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
に

至
っ
た
。

中
国
に
お
け
る「
室
内
美
術
品
」と
し
て
の
銅
鏡
の
場
合
、当
然
右
の 「
定
型
」

で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
左
右
、
見
る
側
に
よ
っ
て
「
鈕
孔
」
が
異
な

り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
”
一
口
で
表
現
し
が
た
い
形
“
す
な
わ
ち
「
乱
型
」
を

示
し
て
い
た
の
で
は
、
到
底
、
貴
族
の
日
用
品
と
し
て
の
資
格
を
欠
如
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
果
た
し
て
無
謀
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
人
間

の
平
明
な
理
性
と
通
常
の
常
識
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
列
島
内
の
使
用
方
法
、
す
な
わ
ち
「
太
陽
信
仰
の
祭
祀

の
場
に
お
け
る
祭
具
」
と
し
て
の
用
途
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
儀
場
に
お
い
て

は
、「
表
」（
反
射
面
）
が
上
に
向
け
ら
れ
、「
裏
」（
鈕
孔
の
あ
る
側
）
は
下
に

向
け
ら
れ
る
た
め
、
司
祭
者
側
・
参
列
者
側
に
と
っ
て
「
目
」
に
入
ら
な
い
。     

”
か
げ  

“
の
部
分
と
な
る
。
そ
の
た
め
、「
手
抜
き
」
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

第
四
、
も
う
一
つ
、
見
の
が
せ
ぬ
点
、
そ
れ
は
「
鏡
師
と
鋳
工
」
の
別
で
あ

る
。
中
国
か
ら
渡
来
し
た
「
鏡
師
」
の
”
責
任
範
囲
“
は
「
鏡
の
『
銘
文
』
と

『
図
様
』」
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
他
の
鋳
造
工
程
は
、
日
本
側
の
「
鋳
工
」
に
委

ね
ら
れ
た
。
そ
の
「
鋳
工
」
た
ち
は
、
当
の
銅
鏡
の
実
際
の
使
用
状
況
を
熟
知

し
て
お
り
、
た
め
に
「
鈕
孔
」
の
”
乱
雑
さ
“
に
は
「
神
経
質
」
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
鏡
師
と
鋳
工
と
の
落
差
」
と
い
う
観
点
を
導
入
し
な
け
れ
ば
、

こ
こ
に
現
わ
れ
た
「
二
つ
の
美
意
識
の
断
絶
0

0

」
を
説
明
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く

不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
は
、
当
然
な
が
ら
「
鈕
孔
作
製
技
術
」
の
有
無
0

0

が
根
底
に
存
在

す
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
森
博
達
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
「
韻
家
と
鏡
師
の
別
」
に
つ
い
て
の 

認
識
を
得
た
。
こ
れ
も
、「
鏡
師
」
の
み
が
中
国
か
ら
日
本
列
島
へ
渡
来
し
、    

「
韻
家
」
が
伴
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
問
題
を
暗
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
念
の
た
め
言
え
ば
、「
乱
型
」
の
場
合
、「
室
内
美
術
品
」
と
し
て

は
不
適
格
だ
け
れ
ど
、「
定
型
」
の
場
合
に
は
「
室
内
美
術
品
」
と
し
て
も
、     

「
儀
場
、祭
祀
品
」と
し
て
も
、双
方
と
も
有
効
で
あ
る
こ
と
、言
う
ま
で
も
な
い
。

鴨
都
波
遺
跡
出
土
の
四
銅
鏡
（
い
わ
ゆ
る
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」、
四
世
紀
半
ば

の
古
墳
出
土
）
な
ど
は
、
か
え
っ
て
「
鈕
孔
」
が
「
定
型
」
に
近
づ
い
て
い
る

こ
と
も
、
ま
た
、
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。
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第
五
、「
原
則
と
し
て『
銘
文
』と『
図
様
』と
は
対
応
し
、相
関
関
係
を
も
つ
」。

こ
の
平
明
な
道
理
が
従
来
の
「
三
角
縁
神
獣
鏡
研
究
史
」
に
お
い
て
、
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。

す
で
に
明
治
三
〇
年
代
か
ら
大
正
九
年
に
か
け
て
、
と
い
う
早
い
段
階

に 

お
い
て
、「
三
角
縁
神
獣
鏡

0

0

0

」
と
い
う
「
命
名
」
が
先
行
し
た
。
た
め
に
、          

「
図
様
」
の
内
容
を
”
一
概
に  

“「
神
仙
と
神
獣
」
類
と
限
定
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、一
方
の
「
銘
文
」
中
に
頻
出
す
る
「
世
俗
的
欲
望
」（「
保
子
宜
孫
」 

「
位
至
三
公
」
な
ど
）
の
文
言
と
到
底
「
対
応
」
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
両
者

を
バ
ラ
バ
ラ
に
理
解
す
る
こ
と
を
「
常
例
」
と
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
か

ろ
う
か
。

む
し
ろ
こ
れ
は
「
三
角
縁
神
獣
鏡

0

0

0

」
と
い
う
よ
り
は
「
三
角
縁
人
獣
鏡
」
と

呼
ぶ
べ
き
鏡
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 　
　
　
　
　
　

十
七

最
後
に
、
本
稿
論
述
の
指
向
す
べ
き
と
こ
ろ
に
ふ
れ
よ
う
。

一
に
、
三
角
縁
人
獣
鏡
は
「
国
産
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
舶
載
鏡
」
で
は

な
い
。

二
に
、
そ
れ
は
”
倭
人
の
み
“
に
よ
る
「
国
産
」
で
は
な
い
。
中
国
（
呉
地

を
含
む
）
か
ら
の
渡
来
鏡
師
が
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
、
日
本
列
島
内
で 

作
製
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
。

こ
の
点
、
す
で
に
わ
が
国
に
は
江
戸
時
代
以
来
の
研
究
史
が
あ
り
、
近
く
は

わ
た
し
自
身
が
「
海
東
鏡
」
を
中
心
対
象
と
し
て
、二
一
年
前
（
一
九
七
九
年
）

に
提
唱
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
年
後
、
王
仲
殊
氏
が
右
の
わ
た
し
の

テ
ー
マ
を
（
わ
た
し
の
名
を
あ
げ
ず
）
襲
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

以
後
あ
た
か
も
こ
れ
を
「
王
仲
殊
説
」
で
あ
る
か
に
扱
う
論
者
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
を
含
め
）が
続
出
す
る
に
至
っ
た(37)
。
不
見
識
で
あ
る
。
こ
の
点
、明
記
す
る
。

三
に
、
し
か
も
彼
ら
、
渡
来
鏡
師
は
、
単
に
「
中
国
内
、
常
套
の
文
面
」
や     

「
中
国
内
、
常
套
の
図
柄
」
を
”
飜
刻  

“
し
た
の
で
は
な
い
。
日
本
側
の
注
文

主
（
豪
族
）
の
「
要
望
」
や
「
祝
事
」
な
ど
に
応
じ
た
文
言
と
図
柄
を
刻
入
し

た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
は
、

 

「
日
本
列
島
内
の
早
期
金
石
文
群
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
、歴
史
上
、日
本
思
想
史
上
、ま
た
民
俗
学
上
、重
要
な
資
料
と
な
ろ
う
。

そ
れ
ら
が
従
来
は
ま
っ
た
く
「
研
究
資
料
」
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

そ
れ

を
「
舶
載
」
と
す
る
の
が
考
古
学
界
の
通
説
で
あ
り
、
日
本
歴
史
学
界
、
民
俗

学
界
も
ま
た
、
こ
の
通
説
に
し
た
が
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

四
に
、
以
上
に
よ
っ
て
「
三
角
縁
神
獣
鏡
＝
魏
鏡
」
説
が
否
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
当
然
、
真
の
「
魏
朝
か
ら
の
賜
遣
鏡
」
は
何
式
鏡
か
、
と
い
う 

問
題
に
当
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
当
然
「
漢
式
鏡
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う(38)
。

「
漢
式
鏡
」
は
、
早
く
は
糸
島
・
博
多
湾
岸
（
弥
生
時
代
）
を
中
心
に
分
布
し
、

お
そ
く
は
近
畿
（
古
墳
時
代
）
を
中
心
に
分
布
す
る
。

こ
の
後
者
を
”
採
択
“
し
て
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
、非
魏
鏡
、同
時
に
近
畿
『
邪

馬
台
国
』
説
」
と
い
う
、
屈
折
し
た
「
第
二
通
説
」
が
浮
上
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
回
答
は
平
明
で
あ
る
。「
倭
人
伝
に
書
か
れ
て

い
る
の
は
、
銅
鏡
（
一
〇
〇
枚
）
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
錦

0

0

0

（
絹
）
と
倭
国
錦

（
絹
）、
矛0

な
ど
」
で
あ
る(38)
。

こ
れ
ら
の
記
事
を
「
回
避
」
す
る
よ
う
で
は
、「
第
二
通
説
」
も
や
が
て
、
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か
つ
て
の
「
第
一
通
説
」（「
三
角
縁
神
獣
鏡
、
魏
鏡
説
」）
を
後
続
す
べ
き  

運
命
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
に
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
「
三
角
縁
人
獣
鏡
」
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
け

れ
ど
、「
銘
文
」
と
「
図
様
」
の
関
係
が
こ
の
様
式
鏡
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
、

言
う
ま
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
最
近
発
掘
さ
れ
た
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
（
奈
良
県
）
出
土
の
画
文
帯

神
獣
鏡
な
ど
も
、「
銘
文
」「
図
様
」
と
も
き
わ
め
て
優
れ
た
秀
鏡
で
あ
る
だ
け

に
、
好
個
の
研
究
対
象
と
な
ろ
う
。
改
め
て
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し

よ
う(39) 

。
末
尾
な
が
ら
、
当
研
究
の
た
め
に
、
多
く
の
諸
社
、
諸
機
関
、
諸
研
究
者
の

お
か
げ
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
を
明
記
し
、
感
謝
し
た
い
。
国
分
神
社
、
大
阪
府

教
育
委
員
会
、
大
阪
市
立
美
術
館
、
文
化
庁
、
島
根
県
八
雲
立
つ
風
土
記
の
丘

博
物
館
、
島
根
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
大
阪
府
弥
生
文
化
博
物
館
、
京
都

府
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
数
知
れ
な

い
。
ま
た
谷
本
茂
、
藤
田
友
治
の
両
氏
に
は
写
真
撮
影
、
デ
ー
タ
分
析
な
ど
で

お
か
げ
を
こ
う
む
っ
た
。

そ
し
て
樋
口
隆
康
氏
か
ら
は
、
京
都
大
学
在
任
中
以
来
、
変
ら
ぬ
御
教
示
を

賜
わ
り
、
感
謝
の
言
葉
も
な
い
。
対
立
す
る
異
説
に
対
す
る
寛
容
、
と
い
う
学

問
の
骨
髄
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
常
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
こ
こ
に
特

筆
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い(40)
。

 《
注
》

(1)　

他
に
も
、
西
田
守
夫
・
田
中
琢
・
近
藤
喬
一
・
安
本
美
典
・
小
山
田
宏

一
・
車
崎
正
彦
氏
な
ど
、
多
士
輩
出
し
て
い
る
。

(2)　

孔
祥
星
・
勅
一
曼
著
『
中
国
古
代
銅
鏡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四

年
刊
）・
孔
祥
星
著
『
中
国
銅
鏡

　
典
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
二
年
刊
）

(3)　

古
田
武
彦
・
原
田
実
・
安
藤
哲
朗
・
鬼
塚
敬
二
郎
・
兼
川
晋
・
木
佐
敬

久
・
木
下
治
代
・
木
村
千
恵
子
・
佐
野
郁
夫
・
高
田
か
つ
子
・
滝
口
茂
子
・
長

井
敬
二
・
服
部
良
雄
・
飛
鷹
泰
三
・
平
田
英
子
・
古
田
冷
子
・
吉
田
博
茂
。

(4)　

右
の
(2)
の
図
書
。

(5)　
「
八
星
鏡
」
の
名
称
は
当
初
の
新
聞
報
道
に
よ
る
。

(6)　
『
巌
窟
蔵
鏡
』
一
五
七
（
八
三
ぺ
ー
ジ
）

(7)　

同
右
一
三
〇
（
七
九
ぺ
ー
ジ
）

(8)　

同
右
一
二
七
（
七
九
ぺ
ー
ジ
）

(9)　

同
右
（
同
ぺ
ー
ジ
上
段
）

(10)　

茶
臼
山
古
墳
出
土
（
重
要
文
化
財
）

(11)　
「
徐
州
。
府
名
。
清
置
く
。（
中
略
）
故
治
は
江
蘇
省
銅
山
県
。」『
清
史

稿
、
地
理
志
』
に
よ
る
（
諸
橋
、
大
漢
和
辞
典
）。

(12)　

樋
口
隆
康
『
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
鑑
』
二
二
九
ぺ
ー
ジ
。

(13)　

鏡
師
（
韻
家
や
鋳
工
で
は
な
い
。
後
述
）

(14)　

梁
上
椿
『
巌
窟
蔵
鏡
』（
三
九
三
・
三
九
四
・
三
九
五
・
三
九
六
・
三
九
八

な
ど
）。

(15)　

同
右
（
三
九
〇
・
三
九
三
）

(16)　

兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
（
一
九
九
一
年
三
月
、『
権
現
山
51
号
墳
』
刊

行
会
）
編
集
近
藤
義
郎
、
編
集
協
力
冨
田
和
気
夫
、
執
筆
近
藤
義
郎
以
下

二
十
一
名
。

(17)　

こ
の
二
号
鏡
は
、小
林
行
雄
氏
の
同
笵
鏡
目
録
の
一
〇
番
に
該
当
す
る
。

香
川
県
大
川
郡
寒
川
町
石
井
奥
3
号
墳
、
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
大
塚
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山
古
墳
、静
岡
県
磐
田
市
二
之
宮
連
福
寺
古
墳
、群
馬
県
藤
岡
市
三
本
木
（
伝
）、

泉
屋
博
古
館
蔵
23
号
鏡
、
同
24
号
鏡
の
同
笵
鏡
が
知
ら
れ
て
い
る
。（
右
の
(16)

に
よ
る
）

(18)　

王
仲
殊
著
『
三
角
縁
神
獣
鏡
』（
学
生
社
）「
七
面
の
『
陳
是
鏡
』
と
そ

の
銘
文
」（
二
一
二
ペ
ー
ジ
）
そ
の
他
。

(19)　

右
著
も
、
こ
の
立
場
で
あ
る
。

(20)　

王
仲
殊
氏
は
、
こ
の
「
繕
」
字
を
以
て
「
名
」
と
同
一
と
見
な
し
た
上

で
、「
要
す
る
に
、
こ
こ
で
の
『
名
』
と
は
一
つ
の
動
詞
で
あ
り
、
そ
の
意
味

は
財
産
や
物
品
を
自
分
の
所
有
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
『
占
有
』
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。（
右
著
二
一
五
ぺ
ー
ジ
）

 

「
繕
」
字
を
王
仲
殊
氏
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
で
も
、「
図
様
」
と
の
関
係

に
大
異
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
王
説
の
場
合
、「『
銘
文
』
の
銘
刻
者
は
、な
ぜ
『
有
之
』
と
か
『
保
之
』

と
い
っ
た
、
通
例
の
、
誤
解
し
よ
う
の
な
い
文
字
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
。」

と
い
う
疑
問
が
若
千
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(21)　

王
仲
殊
氏
が
こ
の
理
解
を
示
さ
れ
た
（
右
著
二
一
五
ぺ
ー
ジ
）。

(22)　

不
二
井
伸
平
氏
（
古
田
史
学
の
会
）
に
よ
る
。

(20)　

こ
の
文
の
前
に
、
森
氏
は
香
川
県
多
度
津
町
西
山
古
墳
出
土
鏡
の
銘
文

を
引
文
し
、
こ
の
文
が
韻
を
踏
ま
ず
、
魏
の
詩
人
が
こ
の
鏡
銘
を
見
れ
ば
、「
押

韻
を
誤
っ
た
拙
劣
な
銘
文
と
嘲
笑
う
で
し
ょ
う
。」
と
評
さ
れ
た
。
そ
の
銘
文

は
次
の
よ
う
だ
。

　

 「
張
氏
作
竟
真
大
巧
、
上
有
仙
人
赤
松
子
、
師
子
僻マ

マ

邪
世
少
有
、

　
　

渇
飲
玉
泉
飢
食
棗
、
生
如
金
石
不
知
老
。（
師
は
獅
の
略
字
）」

右
は
先
述
の
「
権
現
山
51
号
墳
の
二
号
鏡
」
と
同
類
の
銘
文
で
あ
る
。

(24)　

福
永
氏
の
所
論
を
引
用
す
る
。

「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鈕
孔
の
ほ
と
ん
ど
が
長
方
形
手
法
で
統
一
さ
れ
て 

い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
限
定
さ
れ
た
工
房
で
大
量
製
作
さ
れ
た
経
緯
を 

う
か
が
う
に
十
分
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き

た
よ
う
な
諸
特
徴
を
呉
の
鏡
に
求
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
魏
鏡
に
求
め
る

よ
り
は
る
か
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。」

　
　
　
　
　
（
四
九
ぺ
ー
ジ
上
段
）

氏
は
倭
人
伝
の
「
銅
鏡
百
枚
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
筆
者
は
、
こ
の
銅
鏡
百
枚
が
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
し
て
こ
れ
ら 

方
格
規
矩
鏡
な
ど
を
少
数
含
む
鏡
群
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
が
、  

公
孫
氏
の
勢
力
下
で
銅
鏡
製
作
を
行
っ
て
い
た
工
人
集
団
が
、
公
孫
氏 

滅
亡
後
、魏
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
、卑
弥
呼
下
賜
用
の
鏡
製
作
に
あ
た
っ

た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。」
論
文
注
《
32
》

さ
ら
に
氏
は「
工
人
渡
来
説
」を「
仿
製
段
階
」に
至
っ
て
認
め
よ
う
と
す
る
。

「
仿
製
の
初
期
の
段
階
に
大
陸
か
ら
工
人
が
渡
来
し
て
そ
の
技
術
を
直
接

指
導
し
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
三
角
縁
神
獣
鏡
を
製
作
し
た
可
能
性
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
北
方
系
の
工
人
で
あ
る
。」
論
文
注
《
36
》

「
長
方
形
」
と
い
う
鈕
孔
形
態
が
「
仿
製
」
段
階
に
な
っ
て
も
“
継
続
“
し

て
い
る
と
い
う
観
察
に
立
っ
た
、
大
胆
な
推
定
で
あ
る
が
、
す
で
に
「
三
角

縁
神
獣
鏡=

魏
鏡
」
説
に
立
つ
氏
で
あ
る
だ
け
に
、
な
ぜ
い
ま
さ
ら
、
こ
の

期
（「
仿
製
」
段
階
）
に
お
よ
ん
で
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
、
避
け
が

た
い
。

要
は
、
王
仲
殊
説
の
よ
う
な
「
唯0

、
呉
鏡
」
系
列
説
に
対
す
る
反
論
に   

の
み 

”
目
を
奪
わ
“
れ
、
王
説
に
対
す
る
「
先
行
説
」
と
し
て
の
、
わ
た
し

の
立
論
（
一
方
で
「
北
方
（
洛
陽
→
楽
浪
→
日
本
列
島
）
経
由
」、
他
方
で       

「
直
通
（ 

呉
地
→
日
本
列
島
）」
の
統
合
0

0

説
。『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』〈 

朝
日
新
聞
社
〉）
を
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
な

す
こ
と
、
は
た
し
て
酷
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
研
究
が
銅
鏡
研
究
上
の
一
生
面

を
切
り
開
い
た
だ
け
に
惜
し
ま
れ
る
。

福
永
氏
論
文
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
系
譜
と
性
格
」（
考
古
学
研
究
、
第
38
巻
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第
1
号
、
一
九
九
一
年
六
月
）
右
の
引
用
は
、
当
論
文
に
よ
る
。
な
お
「
三

角
縁
神
獣
鏡
製
作
技
法
の
検
討—

—

鈕
孔
方
向
の
分
析
を
中
心
と
し
て—

—

」

（
考
古
学
雑
誌
、
第
78
巻
第
１
号
、
平
成
四
年
九
月
）
他
、
考
古
学
研
究
（
第

41
巻
第
1
号
）、
長
岡
京
文
化
論
叢
II
、
な
ど
に
一
連
の
論
文
を
発
表
し
て
い

る
。(25)　

大
林
芳
雄
氏
（
京
都
市
下
京
区
東
洞
院
通
仏
光
寺
上
ル
）
に
よ
る
。「 

ひ
も
」
の
専
門
家
。

(26)　

出
雲
に
お
い
て
二
種
類
の
「
×
印
」
が
出
土
し
た
。
一
方
は
、
銅
矛
（ 

出
雲
矛
。
従
来
は「
銅
剣
」と
呼
ば
れ
て
き
た
。
高
橋
健
自
の「
命
名
」に
よ
る)

。

こ
れ
も
「
命
名
先
行
」
の
一
例
で
あ
る
。
別
述
〈『
古
代
史
の
未
来
』〉)

の
凸

出
部
で
あ
る
（
荒
神
谷
出
土
）。
他
方
は
、
銅
鐸
の
鈕
部
付
近
（
加
茂
岩
倉
）。

両
者
の
「
×
」
は
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
（
荒

神
谷
の
出
雲
矛
）
は
製
作
技
術
者
自
身
に
と
っ
て
の
「
心
覚
え
」
に
す
ぎ
ず
、

木
の
柄
を
”
は
め
た
“
状
態
で
は
、
人
目
に
つ
か
な
い
。
儀
場
の
参
列
者
は

も
と
よ
り
、
使
用
者
自
身
に
も
、
通
例
は
気
付
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、”
外
目 “
に
ハ
ッ
キ
リ
判
明
す
る
形
の
後
者
（
加
茂
岩
倉
の
銅
鐸
）

の
場
合
と
は
、外
見
は
同
じ「
×
印
」で
も
、そ
の「
目
的
」は
ま
っ
た
く
異
な
っ

て
い
る
。

前
者
（
荒
神
谷
の
出
雲
矛
）
の
「
×
印
」
は
、位
置
も
、筆
跡
も
、き
わ
め
て
”

恣
意
的
“
で
あ
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
表
か
ら
は
見
え
な

い
位
置
」
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
、一
種
の
「
手
抜
き
」
と
も
言
い
え
よ
う
。

こ
の
点
、
今
回
の
「
鈕
孔
」
問
題
と
共
通
し
て
い
る
。

(27)　

逆
は
必
ず
し
も
真
な
ら
ず
、
の
た
と
え
通
り
の
「
鈕
孔
」
が
「
定
型
」

で
あ
る
か
ら
、「
室
内
美
術
工
芸
品
」
用
に
限
る
。「
戸
外
祭
祀
」
用
に
は
使

い
え
な
い
。—

—

こ
う
い
う
命
題
の
成
立
し
な
い
こ
と
、
当
然
で
あ
る
。

(28)　

注
(14)
参
照
。

(29)　

中
国
で
も
日
本
列
島
に
も
出
土
す
る
「
画
文
帯
神
獣
鏡
」
に
も
、
こ
の

「
模
鋳
鏡
」
問
題
が
あ
り
、
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
な
す
（
別
述
）。

(30)　

樋
口
隆
康
『
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
鑑
』、
田
中
琢
『
古
鏡
』（
講
談
社
）
な

ど
参
照
。

(31)　

ホ
ケ
ノ
山
出
土
鏡
な
ど
。

(32)　

狂
歌
で
も
、
い
ず
れ
の
下
の
句
に
も
”
つ
き
“
う
る
も
の
に
「
そ
れ
に

つ
け
て
も
金
の
ほ
し
さ
よ
」
あ
り
、
と
さ
れ
る
。
人
が
貨
幣
経
済
の
中
に
住

む
こ
と
の
一
証
か
も
し
れ
ぬ
。

(33)　

笠
野
毅
「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
語
る
」（『
古
代
を
考
え
る
、
邪
馬
台
国
』

吉
川
弘
文
館
）、「
虹
の
光
輪
」（
多
元
Vol
．
28
）
参
照
。

(34)　

中
国
内
部
の
「
石
刻
」「
瓦
刻
」
に
お
い
て
「
一
年
誤
差
」
の
例
を
あ
げ
、

そ
れ
を
”
根
拠
“
に
し
て
「
景
初
四
年
鏡
、
中
国
製
」
説
を
弁
護
し
よ
う
と

す
る
論
説
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
日
本
列
島
内
で
も
、「
近
畿
天
皇
家
の
年
号
」
の
み
な
ら
ず
「
九
州
年
号
」

の
「
一
年
誤
差
」「
三
年
誤
差
」
な
ど
は
多
い
。
文
書
・
年
号
研
究
上
の
”
常

識
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
あ
の
広
大
な
中
国
内
部
に
存
在
し
て
当
然
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、「
天
子
か
ら
の
賜
遺
鏡

0

0

0

」
に
お
い
て
、
ま
た
「
尚
方
」
な
ど

魏
の  

官
公
房

0

0

0

の
中
に
お
い
て
、
存
在
し
な
い
「
景
初
四
年
」
な
ど
の
生
ず
べ

き
道
理
は
や
は
り
な
い
の
で
あ
る
。

(35)　

イ
ギ
リ
ス
の
ぺ
ン
ト
リ
ス
に
よ
る
解
読
（
一
九
五
三
年
）。

(36)　

こ
の
ケ
ー
ス
で
も
「
笠
松
形
文
様
」
の
ご
と
き
も
の
は
、”
特
に
“  

銘
文
中
に
は
現
わ
れ
な
い
け
れ
ど
、「
貴
人
」
に
関
す
る
内
実
で
あ
る
こ
と
は
、

「
銘
文
」
中
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

(37)　
「
王
仲
殊
説
の
行
方
」（『「
君
が
代
」
を
深
く
考
え
る
』
五
月
書
房
）
こ

の
論
文
に
は
中
嶋
嶺
雄
に
よ
る
中
国
訳
（
小
冊
子
）
が
あ
る
。

(38)　
『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』（
朝
日
新
聞
社
刊
）
参
照
。
な
お
従
来

の  「
考
古
学
編
年
」
を
絶
対
視
す
べ
き
で
は
な
く
、逆
に
「
出
土
遺
物
」
と
「 
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三
国
志
の
魏
志
倭
人
伝
内
の
『
物
』（
鏡
・
絹
・
矛
な
ど
ご
と
の
対
応
0

0

を
以
て
、

新
た
な
編
年
の
基
礎

0

0

0

0

0

と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
川
端
俊
一
郎
氏
も
、

日
本
の
考
古
学
界
に
対
し
て
反
省
を
う
な
が
し
て
お
ら
れ
る
。（「
倭
国
の
市

と
大
和
の
市
」
北
海
学
園
大
学
経
済
論
集
、
第
43
巻
、
第
3
号
、
一
九
九
五

年
一
二
月
）。

(39)　

な
お
本
稿
で
扱
っ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
や
各
種
銅
鏡
と
は
別
に
、「
改
鋳
」

「
模
鋳
」
に
属
す
る
も
の
少
な
し
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
大
阪
府  

黄
金
塚
古
墳
出
土
の
「
景
初
三
年
鏡
」（
画
文
帯
神
獣
鏡
）
も
、
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
の
種
の
「
後
鋳
鏡

0

0

0

」
を
”
出
発
点
“
と
し
て
「
銘
文
」
と
「
図
様
」

の
関
係
を
論
じ
は
じ
め
る

0

0

0

0

と
す
れ
ば
、
大
き
な
錯
失
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら 

こ
れ
ら
「
後
鋳
0

0

鏡
」
で
は
、し
ば
し
ば
「
銘
文
」
や
「
図
様
」
が
”
崩
さ
れ
“
て
、

た
め
に
両
者
の
関
係
も
ま
た
”
崩
れ
て
“
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
深

い
注
意
を
要
し
よ
う（
滋
賀
県
、大
岩
山
古
墳
出
土
鏡
も
同
じ
）。
こ
れ
ら
の
点
、

詳
述
の
機
を
え
た
い
。

(40)　

研
究
史
上
、
注
目
す
べ
き
位
置
に
あ
る
の
は
、
小
野
山
節
氏
「
三
角
縁

神
獣
鏡
の
傘
松
形
に
節
・
塔
二
つ
の
系
譜
」（
郵
政
考
古
紀
要
、通
巻
第
三
六
冊
、

一
九
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
。
大
阪
中
央
郵
便
局
私
書
箱
九
五
一
号
）で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
傘
松
形
文
様
」
の
大
多
数
を
「
法
華
経
」
の
「
仏
塔
」
に
由
来

す
る
も
の
、
と
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
三
角
縁
人
獣
鏡
（
い
わ
ゆ
る
「
三
角

縁
神
獣
鏡
」）
の
「
銘
文
」
中
に
は
法
華
経
や
仏
塔
や
仏
経
思
想
に
関
す
る
章

句
は
、
ま
っ
た
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
周
知
の
ご

と
く
で
あ
る
。「『
銘
文
』と『
図
様
』と
は
対
応
せ
ず
」と
す
る
、”通
説
派 “
に

よ
る
研
究
史
上
の
、
一
到
達
点
を
し
め
す
労
作
で
あ
ろ
う
。

 〈
補
論
〉

三
角
縁
人
獣
鏡
で
は
な
い
け
れ
ど
、
最
初
の
年
号
鏡
と
し
て
論
及
さ
れ
る
こ

と
の
多
い「
青
龍
三
年
鏡
」（
方
格
規
矩
四
神
鏡
。
京
都
府
大
田
南
5
号
墳
出
土
。

ま
た
大
阪
府
高
槻
市
安
満
宮
山
古
墳
出
土
、
は
同
型
〈
も
し
く
は
同
類
〉
鏡
）

に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

「
銘
文
」

「
青
龍
三
年　

顔
氏
作
竟
成
文
章　

左
龍
右
虎
辟
不
詳　

朱
爵
玄
武
顧
陰
陽

　

八
王
九
孫
治
中
央　

壽
如
金
石
宜
侯
王
」

内
区
に
十
二
支
（
一
部
、
不
鮮
明
）。

右
に
対
し
、「
図
様
」
に
お
い
て
は
八
匹
の
霊
獣
が
描
か
れ
て
い
る
。
図
案

と
し
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、「
銘
文
」
の
霊
獣
四
匹
が
”
雌
雄
“
の

形
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
左
龍
右
虎
」（a）
に
対
し
て「
不
詳（
＝
祥
）

を
辟
（
＝
避
）
く
」
と
言
い
、「
朱
爵
（
＝
雀
）
玄
武
」

（b）
に
対
し
て
「 

陰
陽

を
顧
る
」
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
漢
文
と
し
て
の
成
句
法
で
あ
り
、

述
語
部
分
（「
辟
不
詳
」「
顧
陰
陽
」）
は
、

（a） 

（b）
を
共
に
“
受
け
“
て
い
る
こ

と
、
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
匹
の
霊
獣
に
は
す
べ
て
「
陰
陽
」（
雌
雄
）

あ
り
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
銘
文
」
内
容
が
「
図
様
」
の
中
に

明
晰
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、中
央
の
方
部（
正
方
形
の
区
画
）の
中
に
十
二
支
が
記
さ
れ
て
い
る
。

鈕
部
を
「
中
心
」
と
し
、「
天
子
の
座
と
そ
の
配
下
の
周
辺
世
界
（
天
下
）」
を

象
徴
（
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
）
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
銘
文
」
に
言
う
「 

八
王
九
孫
、
中
央
に
治
す
」
の
一
節
と
対
応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
中
央
」

は
「
天
子
を
中
心
と
す
る
朝
廷
」
を
し
め
し
、
そ
れ
に
連
な
る
顕
宮
・
顕
職
を

願
っ
た
章
句
で
あ
る
。「
図
様
」
も
、
そ
の
よ
う
な
「
銘
文
」
内
容
と
対
応
さ

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
壽
は
金
石
の
如
く
」「
侯
王
に
宜
し
」
と
い
う
常
套
句
も
、
こ
の
「
図
様
」

の
も
つ
構
成
の
全
体
と
相
呼
応
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
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も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
「
銘
文
と
図
様
の
対
応
度0

」
は
、
梁
氏
も
指
摘
し

て
い
た
よ
う
に
、
決
し
て
一
律
で
は
な
い
。
濃
淡
、
千
差
万
別
で
あ
り
、
中
に

は 
”
簡
化
“
”
乱
雑
“
に
流
れ
て
い
る
も
の
も
、
必
ず
し
も
少
な
し
と
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
い
わ
ゆ
る
「
後
鋳
鏡
」「
模
鋳
鏡
」
に
至
っ
て
は
、

一
層
は
な
は
だ
し
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、そ
の
「
根
本
原
則
」
は
、あ
く
ま
で
両
者
（「
銘
文
」
と
「
図
様
」）

の
対
応
に
あ
り
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
に
「
鏡
面
全
体
」
が
構
成
0

0

さ
れ
て
い
る

こ
と
、
こ
の
一
事
を
見
失
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
点
、
決
し
て

ひ
と
り
三
角
縁
人
獣
鏡
に
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
当
鏡
の
鈕
孔
に
つ
い
て
写
真
撮
影
（
写
真
7
・
8
）
と
デ
ジ
タ
ル    

解
析
を
行
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
「
不
定
型
（
乱
型(1)

）」
で
あ
り
、
中
国
製
の        

「
室
内
美
術
工
芸
品
」
と
し
て
の
用
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
や
は
り    

「
太
陽
信
仰
な
ど
の
儀
礼
」
の
た
め
の
銅
鏡
、
す
な
わ
ち
「
国
産
」
で
あ
る
、

と 

言
う
他
は
な
い
。

右
の
研
究
調
査
を
実
施
・
協
力
し
て
下
さ
っ
た
谷
本
茂
・
藤
田
友
治
氏
に 

感
謝
す
る
と
共
に
、
同
調
査
を
受
け
い
れ
て
下
さ
っ
た
高
槻
市
教
育
委
員
会
、

京
都
府
竹
野
郡
丹
後
町
教
育
委
員
会
の
寛
容
に
厚
く
礼
を
述
べ
た
い
。
こ
と
に

松
本
高
志
氏
（
高
槻
市
教
育
委
員
会
）
の
御
厚
志
に
深
謝
す
る
。

《
注
》

(1)　

こ
の
青
龍
三
年
鏡
「
様
式
」
の
鈕
孔
に
対
し
て
は
、
す
で
に
福
永
伸

哉
氏
の
論
文
に
お
い
て
「
模
式
」
化
し
て
掲
示
さ
れ
て
い
る
（
考
古
学
研
究
、

八
三
～
一
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
〇
年
七
月
一
〇
日
稿
了
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鈕孔 : 孔の断面形状が一様でない。方格内文字「官」側から見た孔を (A)、「宜」側から
見た孔を (B) とすると、(A) の最外部の寸法は高さ約 6 ㎜、幅最大約 9 ㎜のくずれ
た方形状の断面であり、上辺に比べて下辺が短い逆台形に近い形になっている。一
方 (B) の最外部断面はきれいな方形に近い形をしており、側面はやや樽型に湾曲し
ている。高さ約 6.5 ㎜、最大幅約 8 ㎜、上下両辺は約 ８ ㎜である。［添付の図面
を参照のこと］孔の貫通状態は一様ではなく、中央部で狭くなっており、その断面
も角がとれた方形に近い形状（高さ約 3.5 ㎜、幅約 5 ㎜）である。孔の内表面の
凹凸が製作時からのものか、酸化物あるいは付着物によるものか目視では定かでは
ない。鈕表面の仕上がりはあまり良くない。

 
（3）三角縁四神四獣鏡［「新作・・・子孫」銘］

鏡面直径 : 232 ㎜
銘文 : (60 文字　右回り ) 新作明竟幽耕三剛銅出徐州師出洛陽彫文刻鏤皆作文章配得君子

清而且明左龍右虎轉世有名獅子辟邪集曾并王父王母游戯聞□□
□宜子孫  
( 長 ?)

鈕の直径　 : 37 ㎜
鈕座の外径 : 51 ㎜ ( 鈕座の内径 : 42 ㎜ )
鈕の高さ　 : 鈕座面より鈕頂まで約 15.5 ㎜
鈕と縁の高さとの関係 : 三角縁頂上面を水平基準として、鈕頂が約 2.5㎜上に出る(高い）。
鈕孔 : 孔の断面形状が一様でない。銘文「集會」側から見た孔を (C)、「師出洛陽」側か

ら見た孔を (D) とすると、(C) の最外部の寸法は高さ約 5 ㎜、幅最大約 12 ㎜の
ややくずれた方形状の断面であり、上辺に比べて下辺が短い逆台形に近い形にな
っている。側面は糸巻き状に内に湾曲している。断面上辺は約 12 ㎜、中央部が
約 8.5 ㎜、下辺が約 9.5 ㎜となっている。一方 (D) の最外部断面は上からつぶさ
れた様な逆三角形に近い形にくずれており今回調査した三枚の鏡の鈕孔で最も歪
んだ形状になっている。高さ約 3.5 ㎜、最大幅は約 8 ㎜である。孔の周囲には損
耗部分があり、その最大幅は約 13 ㎜となっている。［添付の図面を参照のこと］ 
孔の貫通状態は一様ではなく、中央部で狭くなっており、その断面は角のとれた方
形状（高さ約 3.5 ㎜、幅約 5 mm）にくずれている。孔の内表面の凹凸が製作時
からのものか、酸化物あるいは付着物によるものか目視では定かではない。鈕表面
の仕上がりは良好である。
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国分神社蔵三銅鏡の鈕　　調査概要
1999 年 8 月　　古田武彦　藤田友治　谷本茂

　国分神杜、大阪府教育委員会、大阪市立美術館のご協力を得て、1999 年 7 月 28 日に
国分神杜蔵の三枚の銅鏡を大阪市立美術館にて実見・調査したので、主に鈕に関して、そ
の概要を報告する。

　調査当日は、久米雅雄氏（大阪府教育委員会事務局、文化財保護課 芸術文化係 主査）
と大重薫子氏（大阪市立美術館 研究副主幹）の立会いのもと、古田、藤田、谷本の三人
が目視・写真撮影・ビデオ撮影・寸法測定を実施した。

（1）平縁盤龍鏡［「青蓋作」銘］

鏡面直径　 : 141 ㎜
銘文 : (42 文字 右回り ) 青蓋作竟四夷服多賀國家人民息胡虜殄威天下復風雨時節五穀熟長

保二親得天力傳告后世楽母極
鈕の直径　 : 25 ㎜
鈕座の外径 : 33 ㎜
鈕の高さ　 : 鈕座面より鈕頂まで約 15 ㎜
鈕と縁の高さとの関係 : 平縁面を水平基準として鈕頂が 5.5 ㎜上に出ている（高い）。
鈕孔 : 最外部の寸法は高さ約 6 ㎜、幅約 8 ㎜のアーチ状の断面であり、ほぼ同寸法の

断面形状で貫通している。中央部でも高さ 5 ㎜、幅 7 ㎜の断面形状を維持して
おり、きれいな「かまぼこ」状の孔になっている。［添付の図面を参照のこと］ 
鈕孔表面の仕上がりも良好である。

（2）三角縁四神二獣鏡［「吾作・・・海東」銘］

鏡面直径 : 223 ㎜
銘文 : (20 文字 左回り　字間に小乳 ) 吾作明竟真大好浮由天下□四海用青同至海東
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 赦 ?)
　　  ( ４文字　右回り　方格内 ) 　　君宜高官
鈕の直径　　: 37 ㎜
鈕座の外径 : 52 ㎜ ( 鈕座の内径 : 42 ㎜ )
鈕の高さ　 　: 鈕座面より鈕頂まで約 15 ㎜
鈕と縁の高さとの関係 : 三角縁頂上面を水平基準としてみると、鈕頂がちょうど隠れる。
　　　　　　　　　　　つまり三角縁の頂と鈕頂とはほぼ同じ高さになっている。

調 査 概 要 1
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島根県神原神社古墳出土「景□三年」銘銅鏡の鈕　調査概要
2000 年 6 月　古田武彦　藤田友治　谷本茂

　文化庁、大阪府立弥生文化博物館 ( 金関恕館長 ) のご協力を得て、2000 年 6 月 2 日に
島根県神原神杜古墳出土の「景□三年陳是作」銘 三角縁同向式神獣鏡を和泉市池上町の
弥生文化博物館調査室にて実見・調査したので、主に鈕に関して、その概要を報告する。

銅鏡の概略

鏡面直径　 : 230 ㎜　　　1 　　　　6 　　　　11　　　　16　　　20　
銘文 : (41 文宇 左回り ) 景□三年陳是作鏡自有□述本是亰遁杜□□出
　　　　　　　　　　　　初？　　　　　　　経？　　　　　地命？？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 之 ) に近い
　　　　　　　　　　　21　　　26　　　　　31　　　　36　　　　41　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　吏人繕之位至三公母人繕之保子冝孫壽如金石兮

鈕の直径　 : 36 ㎜
鈕座の外径 : 47 ㎜
鈕座の内径 : 38 ㎜
鈕の高さ : 鈕座面より鈕頂まで約 15 ㎜
鈕と縁の高さとの関係 : 三角縁頂上面を水平基準とし鈕頂が 2 ㎜上に出ている ( 高い )。
鈕孔 : 孔の断面形状が一様でない。銘文の「景□三年」側から見た孔を (A)、「吏人繕之」

の側から見た孔を (B) とすると、(A) の最外部の寸法は高さ約 4.5 ㎜、幅最大約 
11 ㎜の少し傾いた方形状の断面であり、右辺に比べて左辺がやや短い台形に近い
形になっている。孔の周縁部の処理は比較的きれいである。一方 (B) の最外部断面
は崩れた方形状で楔に近い形になっている。高さ約 5.5mm( 最長 )、上辺の最大幅
は約 11.5mm で、下辺の底部は幅約 4mm である。鈕孔のくずれは腐食や損壊で
はなく製作当初からの形と思われる。現状の孔は貫通状態を保っている。 
[ 添付の図面を参照のこと ] 
鈕表面の仕上がりはあまり良くない。 

調 査 概 要 2

人獣画像 : 像が鮮明ではなく写真による識別は困難な部分が多い。調査当日、熟視観察を
行い、従来の理解で不明な部分を個々に調査した。画像については別途報告す
る予定である。



　　47　 三角縁神獣鏡の史料批判

「青龍三年」銘銅鏡二種の鈕について　調査概要
2000 年 8 月　古田武彦　藤田友治　谷本茂

　安満宮山古墳（大阪府高槻市）出土の「青龍三年」銘のある方格規矩四神鏡 ( 2 号鏡 ) と、
それと同型鏡とみなされている大田南５号墳（京都府）出土の銅鏡について、実見調査の
機会を得たので、主に鈕に関して概要を報告する。

銅鏡の概略

二種の銅鏡は、寸法、銘文、文様などの特徴が殆ど同じであり、一応「同型鏡」とみなし
ても大きな問違いではないであろう。ただし、銘文の字体や文様の仕上げ加工の仕方には
微妙な差も観察されるので、完全な同型鏡かどうかは今後の詳細な検討を経て確定すべき
である。形状の著しい相違は鈕孔の位置（方向）であり、銘文の配置に対して各々約 90 
度異なる向きに鈕孔があいている。

鏡面直径 : 174 ㎜

銘文 : (39 文字 右回り )　   1 　　　 5 　　　　 10　　　　 15　　　　20
　　　　　　　　　　　　●青龍三年顔氏作竟成文章左龍右虎辟不詳朱爵
　　　　　　　　　　　　　　　　  25　　　　30　　　　35　　　39
　　　　 　　　　　　　　 玄武順陰陽八子九孫治中央壽如金石冝矦王

安満宮山古墳出土鏡の「龍」第一文字は旁が「大」に近い異体字。第二文字の旁は「尤」
に近い異体字である。
大田南 5 号墳出土鏡の「龍」第一文字は旁が「犬」あるいは「尤」に近い異体字。第二
文字は『尤」あるいは「尤」に近い異体字である。

鈕の直径　 : 約 30 ㎜
鈕座の外形 : 約 36 ㎜
鈕座の内径 : 約 34.5 ㎜
鈕の高さ　 : 鈕座面より鈕頂まで約 8 ㎜、鈕座面の高さは約 1 ㎜。
鈕孔 : 各々の鈕孔の方向は約 90 度異なる。 

安満宮山古墳出土鏡の鈕孔は銘文の「作竟」側（A とする）と「陰陽」側（B とする）
とに向いて開けられている。大田南 5 号墳出土鏡は「右虎」側（C とする）と「如
金」側（D とする）とに向いて開けられている。どの孔も長方形あるいは逆台形
に近い断面であるが、鈕の表面の仕上りに比べて開孔部分の縁処理は雑である。

調 査 概 要 ３
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大
田
南
5
号
墳
（
京
都
府
）
か
ら
出
土
し
た
「
青
龍
三
年
」
銘
の
あ
る
方
格

規
矩
四
神
鏡
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
型
鏡
と
言
わ
れ
て
い
る
安
満
宮
山
古
墳
（ 

大
阪
府
高
槻
市
）
か
ら
出
土
し
た
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
は
通
常
の
中
国
出
土
の

類
鏡
と
比
較
し
て
際
立
っ
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
Ｔ
Ｌ
Ｖ
紋
様
の
Ｌ
字
形
が 

通
例
の
も
の
と
異
な
り
、
˩
で
は
な
く
Ｌ
の
形
状
で
あ
る
（
Ｔ
字
形
を
正
立
の

位
置
か
ら
そ
の
上
の
Ｌ
字
形
を
見
て
）
こ
と
と
、
鈕
孔
の
向
き
が
方
格
の
辺
の

向
き
と
同
じ
方
向
（
あ
る
い
は
直
角
方
向
）
で
は
な
く
方
格
の
対
角
線
方
向
で

あ
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
上
記
二
面
の
鏡
は
紋
様
や

銘
文
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鈕
孔
の
向
き
は
約
九
〇
度

異
な
っ
て
い
る
。

　

鈕
孔
の
向
き
と
Ｌ
字
形
の
向
き
に
注
目
し
て
、
改
め
て
今
ま
で
に
出
土
し
て

い
る
方
格
規
矩
鏡
を
整
理
し
て
み
た
の
が
本
稿
末
の
表
「
方
格
規
矩
式
銅
鏡
の

形
式
」
で
あ
る
。
兵
庫
県
立
図
書
館
蔵
お
よ
び
私
蔵
の
手
近
な
資
料
を
と
り
あ

え
ず
ま
と
め
て
み
た
。
鈕
孔
の
向
き
が
明
確
に
判
別
可
能
な
写
真
資
料
を
も
と

に
、
上
記
二
面
を
除
い
て
計
一
〇
二
面
の
方
格
規
矩
式
鏡
を
紙
上
調
査
し
た
。

　
　

鈕
孔
の
向
き

　

通
例
は
方
格
の
辺
に
対
し
て
同
じ
向
き
（
あ
る
い
は
見
方
を
変
え
れ
ば
直
角

方
向
）に
鈕
孔
が
貫
通
し
て
い
る
。
方
格
の
中
に
十
二
辰
の
銘
が
あ
る
も
の
は
、

午　
　

子
の
方
向
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、№
５
、№
42
、№
98
は
例
外
で
あ
る
。

　

一
方
、鈕
孔
が
対
角
線
方
向
に
貫
通
し
て
い
る
鏡
は
一
〇
二
面
中
五
面
あ
る
。

№
25
、
№
28
、
№
68
、
№
91
、
№

102
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
№
25
と
№
28
の 

二
面
は
鋳
上
が
り
が
あ
ま
り
良
く
な
く
尖
頂
断
面
縁
（
三
角
縁
？
）
を
も
つ
と

い
う
。
ま
た
、
外
銘
が
左
回
り
（
№

262
の
掲
載
写
真
が
裏
焼
き
と
仮
定
し
た
場

合
）と
い
う
特
徴
も
共
通
し
て
い
る
。
Ｌ
字
形
は
二
面
と
も
˩
だ
と
思
わ
れ
る
。 

中
国
出
土
の
鏡
で
、
梁
上
椿
氏
は
漢
代
末
三
国
時
代
の
作
と
す
べ
き
と
言
う
。

た
だ
し
、
出
土
地
、
紋
様
と
銘
文
内
容
の
不
一
致
な
ど
疑
問
の
残
る
点
も
あ
る
。

　

№
68
は
椿
井
大
塚
山
古
墳
出
土
の
も
の
で
、
Ｌ
字
形
が
Ｌ
と
な
っ
て
い
て 

四
神
の
う
ち
龍
が
欠
落
し
て
い
る
。
外
銘
文
は
右
回
り
で
あ
る
。

　

№
91
は
洛
陽
出
土
の
も
の
。
十
二
辰
の
銘
は
な
く
「
君
宜
高
官
」
の
四
文
字

が
あ
る
。
Ｌ
字
形
は
˩
で
あ
る
。
№

102
は
鄂
城
出
土
の
も
の
。
簡
化
規
矩
四
神

鏡
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
Ｌ
Ｖ
の
字
形
は
な
い
。
内
銘
は
な
く
外
銘
は
右
回
り

と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
五
面
を
観
察
す
る
と
、
中
国
鏡
に
も
鈕
孔
の
向
き
が
方
格
の
対
角
線

方
向
に
貫
通
し
て
い
る
も
の
が
少
な
い
割
合
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
ら
し
い
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
注
目
し
て
い
る
№

103
、
№

104
と
同
じ
形
式
的
特
徴
を

持
つ
鏡
は
、
№
68
だ
け
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
日
本
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
№
68
、
№

103
、

№
104
は
十
二
辰
銘
入
り
方
格
の
対
角
線
方
向
に
貫
通
す
る
鈕
孔
を
持
ち
、
Ｌ

字
形
の
形
状
が
Ｌ
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
出
土
の
№
25
、
№
28
に
つ
い
て
は
、  

Ｌ
字
形
は
˩
で
あ
る
が
、
粗
末
な
鋳
上
が
り
、
尖
頂
断
面
縁
、
左
回
り
の
外
銘

文
、
と
い
う
よ
う
に
本
来
の
中
国
製
銅
鏡
か
疑
問
を
生
じ
る
点
が
少
な
く
な
い

の
で
、
実
物
の
詳
細
調
査
な
く
し
て
中
国
製
と
判
断
す
る
の
は
慎
重
に
保
留
し

　
方
格
規
矩
式
鏡
の
形
式
に
つ
い
て
の
一
考
察——

鈕
孔
の
向
き
に
注
目
し
て
　
　
　
　
　

谷
本
茂
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て
お
く
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

　

№
91
と
№

102
と
は
一
応
中
国
製
と
認
め
る
立
場
に
立
て
ば
、
十
二
辰
方
格
規

矩
四
神
鏡
と
は
少
し
異
な
る
範
疇
あ
る
い
は
系
列
の
規
矩
式
鏡
と
し
て
、
鈕
孔

の
向
き
が
必
ず
し
も
方
格
辺
の
向
き
と
同
じ
で
は
な
い
実
例
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
最
終
的
な
論
定
に
は
実
物
の
詳
細
調
査
が
必
要
な
こ
と
は

論
を
俟
た
な
い
。

 　
　

Ｌ
字
形
の
形
状

　

一
〇
二
面
中
少
な
く
と
も
一
四
面
が
Ｌ
字
形
を
見
て
の
形
状
を
持
つ
。
特
に

日
本
出
土
の
鏡
に
こ
の
形
状
の
も
の
が
多
い
。
明
ら
か
に
中
国
製
と
認
め
ら
れ

る
方
格
規
矩
鏡
に
は
Ｌ
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

　

№
12
は
出
土
地
不
明
で
、梁
上
椿
氏
は
「
日
本
で
模
造
し
た
も
の
」
と
い
う
。

　

椿
井
大
塚
山
古
墳
出
土
の
№
68
は
『
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』

で
は
「
中
国
鏡
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
点
か
ら
も
、
ま
た
Ｌ
字
形

の
形
状
（
Ｌ
）
か
ら
も
中
国
製
と
す
る
に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
。

　

以
上
い
ず
れ
も
写
真
資
料
の
判
読
に
よ
る
た
め
確
実
な
断
定
が
で
き
な
い 

部
分
も
あ
り
遺
憾
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
方
格
規
矩
鏡
の
形
状
の
特
徴
（
あ
る

い
は
傾
向
）
を
統
計
的
に
把
握
で
き
た
と
思
う
。
他
の
特
徴
を
含
め
た
全
体
的

な
資
料
の
整
理
と
考
察
は
後
日
に
期
し
た
い
。
実
物
観
察
の
経
験
を
多
く
経
な

い
と
多
面
的
な
考
察
は
困
難
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
資
料
を
収
集
す
る
な
か

で
、
鈕
、
縁
、
銘
文
、
三
次
元
形
状
な
ど
の
情
報
が
ほ
と
ん
ど
提
供
さ
れ
て
い

な
い
実
情
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
出
土
状
況
を
含
め
た
基
本
的
な
鏡
に
関
す
る

情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

【
出　

典
】

『
巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］』
梁
上
椿
著
、
田
中
琢
・
岡
村
秀
典
訳
（
同
朋
舎
出
版
、

一
九
八
九
年
）

『
古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

』
樋
口
隆
康
編
（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）

『
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』
京
都
大
学
文
学
部
（
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
九
年
）

『
古
鏡
出
土
品
展
示
目
録
』
宮
内
庁
書
陵
部
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
）

『
古
鏡
図
鑑
』
梅
原
末
治
編
（
黒
川
古
文
化
研
究
所
、
一
九
五
一
年
）

『
鏡
』
明
治
大
学
考
古
学
博
物
館
蔵
品
目
録1

（
明
治
大
学
考
古
学
博
物
館
、

一
九
八
八
年
）

『
新
・
古
代
史
発
掘　

一
九
八
三
～
八
七
年　

新
遺
跡
カ
タ
ロ
グ
』
ア
サ
ヒ  

グ
ラ
フ
編
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
八
年
）

『
図
説
中
国
古
代
銅
鏡
史
』
孔
祥
星
・
劉
一
曼
著
、高
倉
洋
彰
他
訳
（
中
国
書
店
、

一
九
九
一
年
）

『
洛
陽
出
土
銅
鏡
』
洛
陽
博
物
館
編
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

『
漢
唐
紀
年
鏡
図
録
』
劉
永
明
編
著
（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）

『
鄂
城
漢
三
国
六
朝
銅
鏡
』
湖
北
省
博
物
館
・
鄂
州
市
博
物
館
編
（
文
物
出
版
社
、

一
九
八
六
年
）

方格規矩式鏡の形式についての一考察



№　

名　
　
　

称

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
孔
の
向
き

L
の 

形
状　
　
　

備　
　
　

考

１
尚
方
十
二
辰
四
神
規
矩
御
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
34 -

238

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

2
尚
方
十
二
辰
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
35 -

239

（
午
） 　
（
子
）
˩

同
右

3
尚
方
十
二
辰
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
35 -

240

（
午
） 　
（
子
）
˩

同
右

4
尚
方
十
二
辰
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
35 -

241

（
午
） 　
（
子
）
˩

同
右

5
尚
方
十
二
辰
怪
神
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
36 -

242

（
午
） 　
（
酉
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

6
尚
方
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
35 -

243

　

　

˩

外
銘
は
右
回
り
。

7
尚
方
四
神
規
矩
御
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
35 -

244

　
　

˩

同
右

8
尚
方
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
36 -

245

　
　

˩

同
右

9
尚
方
四
神
規
矩
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
36 -

246

　

˩

同
右

10
尚
方
四
神
規
矩
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
36 -

247

˩

同
右

11
尚
方
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
36 -

248

˩

同
右

12
尚
方
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
37 -

249

Ｌ

梁
氏
は「
日
本
で
模
造
し
た
も
の
」と
い
う
。
出
土
地
不
明
。

（
写
真
か
ら
判
断
す
る
と
三
角
縁
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。）

外
銘
は
右
回
り
。
L
の
形
状
が
異
例
。

13
金
銀
錯
大
山
神
人
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
37 -

250

（
Ｌ
な
し
）
外
銘
は
右
回
り
。

14
新
名
善
銅
十
二
辰
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
38 -

251

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

15
新
善
銅
四
神
十
二
辰
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
37 -

252

（
午
） 　
（
子
）
˩

同
右

　
　
方
格
規
矩
式
銅
鏡
の
形
式
（
鈕
孔
の
向
き
と
L
型
紋
様
の
違
い
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
本
　
茂
作
成

50



№　

名　
　
　

称

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
孔
の
向
き

L
の 

形
状　
　
　

備　
　
　

考

16
新
善
銅
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
37 -

253

˩

外
銘
は
右
回
り
。

17
新
善
銅
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
37 -

254

˩

（
Ｖ
な
し
）
外
銘
は
右
回
り
。

18
新
善
銅
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
38 -

255

˩

同
右

19
新
善
銅
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
38 -

256

˩

同
右

20
新
善
銅
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
38 -

257

˩

同
右

21
漢
善
銅
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
38 -

258

　

　

˩

（
Ｌ
Ｖ
な
し
）
外
銘
は
右
回
り
。

22
漢
善
銅
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
38 -

259

　
　

（
Ｖ
な
し
）
外
銘
は
右
回
り
。

23
漢
善
銅
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
39 -

260

　
　

˩

同
右

24
漢
善
銅
蕨
文
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
39 -

261

　

˩

同
右

25
青
銅
八
鳥
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
39 -

262

対
角
線
方
向

˩？（Ｌ） 

（
Ｖ
な
し
）
内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。  

掲
載
写
真
は
裏
焼
き
の
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

L
の
形
状
は
˩
で
あ
る
。
鋳
上
が
り
は
、
や
や
粗
末
。　

尖
頂
断
面
縁
（
三
角
縁
？
）。
外
銘
は
左
回
り
。

26
王
氏
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
40 -

263

˩

外
銘
は
右
回
り
。

27
朱
氏
十
二
辰
四
神
規
矩
明
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
39 -

264

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

28
工
師
古
獣
規
矩
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
40 -

265

対
角
線
方
向

˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
こ
の
鏡
は    

Ｐ
Ｌ
39 - 

２
６
２
に
類
似
す
る
。
鋳
上
が
り
は
あ
ま
り
よ

く
な
い
。
尖
頂
断
面
縁
。
外
銘
は
左
回
り
。

29
仙
人
芝
草
四
神
十
二
辰

　
　
　
　
　
　

規
矩
善
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
39 -

266

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

30
仙
人
四
神
規
矩
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
40 -

267

˩

外
銘
は
右
回
り
。

31
仙
人
四
神
規
矩
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
40 -

268

˩

外
銘
は
右
回
り
。
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№　

名　
　

称

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
孔
の
向
き

L
の 

形
状　
　
　

備　
　
　

考

32
仙
人
四
神
十
二
辰
規
矩
佳
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
40 -

269

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

33
来
言
蕨
文
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
40 -

270

˩

外
銘
は
右
回
り
。

34
来
言
十
二
辰
蕨
文
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
41 -

271

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

35
来
言
十
二
辰
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
42 -

272

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

36
来
言
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
41 -

273

˩

外
銘
は
右
回
り
。

37
上
太
山
蕨
文
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
41 -

274

　

　

˩

外
銘
は
右
回
り
。

38
日
熹
月
富
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
41 -

275

　
　

˩

内
銘
右
回
り
。
外
銘
な
し
。

39
延
年
益
壽
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
41 -

276

　
　

˩

内
銘
右
回
り
。
外
銘
な
し
。

40
日
利
万
大
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
41 -

277

　

˩

Ｖ
字
内
に
銘
。

41
長
宜
官
秩
十
二
辰
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
42 -

278

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

42
十
二
辰
四
鳥
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
42 -

279

（
卯
） 　
（
酉
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

43
十
二
辰
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
43 -

280

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

44
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
43 -

281

˩

45
四
神
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
43 -

282

˩

46
仙
人
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
44 -

283

˩

47
怪
神
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
44 -

284

˩

48
怪
神
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
43 -

285

˩

49
蕨
文
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
43 -

286

˩

50
八
鳥
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］
Ｐ
Ｌ
44 -

287

˩

52
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№　

名　
　

称

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
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形
状
　
　
　

備　
　
　

考

51
八
鳥
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］

Ｐ
Ｌ
43 -

288

˩

「
尖
頭
断
面
縁
（
三
角
縁
？
）。
六
朝
時
代
の
日
本
製
。   

日
本
ま
た
は
朝
鮮
の
出
土
か
」。
き
わ
め
て
粗
雑
な
つ
く
り

で
、
整
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。

52
龍
虎
規
矩
小
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］

Ｐ
Ｌ
44 -

289

˩

53
龍
虎
規
矩
小
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］

Ｐ
Ｌ
44 -

290

（
Ｌ
な
し
）

54
方
勝
禽
獣
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］

Ｐ
Ｌ
44 -

291

˩

55
蕨
文
Ｔ
形
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］

Ｐ
Ｌ
44 -

293

「
朝
鮮
・
楽
浪
出
土
か
」（
Ｌ
Ｖ
な
し
）

56
五
乳
禽
獣
帯
Ｔ
形
規
矩
鏡

巌
窟
蔵
鏡
［
日
訳
］

Ｐ
Ｌ
44 -

295

˩

（
Ｌ
Ｖ
な
し
）

57
鍍
金
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

原
色
図
版
４

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

58
素
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[
新
潮
社
版]

図
版
36 - 

70

　
　

˩

59
鍍
金
銘
帯
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
36 - 

71

　

˩

外
銘
は
右
回
り
。

60
複
波
文
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]
図
版
37 - 

72

˩

61
規
矩
瑞
獣
博
文
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]
図
版
37 - 

73

˩

62
鍍
金
銘
帯
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
38 - 
74

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

63
流
雲
文
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
39 - 

75

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

64
鍍
金
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
39 - 

76

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
な
し
。

65
円
圏
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
40 - 

77

˩

外
銘
は
右
回
り
。

66
獣
文
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
41 - 

79

˩

外
銘
は
右
回
り
。

67
唐
草
文
縁
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
41 - 

80

˩

外
銘
は
右
回
り
。
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№　

名　
　

称

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
孔
の
向
き

L
の 

形
状
　
　
　

備　
　
　

考

68
鋸
歯
文
縁
四
神
鏡

／
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

／
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角

縁
神
獣
鏡[

思
文
閣]

図
版
42 - 

81

／
ｐ
39 - 

35

対
角
線
方
向
Ｌ

内
銘
「（
子
）
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は   

右
回
り
。
Ｌ
の
形
状
が
異
例
。
四
神
の
う
ち
龍
が
欠
落
。

椿
井
大
塚
山
古
墳
出
土
。

69
画
象
文
縁
四
神
鏡

（
Ｔ
形
規
矩
鏡
）

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
42 - 

82

（
Ｌ
Ｖ
な
し
）
外
銘
は
右
回
り
。

70
方
格
規
矩
渦
文
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
43 - 

83

　
　
　
（
４
孔
）
˩

内
銘「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
」。
外
銘
は
右
回
り
。

71
方
格
規
矩
渦
文
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
43 - 

84

˩

内
銘
「
子
孫
長
宜
」。
外
銘
は
右
回
り
。

72
方
格
規
矩
渦
文
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版
44 - 

86

˩

73
方
格
規
矩
四
神
鏡

／
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

 
古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

図
版

152 - 

307

／
ｐ
17 - 

20

Ｌ

内
銘
「
子
丑
寅
卯
辰
未
午
巳
酉
子
申
亥
」
擬
銘
。
Ｌ
の   

形
状
が
異
例

74
方
格
規
矩
八
獣
鏡

古
鏡
図
録[
新
潮
社
版]

図
版

153 - 

308

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

75
方
格
規
矩
八
獣
鏡

古
鏡
図
録[
新
潮
社
版]

図
版

153 - 

309

　
　

˩

76
方
格
規
矩
八
獣
鏡

古
鏡
図
録[

新
潮
社
版]

図
版

154 - 

310

　

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

77
方
格
規
矩
変
形
禽
文
鏡

古
鏡
図
鑑

　
　

36

Ｌ

縁
部
が
三
角
縁
に
近
い
断
面
で
あ
る
。
銘
な
し
。
伝
向
日

町
出
土
。

78
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
16 - 
17

？ ˩

掲
載
写
真
が
裏
焼
き
の
可
能
性
あ
り
。

79
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
16 - 
18

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

80
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
16 - 

19

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

81
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
17 - 

20

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

82
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
27 - 

49

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

83
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
27 - 

50

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。

84
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
31 - 

67

　
　
　
　

？

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。（
石
膏
模
造
写
真
）
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方格規矩式鏡の形式についての一考察

№　

名　
　

称

　

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
孔
の
向
き

L
の 

形
状
　
　
　

備　
　
　

考

85
変
形
方
格
規
矩
四
神
鏡

古
鏡　
出
土
品
展
示
目
録　
　

　
　
　
　
　

[

宮
内
庁
書
陵
部]

ｐ
31 - 

68

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。（
石
膏
模
造
写
真
）

86
方
格
規
矩
四
神
鏡

鏡 

明
治
大
学
考
古
学
博
物
館

　
　

蔵
品
目
録
１

Ａ
51

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。 

外
銘
は
な
し
。

87
方
格
規
矩
四
神
鏡

鏡 

明
治
大
学
考
古
学
博
物
館

　
　

蔵
品
目
録
１

Ａ
93

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。 

外
銘
は
右
回
り
。

88
方
格
規
矩
鳥
文
鏡

　
　
　
　
（
津
古
生
掛
古
墳
出
土
）

新
・
古
代
史
発
掘

　

[

朝
日
新
聞
一
九
八
八
年]

Ｌ

Ｌ
の
形
状
が
異
例
。 

鈕
孔
が
い
び
つ
。
銘
文
な
し
。

89
四
神
規
矩
鏡

中
国
古
代
銅
鏡
史

写
57

˩

西
安
市
賀
家
村
１
号
墓
出
土
。 

直
径
二
〇
三
㎜
。

90
鳥
獣
文
規
矩
鏡

中
国
古
代
銅
鏡
史　

写
58

˩

広
州
四
〇
〇
八
号
漢
墓
出
土
。
直
径
一
三
六
㎜
。

91
東
漢 

鳥
獣
規
矩
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

2

対
角
線
方
向
˩

方
格
鈕
座
の
四
隅
に「
君
宜
高
官
」四
字
。
直
径
一
五
八
㎜
・

五
六
六
ｇ
洛
陽
・
谷
水
八
七
号
墳
出
土
。
洛
陽
博
物
館
蔵
。

92
西
漢 

祥
云
規
矩
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

24

　
　

˩

93
西
漢 

幾
何
紋
規
矩
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

25

　

˩

94
新
莽 

鳥
獣
規
矩
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

29

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。 

外
銘
は
右
回
り
。

95
新
莽 

鳥
獣
規
矩
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

30

˩

96
新
莽 

四
神
規
矩
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

31

˩

97
東
漢 

鳥
獣
規
矩
紋
鏡

洛
陽
出
土
銅
鏡

40

˩

98
王
莽
天
鳳
二
年
八
乳
方
格
四
神
鏡

漢
唐
紀
年
鏡
図
録

ｐ
4

（
卯
） 　
（
酉
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。
外
銘
は
右
回
り
。

99
規
矩
四
神
鏡

鄂
城
漢
三
国
六
朝
銅
鏡
5

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。
外
銘
は
右
回
り
。

100
規
矩
四
神
鏡

鄂
城
漢
三
国
六
朝
銅
鏡
6

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。
外
銘
は
右
回
り
。

101
規
矩
八
禽
鏡

鄂
城
漢
三
国
六
朝
銅
鏡
7

（
午
） 　
（
子
）
˩

内
銘
は
十
二
辰
。
外
銘
は
左
回
り
。

102
簡
易
規
矩
四
神
鏡

鄂
城
漢
三
国
六
朝
銅
鏡
13

対
角
線
方
向

（
Ｌ
Ｖ
な
し
）
外
銘
右
回
り
「
漢
有
善
同
出
丹
陽
和
以
銀
錫

清
照
□
」。
直
径
一
一
二
㎜
。
一
九
七
一
年
三
月
六
日　
　

西
山
水
泥
原
出
土
。
内
銘
な
し
。 
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№　

名　
　

称

　

掲
載
資
料
・
文
献

掲
載
頁
・
番
号

鈕
孔
の
向
き

L
の 

形
状
　
　
　

備　
　
　

考

103
青
龍
三
年
銘
方
格
規
矩
四
神
鏡

　
　
　
　
　
（
安
満
宮
山
古
墳
出
土
）  

対
角
線
方
向

（
丑
・
寅 

）

／
（
未
・
申
） 

Ｌ

内
銘
は
十
二
辰
。
外
銘
は
右
回
り
。

104
青
龍
三
年
銘
方
格
規
矩
四
神
鏡

　
　
　
　
　
（
大
田
南
5
号
墳
出
土
）

対
角
線
方
向

（
辰
・
巳
）

／
（
戌
・
亥
）

Ｌ

同
上
。
紋
様
は
上
と
同
じ
だ
が
、
鈕
孔
の
向
き
は
約
九
〇

度
異
な
る

凡
例
：
「
鈕
孔
の
向
き
」
欄
の　
　

は
方
格
の
辺
と
同
じ
方
向
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。（
午
） 　
（
子
）
は
鈕
孔
の
方
向
が
内
銘
十
二
辰
の
文
字
の
ほ
ぼ
午
と
子
を
結

ぶ
方
向
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
「
Ｌ
の
形
状
」
欄
は
Ｔ
字
形
を
正
立
に
観
て
、
˩
あ
る
い
は
Ｌ
を
示
す
。

　
　
　

備
考
欄
の
「
内
銘
」
は
方
格
内
部
の
銘
文
の
こ
と
。「
外
銘
は
」
外
部
帯
状
の
銘
文
。
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